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ながさきの「食」推進

【事業目的】

長崎市内の各地域には、豊かな自然や独特の歴史・文化に育まれてきた食材が数多く存

在するとともに、和・華・蘭文化をはじめ多種多彩な食文化が根付いている。様々な関係

団体と連携を図りながら、多くの方に「ながさきの食」の魅力を伝え、消費の拡大を図る

ことで、 1次産業をはじめとする長崎の食に携わる産業の活性化を図っていくことを目的と

する。

【事業内容】

1 r長崎の魚Jの魅力発信と消費拡大

(1) r長崎の魚Jの慨要

長崎は、三方を海に固まれ、対馬海流の流れに乗り様々な魚が回遊してくる。また、

東シナ海には世界有数の大陸棚が広がり魚のエサとなるプランクトンも豊富である。この

ため、長崎は、魚種、漁獲量ともに全国トップクラスを誇っており、年間を通じて、四季

折々の豊富な魚種を味わうことができるのが、「長崎の魚」の特徴である。

「長崎=魚」のイメージを持っている観光客の割合

平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 平成29年度

37. 1 % I 36. 5% I 55. 8% I 56. 1 % 

(2) 取組内容

(出典平成 26.......27年度ながさきの「食Jに関するアンケー卜調査

平成28.......29年度長崎市観光動向分析結果報告書)

① 長崎の魚の PRと食でのおもてなし

漁連、魚市、小売庖、飲食庖、宿泊施設、観光団体で構成する「長崎の魚 PR・おも

てなしアクションチームJと連携し、長崎の魚の認知度向上と消費拡大に向けた PRを

行う。具体的には、ホームページやタウン情報誌において、「旬の魚」をテーマとして生産者

や「四季の美味しい魚提供庖Jなどの情報を市民・観光客に対し発信する。

また、平成 28年 10月から提供を開始した長崎の魚を使った新・ご当地グルメによるおもて

なしを継続して行うのにあわせ、観光イベントと連動したキャンペーンの実施や、SNS等を活

用した情報発信を行い、観光客及び市民への定着を図る。
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② 水産物等拠点施設の設置可能性検討

長崎の魚や水産加工品等を活かした、まちなかにおける食の拠点である水産物等拠点

施設については、民間活力を活かした整備・運営方法による設置可能性の検討を行って

いるところであり、平成 28年度に実施した予備的な調査・分析の結果を踏まえて、関

係団体等と協議を継続して行う。

③ 鯨食文化の PR

ア 長崎に深く根付いている「鯨食文化」の継承と発信を目

的に、「ながさき今昔くじら料理フェア」を市内飲食庖と

連携して開催する(11月)。

イ 若い世代への鯨食文化の継承を目的として、「長崎くじ

ら食文化を守る会Jと連携し、市内学校を対象とした「く

じら料理教室J等を開催する。

④ 魚食普及事業

長崎の豊富な魚の PRと魚食普及を目的とした「魚のまち

長崎応援女子会Jと連携し、大人のライフスタイルに合わせ

た、時短レシピ本の配布及び、魚を使った離乳食レシピ本の

配布や、幼児を対象として長崎の魚をテーマにした絵本を制

作し、子どもの成長段階に合わせた魚食普及事業を実施する。

⑤ 旬の魚イベン卜の拡大支援

地域の直売所等において開催される旬の魚をアピールするイベントや、料理庖におけ

る料理フェアの開催を支援し、水産物の消費拡大を図る。

2 r長崎和牛・出島ばらいろJのブランド強化

(1) r長崎和牛・出島ばらいろjの概要

長崎市の三重地区、茂木地区の8戸の農家でのみ生産されて

いるブランド和牛で、牛肉本来の鮮やかな紅色「蓄積の花色」

と焼肉で好まれる「バラ肉」が厚いという特徴、さらに、牛肉

食文化発祥の地とされる「出島」を合わせて名付けられた。平

成 24年に開催された、和牛のオリンピック「第 10回全国和

牛能力共進会(肉牛の部)Jで日本一の称号を手にした「長崎

和牛」の一翼を担っており、「霜降り」だけではなく「赤肉」

と「霜降り」の適度なバランス、「旨味Jを追求し育てられた

牛肉。

出島ばらいろの販売額[暦年]

平成 26年度 | 平成27年度 | 平成 28年度 | 平成 29年度

13. 9億円 16.4億円 17. 4億円 I 15.7億円

(資料:農協への鯛査)
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(2) 取組内容

長崎市内における常時取扱い庖舗の定着化及び観光客を対象とした情報発信の強化を

図ることにより、「高級感」と「歴史性」、「希少性」を売りにした地域ブランドとして、

知名度向上と消費拡大を図り、生産者の経営安定につなげる。

① 常時取扱い庖舗の定着化

J Aや流通業者と連携し、長崎市内の常時取扱い庖舗に

おける消費を拡大するためのキャンペーンの開催、各庖舗

が主体的に取り組むフェア開催・広告宣伝等への支援、販

売促進資材の提供などを行う。

② 観光客等に対する情報発信

出島ばらいろの観光客に対する認知度向上と消費拡大を

図るため、長崎駅や観光施設における出島ばらいろグルメ

ガイドの配布、ホームページや SNS、観光情報誌、ふるさ

と納税等を活用した PRを行う。

3 食材や食文化の情報発信

(1 )長崎「食Jの博覧会の開催

i長布市

ふるさと納税カタログ

豊かな自然や独特の歴史・文化に育まれてきた食材や、和・華・蘭文化をはじめとし

た多種多彩な食文化に代表される長崎のf食」の魅力を市民や観光客に PRすることで、

長崎の「食Jに関わる産業の活性化につなげることを目的として、(一社)長崎県調理

師協会と連携して実施する。

0実施時期 10月開催予定

O実施場所未定

0内容

・ながさき和・華・蘭メニュー料理コンクール及び表彰式

.料理オブジェや氷彫刻等の展示

-プロの料理人によるワンポイントレッスン

.和菓子作り実演

(2)インターネットによる情報発信

長崎市ホームページ及び、魚の美味しいまち長崎ホームページによる、地元食材、イ

ベント、レシピなどの情報発信を行う。また、フェイスブックやツイッターなどのSN
Sを活用し、幅広い世代に情報発信を行う。

4 地産地消の推進

(1 )ながさき実り・恵みの感謝祭の開催

市内産の農水産物の消費拡大を推進し、農水産業の維持、

振興に寄与するために、農水産物の直売などのイベン卜を

開催する。
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0実施時期 11月上旬(予定)

0実施場所 長崎出島ワーフ前岸壁及び隣接三角地(予定)

O内 容 ・地元農水産物の直売

-各種 PRイベントの実施

市民の市内産農産物の購入率

平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度

46. 6 % I 49. 8 % I 49. 2 % I 49. 1 % 
(出典ながさきの「食」市民意識調査)

市民の市内産水産物の購入率

平成26年度 | 平成27年度 平成 28年度 平成29年度

49. 6% I 50. 1 % I 50. 1 % I 48. 3% 
(出典ながさきの「食」市民意識調査)

5 r食卓の日Jの推進

国の食育推進基本計画に定められた「食育の日Jである「毎

月 19日」を『食卓の日』と定め、食の大切さや家族の紳を深

めること及び地産地消の推進を目的として、賛同団体である民

間事業者と連携した取組みにより幅広い世代への周知・啓発を

行う。

O民間事業者と連携した取組み(予定)

-西部ガスと共催の料理教室の開催

-直売所等での地産地消レシピの配布

.スーパーのチラシへのレシピの掲載

-市役所食堂での食卓の日サービスランチの提供

・賛同団体の取組みの情報発信 など

市民の「食卓の日J認知度

平成26年度 | 平成27年度 平成28年度 平成29年度

14. 1 % I 14. 7 % I 15. 3 % I 14. 5 % 
(出典 ながさきの「食」市民意識調査)
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2長崎市の水産業

魚町}見叫し♂ JL，長崎

水産農林部

平成30年 6月
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1 長崎市の漁業地域の概況

長崎市には8つの沿海の漁業協同組合※があり、また、業態別の漁業組織として、長崎県
旋網漁業協同組合と一般社団法人長崎県以西底曳網漁業協会、水産加工組織として、長崎
蒲鉾水産加工業協同組合と長崎漁港水産加工団地協同組合があります。

また、市内には、大小17の漁港※〈うち、第1種漁港 13、第2種漁港 3、特定第3種漁
港 1)が淳在します。

• 長崎市福田漁箇
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※漁業協同組合 (漁協〉
水産業協同組合法に基づく法人で、漁業者の協同組織として、販売事業、購買事業などの経済事業及び共済事業、 信用
事業などの実施を通じた水産業のj辰輿及び組合員の福祉の向上、漁業権の官理を中山としだ資源や漁場の管理、水産業
を核としだ漁業地i或の活性化等の広範な役割を果たしています。
平成30年3月末現在、長崎市内には、 8漁協(新三重、福田、みなと、茂木、たちばな、西彼南部、野母崎三和、大柑
湾〉があります。

※漁港
漁業に燐わる人々が、漁獲しだ魚介類の陸揚げや燃油の補給、船の停泊などのために使用する揚所で、織Iマな施設が整
備されており、利用状況により次のように区別されています。

・第1種漁港・..利用範囲が地元の漁業を主とする漁港。市町村で管理。

・第2種漁港…・・利用範囲が第1種漁港よりも広く、第3種漁港に贋しない漁港。都道府県で管理。

・第3種漁港・・…利用範囲が全国的な漁港。そのうち、国が指定する特に重要な役割を担う漁港を特定第3種漁港と昭び
ます。都道府県で管理。

・第4種漁港…・・離島その他辺地にあって漁場の開発又は漁船の避難よ特に必要な漁港。都道府県で管理。
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2 海減ごとの漁業経営と漁場環境の現状

置翠圏 - 海底環境の悪化や磯焼け※など、漁場環境が変化しており、漁獲量に影響を与
えています。

・藻 揚※の保全や堆積物の除去など、漁揚環境を改善させる取組みが、市内各地
に広まっています。

-長崎市は、橘湾海域、西彼海域、大村湾海域の3つに分けられ、それぞれ特性の異なる海域を有レ
ていますが、環境悪化による漁業への悪影響力T生じています。

橘湾海域 i 
西に長崎半島、東は島原半島に固まれ、湾口は南西に大きく開いた

橘湾に面しています。橘湾海域では費殖業が盛んに営まれ、他にも小
型底曳網漁業や延縄漁業などの漁業種類が営まれています。
近年、海底環境の悪化が懸念されるほか、磯焼けの範囲が徐々に広

がりつつあります。また、夏揚になると赤潮※が発生し費殖業などに影
響を与えています。

西彼海域

苅馬暖流が流れる五島灘に面しており、沿岸流との境界に多くのj朝
日が形成され、蛮化に富んだ海洋環境となっています。西彼海域では
まき網漁業や養殖業が盛んに営まれ、他にち小型定置網漁業や刺網漁
業、探介藻漁業など多様な漁業種類が営まれています。
長崎市内でも磯焼けの範囲が広く、刺網の主萱魚種となるイセエピ

の漁獲量などにも影響しています。

!大村湾海域 |

針尾瀬戸と早岐瀬戸の2ヶ所のみで外海と接している閉鎖性が強い大
村湾に面しています。大村湾海域では、小型底曳網漁業や小型定置網
漁業が盛んに営まれ、他にも力キや真珠の費殖業などの漁業種類が営
まれています。
大村湾の水質は陸地の都市化の影磁を強く受けるほか、湾内の水温

は気温の影醤ち大きいため、夏季は30.Cを超え、冬季は10.Cを下回
るなど季節変動が極めて大きく、毎年、夏の終わりから秋にかけて貧
酸素水塊※が発生しています。

-水生生物の生息揚所となる藻揚を保全 ・再生させる活動や、堆積物を除去し環境改善を図る活動な
ど、漁場環境を改善する取組みが市内各地で行われており、活動する組織数も増加レています。

.一部の地域においては、活動の成果により海藻が回復している箇所もありますが、過去にウ二隙去
を実施した箇所においても、浮遊してきたウ二類幼生の着底及び成長が確認される等、 今後ち海藻
が減少する可能性があります。

漁場環境再生の取組みを行う組織叙 【単位 :組織〕

4 4 5 
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※藻揚 (ちぱ〉
海藻(草〉が繁茂している揚所のこと。海II(草〉類を食べる生き物にとって重要な餌揚になるだけでなく、魚介類の
すみ揚、産卵場、保育揚になるため、 「海のゆりかご」とも昭ばれています。また、水中の窒素やリンなどの栄養分を
分解し、栄餐塩類や炭陸ガスを服収して、酸素を供給するなど海水の浄化に大きな役割を果たしています。

※磯焼け
外洋に面した岩礁や転石地帯で、今まで繁っていたコンブ、 力ジメなどの大型海藻類の群落が消え失せ、これまでは大
型海藻の下車として生えていたサンゴモなどの石灰蕩類だけが岩礁を白く覆ってしまい、大型海藻 〈クロメ、 カジメ、
ホンダワラ類、ワカメ等の海藻〉が消えたままの状態が長い間続いてしまう現象。海藻がなくなり、焼けた後のように
海底が白く見えることから磯焼けと昭ばれています。

※赤潮

植物ブランクトンなどが異常に増えて、海が赤色や茶色などに染まったように男える現象。雨による山から海への栄養
の流れこみや、水温や光などブランク トンが増殖しやすい条件が整つだ揚合に発生レます。
赤潮が発生すると、ブランクトンが魚のえらに触れ、えらに障害を起こして時服ができなくなったり、ブランクトンが
大量に酸素を消費するため海水中の酸素が不足して大量の魚が死んでしまうことがあります。

※貧酸素氷塊
魚介類が生，患できないほど、 海水中に溶けている酸紫の量(溶惇酸素量〉 が少ない海水の滅。 水中 ・泥中の有機物を餌
として増殖するバクテリアの酪紫消費が、酸素供給を上回ると貧酸素氷塊が発生します。
この貧酸素水塊が、強い風や潮の流れなどで岸辺や海面柑近に上昇してくると、 聾殖魚など移動範囲が狭い生物の大量
死につながることがあります。

3 長崎市の漁業生産量及び生産額

置冨温 -漁業生産量については、 水産資源や漁場環境の変化などの影響により増減が
あります。ここ5年間では、 遠洋漁業及び沿岸漁業は減少傾向、養殖業はi普
加傾向です。

・ 生産金額についても生産量と同様に増減がありますが、近年は減少傾向にあ
ります。

漁業種類ごとの漁業生産量の推移 [単位:トン〕

ミー;;--_二 !j2成17王手 事成18年 !j2~19年 平成20年 I界成21年 平成22年 平成23f事平成24年 平成25年 平成26年 !j2~27i手

全 園 色668.877 忌652.115 5.638.938 5.519.687 5.349.447 5.233.440 4.692.819 4.786.267 4.712.342 4.704.898 4.561.453 

畏 的 県 334.956 298.α)() 319.980 330.832 290.954 282.433 321.172 273目348 271.020 275.620 333.367 

畏 的 市 45.950 40.720 43.038 57.129 46.301 51.227 51.088 44.254 44.520 41.9(刃 42.870 

週 以西底曳網 5.915 7.397 8.393 9.746 8.129 7.258 6.113 4.429 4.098 4.092 4.002 

洋
大申型まさ網 24.497 16.973 24.640 29.948 27.920 24.154 23.949 21.315 21.74市 19.415 20.192 漁

重量 E十 30.412 24.370 33.033 39.694 36.049 3市.412 30.062 25.744 25.839 23.507 24.194 

小 型底曳網 349 132 209 194 173 281 171 185 212 237 198 
ー 一J:.，ロ、 中小型まさ網 11.612 市3.770 7.345 12.981 6町636 16.54市 18.542 15.593 15.742 15.602 16.140 

一 一理貿 網 5 60 。 。 。
一 一策リ 綱 163 196 288 261 218 296 225 229 231 市48 124 

R軽 リI型定置網 149 137 302 261 131 278 217 288 181 146 233 

かご漁業 60 。 4 7 29 44 31 38 

一延 縄 1.598 843 458 1.919 1.171 420 93 77 83 79 75 

し1 力、 釣 12 12 72 377 352 12 1 t 1 1 

j魚 一 一 一2転 釣 426 282 570 462 480 468 359 337 368 320 3αコ

f采 貝 18 25 20 17 16 15 11 12 14 市1 20 

f采 藻 44 22 宮1 14 9 31 6 17 16 10 9 

費量 一 一 一 一その他の漁業 119 157 189 205 203 374 356 560 480 343 336 

At 14.555 市5.636 9白474 市6.691 9.389 18.718 19.988 17.328 17.373 16.928 市7.474

鑓 海面貨殖:魚類 972 694 518 713 813 1.065 1.034 1.180 1.305 市.474 1.170 

殖 海面穫殖:貝類 11 20 可3 31 50 32 4 2 3 。 34 

量誕 E十 983 714 531 744 863 1.097 1.038 1.182 1.308 1.474 1.204 

漁獲金額(百万円〕 11.059 10.442 10.847 12.906 9.281 14.637 14.045 13.000 13.06③ 12.010 12.021 

銅線平均.価〈円/kg) 241 2ee 2152 226 200 286 2715 294 293 287 280 

(出典:漁港港第調査、海面漁業生産統計調査〉
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(トン) 長崎市の漁業生産量の推移

45.仁氾0

40.000 

35.000 

30.(氾0

25.(わ0

20.0<コ0

15.C幻0

10.000 

5.0α3 

0 

愈羊漁業一

1~ _....'es昏 ゅ¢ 2pg妥が'妥。張。長け宅島乞ら苦喜乞6望書下l'長
~'φへ ~'φへ gト体 受信弘 得税~V ')'íト晴彦 ~'申~V)時停 委ta gト停 委草区

(出典:漁港港勢調査)

(百万円〉 長崎市の漁業生産額の推移
15.5αコ ー

14.500 -一一一ー一一一ー一-一一ーーー一一一一一ー一

13.500 

12.500 ..j.一一一一一-

11.500 

10.500 

9.5αコ

8.5αコ

7.5αコ
1~喜 をう長 9~ _t")0~ ヘ'妥 ?J再 3'鳥 島宅島 ら倭 6~ 寸長

官ト.~へ ぢ浮世払へ 受精Lへ 君事情Í<'2-V'~，φ5L gトφ'];. 唖トφう~Y~~うL t専務j.'2-~-~φ1)受信j.'2-

(出典:漁港港勢調査)

@ 開業 種類

まき網漁業 底曳網漁業

延縄漁業 屯 刺網漁業
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4 市内8漁協の現状

置冨圏 -漁協取扱の漁獲金額は減少傾向にありましたが、平成27年度が増加に転じて
います0

・組合員数は減少しており、高齢化ち進んでいます。

漁協取仮漁獲金額の推移 【単位:千円〕

平成23年度|平成24年度|平成25年度|平成26年度|平成27年度|平成28年度

漁獲金額 16，281，7531 5，765，9571 5，632，341 1 5，444，的 16，1糾 7511 5，923.613 

〈出典:漁協業務報告書〉

.平成28年度の長崎市内の組合員叡は8漁協合わせて1，813人で、平成23年度と比較して、 303人
減少しました。

組合員叡

平成23年度

正組合員叡 1.074 

准組合員叡 1.042 

4E〉コ拘 き十 2.116 

【単位 :人、 %J

平成28年度 i普減 増減率

756 .... 318 .... 29.6 

1.057 15 1.41 

1.813 ....303 .... 14.3 

(出典:漁協業務報告書〉

※長崎市外 〈大村湾漁協管内〉の漁業者を含
みます。

-正組合員数が減少していることも相まって、平成23年度と比較して漁業者1人当たりの漁業生産額
は増加しています。

漁業者 (正組合員)1人あたりの漁業生産額

.平成23年度|平成28年度

漁獲金額/正組合員鍛 5.849 

.年齢別の漁業就業者獄は、依然として60歳以上の割合が多く、全体の70%以上を占めており、
60歳未満の割合が減少レています。

年齢別漁業就業者獄

平成23年度

人叡 割合

20歳未満 。0.0 

20"'-'29歳 16 0.8 

30"'-'39歳 50 2.4 

40"'-'49歳 167 7.9 

50""'59歳 411 19.4 

60歳以上 1.437 67.9 

法人等 35 1.7 

.0. き十 2.116 100.0 Eコ

〔単位・人、 %J

平成28年度 ※長崎市外 (大柑湾漁協管内〉の漁業
蓄をきみます。増減 増減率

人叡 割合

。 0.0 。0.0 

9 0.5 ....7 ....43.8 

47 2.6 ....3 ....6.0 

124 6.8 企43 企25.7

305 16.8 ....106 企25.8

1.292 71.3 ....145 ....10.1 

36 2.0 1 2.9 

1.813 100.0 企303 ....14.3 

(出典 :漁協業務報告書〉
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5 水産加工業の現状

置翠圏 -水産加工業は、小規模な加工業者が多く、生産量は減少傾向にあります。

・加工昆の種類は、冷凍水産物がほとんどを占めており、高次加工昂の生産は
少ない状況です。

. 長崎県では、1事業所あたりの従業員数が5人未満の工場が全体の約40%を占めており、全国平均
と比べ、 小規模な事業者の割合が高くなっています。

. 長崎市内の平成25年時点の水産加工場の鍛は116であり、静岡市、 焼津市に次ぐ多さです。

従業者規模別工場叡(平成25年〉

.水産加工業における生産量の割合は、冷凍水産
物が80%を占めており、高次加工昂は少ない 長崎市内の水産加工品別年次生産量(平成28年度)

状況にあります。

.冷凍水産物を隙いだ水産加工昂の生産量は、冷
凍食品以外、ほぽ横ばいから減少傾向となって
います。

長崎市内の水産加工昂別年次生産量

ロEコロ 目 平成19fF平成20年 平成21年 平成22年

ねり製品 5，629 6，705 6，461 7，717 

冷凍食品 1，447 752 777 644 

紫 干 し品

塩 干 ロEコロ 1.785 2，035 1，948 1，919 

煮干 し品 1，745 1，463 1，765 1.308 

塩 蔵 ロEコロ 208 243 528 464 

く ん製品 2 

節 製 ロEコロ 118 141 126 174 

その他加工品(珍味等) 687 971 1.222 1，084 

5十 11，621 12，311 12，827 13.310 

冷 漂水 産物 51，460 51，073 48，652 48，063 

E4』3 計 63，081 63.384 61，479 61.373 

[単位:トン〕

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

7，371 6，838 5，768 6，055 5，936 5，766 

693 621 3，299 1，889 1，609 1，052 

. 

1，853 1.642 1.205 1.653 1.631 1，465 

1，037 1，191 1，091 922 1.337 971 

385 395 170 205 226 279 

- - -

168 203 109 108 104 1371 

1，058 1，483 1，201 1，121 950 931 

12，565 12，373 12，843 11，952 11，795 10，601 

48，624 48，863 47.328 43，011 48，125 45.800 

61，189 61，236 60，171 54.963 59，920 56，402 

(資料:漁業センサス、水産加工統計調査水産加工 (陸上〉調査票をもとに、長崎市が推計〉
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長崎市内の水産加工昂別年次生産量(冷凍水産物を除く〉

ー・ーねり製品

ー・ー冷凍食品

塩干品

ー・ー煮干し品

ー・ーその他

-水産加工組織について

長崎市内では、県内で水揚げされるアジやイワシなどを原料とした、かんぽこ(かまぼこ〉の生
産が盛んに行われており、その消費額は全国トップクラスです。
かんぼこの生産にあたり、長崎市内を中山とした蒲鉾製造業者による長崎蒲鉾水産加工業協同組

合が組織されています。組合では、かんぼこの原料となるすり身の共同生産を行い、組合員ヘ安定
的にすり身を供給しています。特にイワシのすり身は日本一の生産高を誇っており、組合の所有す
る加工場は、西日本でも屈指のすり身専門加工場として事業を展開しています。
また、長崎漁港水産加工団地における水産加工業の振興を図ることを目的として、長崎漁港水産

加工団地協同組合が設置され、加工残さいの処理、加工用水・海水の供給、加工日の販売事業、加
工団地内のゴミの肥料化によるリサイクル等の取組みが行われています。

6 水産物流通の現状

-水揚後の流通について

長崎市で水揚げされた水産物は、漁協の共販事業筏として長崎県地方卸売市場長崎魚市場(長崎
魚市場〉等の産地卸売市場ヘ出荷されるほか、長崎県漁業協同組合連合会の系統販売※や、加工業
者 ・地元飲食庖との直接取引が行われるなど、生産者や漁協独自による取組みが行われています。

とな
り

渇
制

@
殉

gmR提示

館

2
3

崎
E

畏
1

(多勾 卸売市場における買受人は、次のよう
、_.な分野に分かれています。なお、買受人

の許司を受けるためには、開設者(長崎
魚市場の揚合は、長崎県〉の京認がl必要

r-iとなります。

砂I! I ①伸卸冒唇人

卸売を受けた魚を魚市場内の卸売市場
で販売する者及び他の消費地に仕分・
出荷して販売する者

加工g業者
t涌附.ll<&I.llJ.<<ど}

水揚後の流通フロー図

②加士費受人

卸売を受けた魚を原料として加工業を
営む者

③売買巻加冒壱人

卸売を受けた魚を自家消費するか、ま
たは魚市場外にある自己の庖舗におい
て販売する者
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※共販事業
漁協等が組合員の漁獲物や加工品を一括集荷して共同販売する事業のこと。

※系統販売
漁協等が上部系統団体〈県漁連等〉に出荷し、上部団体が一括販売すること。

-長崎魚市場の概要

長崎魚市場における平成29年の取鍛鍛量は135.663トン、 取扱金額354億円で、近年は償ぱ
いで推移レています。
なお、長崎魚市場は全国に328ある産地卸売市場の中で獄量、金額ともに上位に入るほど、多く

の魚が水揚げされる重要な市場です。

長崎魚市場の取扱推移

_ sY扱以霊 ー・-sYJ応念宮百

トニJ 〈トン) (億円)

250.000 

200，000 

150.000 

100.000 

50.000 

。
ゆ~ " t:争~~ ，命令散命令ぜ事( ，rts< ~伝 J争激

ポ dpdFぷぷぶぷぷぷぷぷぶぷ;

{f費問 1 

1，000 I 

')00 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

(出典 :長崎魚市場の概要)

(場巷)長崎魚市株式会社における取鍛魚種ランキング(平成29年)

、J 長崎魚市株式会社で取り扱われている魚種のトップ10をランキングとしてまとめました。
トップ3は取扱霊長量は、サパ類、マアジ、ウルメイワシで、叡量の6割、取扱金額は、マア

ジ、ブリ、サパ類で、金額の4割を占めています。上位の魚種は長年にわたり上位を独占してお
り、小売庖で見かけない日はなく、長崎の食卓には欠かすことのできない代表的かつ日常的な魚
といえます。
他にもこのランキングでは、色々な魚種が取り扱われていることが確認でき、長崎は周辺の豊

かな漁場や僚/マな漁業により、水産物に恵まれていることがうかがえます。

~)( 扱 叡 量 ~)( ;及 金 富買

魚 種 鍛量 全体比 魚 種 金額 全体比
トン % 百万円 % 

サパ類 20.158 27.3 マアジ 4.149 23.1 
'一一-

2 マアジ 19.773 26.8 ブリ 2.021 11.3 
一一 一

3 ウルメイワシ 9.765 13.2 サパ類 1.724 9.6 

4 ブリ 9.347 12.7 マグロ 1.167 6.5 
一

5 力ツオ類 2.064 2.8 マダイ 796 4.4 

6 マグロ 1.128 1.5 ムツ類 674 3.8 

7 マダイ 1.092 1.5 カツオ類 655 3.7 

8 キダイ 1.031 1.4 ハタ類 637 3.6 
一 一

9 力タクチイワシ 701 0.9 ウルメイワシ 622 3.5 
一 一一 一

10 その他アジ類 618 0.8 イ力類 435 2.4 

〈出典:長崎魚市場の概要)
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7 水産物の消費の現状

E困目 -長崎市民の水産物に対する満足度や長崎の魚に苅する認知度は高いちのの、
消費量は肉より{~くなっています。

・観光客が長崎市で水産物を消費する割合はあまり高くなく、長崎の魚の魅力
を十分に伝えきれていません。

-市民意識調査 (平成29年度〉によると、市内で売られている水産物が新鮮で品叡ち多く適正な価
格だと思う割合及びどちらかといえばそう思う割合は、 81.2%と高い割合となっています。

市内で売られている水産物は新鮮で昂獄ち多く適正な価格だと思いますか 〔単位 :件、%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

そっ思つ 317件 35.4% 3号4%

どちらかといえばそう思つ 410件 45.8% 

どちらかといえばそっ思わない 121件 13.5% 45.8% 

そう思わない 301牛 3.4% 

不明 171牛 1.9% 国 1.9%

合計 8951牛 100.0% 

-ながさきの「食」市民意識調査によると、長崎市内で水揚げ ・製造されている水産物及び加工昆の
認知度は8割以上であり、市民の長崎の魚に河する認知度が高いことがうかがえます。

長崎市内産水産物・加工呂についての認知度 (市民対象〉 〔単位:%) 

H24年度 I H25年度 I H26年度 I H27年度 I H28年度 I H29年度

認知度 86.1 87.41 83.61 87.71 87.4 85.7 

(出典:ながさきの「食」市民意識調査〉

- 長崎市内での水産物に対する満足度及び認知度は高いちのの、平成18年以降、生鮮魚介類の消費
置は生鮮肉よりも低くなっています。

・ 1世帯あだりの魚介類消費額は、全国52都市のうち長崎市は10位であり、 豊富な漁獲量と魚種に
恵まれた環境にあるものの、消費額はあまり高くありません。

反崎市民1人あたりの治資霊

18.0∞ 
17.000 

16.0∞ 
15，0α) --

14，000 

13，000 

12目。∞

11.0α3 

10.0∞ 
命中歩合中散命 .~ ，~ ，# A~ A'告

九、
。下~...，- "，-~Y ""~"'~ "，，~'V Á'~V "，，41' A~") 析。下 ψψ
令余命令命令命令~，. ~余命

2-9 

都道府県庁所在市別1世帯

あたりの年間支出・

(魚介類、平成27r-v29年平均〉

【単位 :円〕

順位 都市名 支出額

青森市 94，964 

2 富山市 93，946 

3 横浜市 90，886 

4 新潟市 89，242 

5 奈良市 88，177 

1o I 畏崎市 I 86，323 

(出典: r家計調査結果J (総務省統計局)) 



.市内農水産物直売所の販売実績は、平成23年度の21.9億円から、平成28年度は、 34.2%増の
29.4億円と増加していますが、大規模の直売所の販売実績が伸びたことによるもので、小規模の
直売所の販売実績は横ばい、又は減少傾向にあります。

.直売所の鍛も平成23年度は30ヶ所あったものが平成28年度は25ヶ所に減少しており、地域に密
着した小規模直売所の害続が課題であることがうかがえます。

市内農水産物直売所の販売実績 【単位 :億円〕

-長崎市を訪れた観光客へのアンケートによると、観光客が長崎市で食べた(食べる〉魚料理 (含む
「刺身J)の割合は31.7%、くじら料理の5.7%を加えると約4割となり、観光客に対して、 「長

崎の魚の魅力」が徐々に浸透してきでいることがうかがえます。

長崎市で食べた(食べる〉料理(観光客苅象、複叡回答〉

ちゃんぽん・皿うどん等の中華料理

魚料理 (きむ「刺皐J) 

トルコライス

卓祇料理

0.0 10.0 20.0 
+一 一ー，

くじら料理 ・・ 5.7

長崎和牛 耳 件

長崎おでん

その他 ヤ.7
」民

【単位 :%J 
70.0 80.0 90.0 

ニヰ一一二J81. 

よ

〈出典 :平成29年度長崎市観光動向分析結果報告書〉
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8 長崎市の漁港

(1 )概要
現在、長崎市には、市が管理する漁港が13漁港、県が管理する漁港が4漁港あります。
市が管理する漁港では、漁港内の海岸保全施設整備や防波堤の整備などの水産基盤整備事

業やタラップ、係船環、照明灯などの安全管理施設の整備等の事業を実施しています。
県が管理する漁港においても、防波堤、護岸、臨港道路等の整備事業を実施しています。
また、市が管理する13漁港のうち6漁港(手熊漁港と福田漁港、戸石漁港と綱揚漁港、黒

崎漁港と出津漁港〉 については、 近接した漁港と合併する予定です。

長崎市の管理漁港 (平成27年〉

利用隻数

漁港名 漁港種別 漁船
T v~. ~-

言十 漁協名車.ート

〈隻〉 (隻〉 (隻〉

相 J11 漁 j巷 第 1 種 11 2 13 新重漁協

手熊漁港 第 1 種 59 16 75 福田漁協

長 崎
福田漁港 第 1 種 33 56 89 福田漁協

深堀漁港 第 1 種 80 24 104 みなと漁協

網揚漁港 第 1 種 21 44 65 だちばな漁協

戸石漁港 第 1 種 276 90 366 たちばな漁協

伊王島 沖の島漁港 第 1 種 20 10 30 西彼南部漁協

晶島 南風泊漁港 第 1 種 18 10 28 西彼南部漁協

野母崎 野野串漁港 第 1 種 31 15 46 野母崎一利漁協

タト j毎
黒崎漁港 第 1 種 37 . 45 82 みなと漁協

出津漁港 第 1 種 12 14 26 みなと漁協

一 和
為石漁港 第 1 種 99 58 157 野母崎和漁協

蚊焼漁港 第 1 種 59 50 109 野母崎和漁協

琴 j毎 大村湾漁協

合 計 13漁港 756 434 1，190 

長崎県の管理漁港 (平成27年〉

利用隻叡

漁港名 漁港種別 漁船 TWv-
言十 漁協名車.ート

(隻〉 (隻〉 (隻〉

長崎
長崎漁港 特定第3種 843 373 1.216 新重漁協

式見漁港 第 2 種 56 25 81 新一重漁協

野母崎
野母漁港 第 2 種 1 18 15 133 野母崎和漁協

樺島漁港 第 2 種 113 8 121 野母崎一和漁協

合計 4漁j巷 1，130 421 1，551 
(出典 :漁港港勢調査〉
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(2)漁港合併の取組みについて

①目的

近年、漁業者の減少により各漁港の港勢の規模が減少しています。また、漁港の機能が老
朽化により億下しているだめ、同一漁協の管内にある近接した漁港を合併することにより、
漁港機能や施設の効率化及び機能強化を図るものです。

また、漁港を合併することにより、 10漁港となり、そのうち8漁港が施設老朽化対策の補
則事業である「水産物供給基盤機能保全事業」の対象となり、市の維持管理コストが大幅に
倍減できるメリットがあります。

②合併予定の漁港概要

.0.. 
Cコ
(井

2 

3 

現漁港名 新漁港名(案〉

登録 利用 陸陽げ 登 録 利用 陸揚げ 管内の漁協名

漁船鍛 漁船敏 金額 漁船鍛 漁船叡 金 額

出津漁港 12 12 0.01 

黒崎漁港 24 37 0.16 
そとめ漁港 36 49 0.2 みなと漁協

手熊漁港 59 59 0.08 

福田漁港 32 33 0.1 1 
かきどまり漁港 91 92 0.2 福田漁協

網揚漁港 21 21 0.14 

戸石漁港 276 276 11.66 
たちばな漁港 297 297 12 だちばな漁協

陸揚げ金額は、属地陸揚げ金額 (H27年、単位 :偲円〉 (出典 :漁港港勢調査〉

0合併により、元々の漁港名は地区名となります。例〉そとめ漁港(出津地区〉
但し、元/マ地区が多鍛あった戸石漁港については、現在協議中。

o r水産物供給基盤機能保全事業」の対象は、利用漁船鍛又は登録漁船敏が50隻
程度以上、もしくは、陸揚金額が1億円程度以上

③現在までの経過と今後のスケジュール
漁港合併については、漁協をはじめ各管理者等ヘ説明し、概ね了解を得ています。
現在、国や県との協議・調整を進めており、平成30年度末までには各管理者等の同意を受

けて、条例を改正する予定です。

【合併の手続きの流れ(同一作業)] 

・漁港指定の取消レ〈合併予定の漁港中各1漁港)=今 .漁港区域の変更及び名称の変更

指定権者

〈長崎市長〉

⑥回答

③意見 I I④意見

各管理者等
-j司川管理者
.海岸管理者
・漁業協同組合

聴取

地方公共団体
.関係市町村

・長崎県
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9 水産センターの種苗の生産・供給

(1)水産センター(牧島〕

平成30年度種苗生産及び供給計画は次のとおりです。

平成30年度長崎市水産センター(牧島〕の種苗生産及び供給計画

事業区分 魚種 用途 規 箔 数 量 生産着手 供給開始

クマエピ 放流用 全長30mm 800，000尾 6月 8月

ガザミ 放流用 全甲幅10mm 400，000尾 6用 7月

クロアワビ 放流用
殻長20mm~

87，7001固 11月
24mm 

水産種苗生産費 イワガキ 賛殖用 殻長30mm 45，0001固 4月 3月

マガキ 養殖用 種板 12，000干支 5月 12月

アカガイ 放流用 殻長20mm 20，000個 6月 3月

マコガレイ 放流用 全長30mm 23，300尾 1月 5月

放流用 全長50mm 12，000尾 10月 1月

ヒラメ

水産種苗生産費 放流用 全長70mm 75，000尾 10月 2月

((附長崎高島水産
センターに委託〉 トラフグ 餐殖用 全長70mm 39，000尾 3月 5月

シマアジ 養殖用 全長70mm 35，000尾 1月 6月
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(2)水産センター高島事業所

平成30年度種苗生産及び供給計画は次のとおりです。

平成30年度 水産センター高島事業所の種苗生産及び供給計画

事業区分 魚種 用途 規 格 数 量 生産着手 供給開始

ヒラメ 放流用 全長70mm 123，000尾 10月 2月
高島水産種苗
生産 費

力サゴ 放流用 全長50mm 10，000尾 12月 4月
(側長崎高島水産

センターに委託〉

ヒラメ成魚 活魚販売 1 kg 10，000尾 10月 翌年
11月
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所管施設一覧

長崎ペンギン水族館 野母崎高浜海岸交流施設

設置場所 長崎市宿町3番地16 長崎市高浜3963番地3

設置年月日 平成13年4月22日 平成26年7月15日

市民にペンギン及び水族とのふれあいの場を提供するこ 市民に自然と親しみながら憩う場、地域交流の場及
設置目的 とにより市民の自然環境に対する意識の高揚を図るととも ぴ地域の情報を発信する場を提供し、もって市民の福

に、健全な余暇の活用に資する。 祉の向上及び地域の振興に資する。

管理運営
【指定管理者】 【指定管理者]
(ー財)長崎ロープウェイ・水族館 株式会社大和総業

職員配置

@施設の内容 φ施設の内容

1水族館ゾーン 1遊泳面積 12，5∞ m 

①水族館本体:鉄筋コンウ1)ート造2階建延床面積 2守694m 2南棟

亙南極ペンギン水槽、温帯ペンギン水槽 多目的(桟敷)スペース、

長崎の海水槽、プラーブック水槽、 ?l'Yチプール他 シャワー・更衣室、多目的トイレ、

②コガ歩ペンギン・クヘyズ棟延床面積 548m カヌー艇庫、芝生広場

コガヲペンギン飼育展示舎、ペンギングッズ展示室、 3北棟

保管室 憩い・交流・情報発信スペース、テラス、

③予備飼育棟:鉄骨造平屋建延床面積 244m 事務室、厨房、トイレ、倉庫

④展示生物数等 4駐車場

約 189種類、約9，280点 (うちへ.ンギン:9種類、 174~~) 交流施設横駐車場(約10台分)

2自然体験ゾーン 道路機駐車場(約50台分)

①ビオトープ

長崎の「里山」、自然河岸復元 争使用料

延面積 4，300m 自然河岸延長 250m 多目的スペース

②海浜都 夏期(桟敷):ー般 800円/日

施設概要 自然石突堤 180m、人工海浜 5，∞Om 高校生5∞円/日

散策路 180m、合イドプール、 中学生400円/日

ふれあいペンギンピーチ他 小学生300円/日

③海洋体験施設:軽量鉄骨造2階建延床面積 272m 夏期以外 :2，500円/時間

カヤック 30!皇、シャワー設備 10基、休憩室 駐車場

3駐車場 普通・小型・軽自動車5∞円/回

①第1駐車場 116台 ②第2駐車場101台 二輪自動車2501回

@観覧料(1人1回につき) 温水シャワー 100円/回

大人 510同(団体 410円) コインロッカ- 2∞円/困

小人 3∞円(団体 240円)※幼児、小中学生 カヌー 1人乗り500円/時間

+年間観覧料(1人1年) 2人乗り750円/時間

大人 1，230円 バラソル 600円/日

小人 720円※幼児、小中学生

@駐車料金

パス 最初の1時間 1，020円、その後の1時間 510円

パス以外最初の1時間 2∞円、その後の1時間 1∞円
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所管施設一覧

飛島磯釣り公園 高島海水浴場

設置場所 長崎市高島町1726番地 長崎市高島町2709番地5

設置年月日 平成9年7月20日 平成9年7月20日

市民が海と自然に親しみながら行うレクリエーション等
市民が海と自然に親しみながら行うレクリヱー

設置目的 ション等の活動の場を提供し、市民の福祉の増進
の活動の場を提供し、市民の福祉の増進に資する。

に資する。

管理運嘗 【指西定彼管南理部者漁】業協同組合
【指定管理者】

高島振興協同組合

職員配置

@施設の内容 φ施設の内容

1北側釣り場 L = 60m 1敷地面積

2東側釣り場 L =120 m 砂浜面積 4，4∞ ni 

3南側釣り場 L =192 m 遊泳面積 20，090ni 

4休憩所 養浜工 13，180 m' 

鉄筋コンタJート造3階建 76Sni 2管理棟

1階空間部分 鉄筋コンウリート造2階建 235ni

2階トイレ、シャワー室等 1階男女温水シャワー室

3階休憩所、倉庫等 水洗トイレ、更衣室

5事務所 無料水シャワー

鉄筋コン1]1)-ト造1階建 40ni 身障者トイレ

6売庖 2階監視人室、テラス

鉄筋J~I] I)-ト造1 階建 20m' 3女子温水シャワー室(棟)46ni 

4売后 6棟 (25nix 6) 

φ使用料

施設概要
大 人 510円(見学等 100円) φ使用料

小中学生 250円(見学等 50円) 温水シャワー 200円

コインロッカー 100円・2∞円
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所管施設一覧

高島ふれあいキャンプ場 長崎市伊王島海水浴場交流施設

設置場所 長崎市高島町2709番地5 長崎市伊王島町1丁目2129番地

設置年月日 平成9年4月1日 平成12年7月1日

市民が海と自然に親しみながら行うレクリエーシヨ
市民に海水浴の休息の場及び地域交流の場を提

設置目的 ン等の活動の場を提供し、市民の福祉の増進に資
供し、市民の福祉の向上に資する。

する。

管理運営
【指定管理者】 【指定管理者】

高島振興協同組合 側KPGHOTEL&RESORT 

職員配置

@施設の内容 @施設の内容

1敷地面積 2，957 m 1敷地面積 4，723m 

2常設テント 10基 2建設面積 1，103m 

3炊飯棟 2棟 3休憩舎棟 2棟 (364mx 2) 

4パーゴラ 1棟 4水廻り棟 167m 

温水シャワールーム

@使用料 ロッカールーム

大 人 1∞円 トイレ

小中学生 50円 倉庫

台座付テント 1，542円 5管理棟 91 m 

紐立式テント 514円 管理室

バーベキューセット 257円 サービス室

倉庫

6売后 2棟(5Sm x 2) 

7プール 2箇所、芝生公園

施設概要
@使用料

桟敷料大人 410円

高校生 2∞円

温水シャワー 100円

コインロッカー 100円'2∞円・3∞円
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所管施設一覧

長崎市水産セン聖一 長崎市水産セン告一高島事業所

設置場所 長崎市牧島町1619番地 長崎市高島町1156番地地先

設置年月日 昭和49年4月1日 平成13年4月2日

「っくり育てる漁業」を推進するため、有用水産種苗の
旧高島とと町ものに水雇産用業創の出振の興場及をび漁業従事者の生活向上設置目的 生産及び供給を行うことにより、沿岸漁業の振興を図

を図る を提供する。
る。

管理運営 長崎市 長崎市
※種首等生産業務の一部を側長崎高島水産セン$zーに委託 ※種苗等生産・販売業務を側長崎高島水産セン$zーに委託

所長 1名、種苗育成係 3名、調査開発係 3名 ※僻)長崎高島水産センター
職員配置 再※胸任用職員高 1名、嘱託員 2名

長崎島水産セン安一社員1名、嘱託員2名. 役員 1名、社員5名、嘱託員4名

敷地面積 13， 256. 9rri 1敷地面積 14， 710. 8rri 
2 管理棟 2稚魚生産棟

鉄筋コンクリー卜造 3階建 683. 5rri 鉄骨平屋建 .1，213.25rri 

3 取水施設 ドルフィン式銅製 L=42 m 3稚魚生産棟

4 ろ過機械棟 軽量鉄骨造平屋建 928. Orri 

鉄筋コンクリー卜造 3階建 205. 6rri 4成魚生産棟

.5 魚類生産棟 軽量鉄骨造平屋建 1， 120. Orri 
鉄骨造 1部 2階建 778. 3rri 5成魚生産棟

6 ウニ生産棟 軽量鉄骨造平屋建 19日.Orri 

鉄骨造平屋建、 782. 4rri 6i1ll!化槽棟

7 甲殻類生産棟 鉄骨平屋建 456. Orri 
鉄骨造 1部 2階建 579. 6rri 7ポンプ室

B 貝類生産棟 鉄骨平屋建 36. Orri 

鉄骨造平屋建 308.2rri 

日親魚育成棟 平成20年4月1目拡張施設

施設概要
鉄骨造 2階建 215.0rri 8貯水機械棟

10餌料培養水槽・ウニ飼育水槽 鉄筋コンクリート2階建 146.10rri 
11調餌冷蔵庫棟 9魚類生産棟

鉄骨造平屋建 151.8rri 鉄筋コンクリート2階建 362. 25rri 
12浮桟橋 FRP被覆銅製 4mX8m 10中間育成棟

連絡橋 L=15m 鉄骨平屋建 498. 51 rri 
13海上いかだ ， ，台 11植物プランクトン棟

14管理・作業船 3隻 鉄骨平屋建 498. 51 rri 
15作業員控室棟木造2階建 108. 3rri 
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所管施設一覧

長崎市クルマエビ幼稚仔保育場

設置場所 長崎市飯香浦町地先

設置年月日 昭和52年4月1日

設置目的 栽培漁業の一環として放流するクルマエビの歩留率を高
めるため、幼稚仔を一定期間自然の状態で中間育成する。

管理運営 長崎市

職員毘置

1人工干潟 4. 877rrl 
2外郭施設

防波堤 L =110 m 
突 堤 L = 19 m 

3給排水施設

取水桟橋 L = 80 m 
取水管 (150勺) 80 mX 1本

取水ポンプ 15kW X 2台
4 水流発生装置

水車式 4台

ジェット噴射式 2台

5関連道

幅員3.5m L竺 285m 

施設概要

、
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長崎市の主な水産業振興制度
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1 長崎市新規漁業就業促進事業費補助金

~ 新規の漁業就業者が行う漁業の研修等にかかる経費に対する支援制度 ~ 

【技術習得支援】

(1)対象となる者

漁業協同組合の長が推薦する者で、別途定める長崎市地域漁業担い手確保計画に基

づく、地域漁業への定着が確実で漁業担い手として活躍が期待される者

(2)対象となる事業内容及び経費

①諸手当(月額)上限 125，000円

(内訳)基本手当 100，000円

住居手当 賃貸契約時の家賃相当額(上限額 10，000円)

技術習得手当 15，000円

※ただし、新規就業者が漁家子弟であって、 2親等以内の親族と生計をーにする研

修生については、諸手当を月額上限 100，000円とする。

②保険加入料(入院、通院、漁船保険)

③漁業資材購入費

④その他研修に必要な経費

(3)支援期間最長 2年間

【新規着業者フォローアップ】

(1)対象となる者

技術習得支援を終了した者で、かつ、研修終了後、 1年以内に着業した者。

(2)補助する額

1か月あたり 50，000円とし、 1年間限りの交付とする。
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2 水産種苗放流事業費補助金

~ 水産種苗の放流に対する支援制度

( 1 )事業の目的

資源の維持及び増大を図るための取組を支援し、っくり育てる漁業の振興に資す

ることで、漁家経営の安定を図ることを目的とする。

(2)事業の実施主体

市内漁業協同組合等

( 3 )補助の対象となる取組

①水産種苗等の放流

②いか産卵場の造成

③海藻等の養殖

(4)補助の対象となる経費

①水産種苗等の放流 種苗等の購入に要する経費

②いか産卵場の造成 資材費の購入並びに事業実施に要する人件費及び用船料等

③海藻等の養殖 種苗や資材費等の購入に要する経費

( 5 )補助率

①水産種苗等の放流 補助対象経費の 1/2以内

②いか産卵場の造成 補助対象経費の 1/2以内

※1地区あたりの上限額は 100千円とする。

③海藻等の養殖 補助対象経費の 1/2以内

※1地区あたりの上限額は 150千円とする。

抱卵イセエビ放流状況 いか産卵場設置(アオリイ力の産卵状況)
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3 金融制度

【長崎市水産振興事業資金貸付金】

この資金は、漁業協同組合及び水産加工業協同組合が行う水産振興事業に要する経費に

ついて、これらの組合に対し無利子で直接貸付を行う制度で、昭和 57年度に制定した「長

崎市水産振興事業貸付要綱」に基づき、昭和 57年度から実施している。

目 的
水産業振興発展を図るため、漁業協同組合等が行う水産振興事業に貸

付を行う。

対 象 漁業協同組合、水産加工業協同組合等

対象事業 国文は県の補助対象となった事業、その他市長が適当と認める事業

償還ー方法
貸付を受けた年度の翌年度から 10か年以内において、毎年度、均等償

還の方式により償還する。

貸し付けた年度の翌年度から 10か年以内とし、次の区分によりそれ

ぞれ償還期限を設定する。

貸 付 額 償還 期 限

償還期限 500万円未満 5か年以内

500万円以上 1，500万円未満 7か年以内

1，500万円以上 10か年以内

注)償還期間は、貸付を受けた年度の翌年度から起算

償還期間 貸付利率

貸付利率
5か年以内 無利子

5か年を超えるもの
年 2.0%

(5か年経過後の残高に対し適用する)
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【長崎市漁業近代化資金等利子補給補助金】

漁業者等が資本整備の高度化及び経営の近代化を図るため利用する漁業近代化資金、漁

業経営改善支援資金、沿岸漁業等振興資金を長期かつ低利で融通できるよう県の利子補給

に上乗せで補助を行う制度で、「長崎市漁業近代化資金等利子補給要綱」に基づ、き、実施し

ている。

漁業者の資本整備の高度化及び漁業経営の近代に資するため、漁業近代化

目 的 資金、漁業経営改善支援資金、沿岸漁業等振興資金の貸付けを受けた漁業

者等に対し、融資機関等を通じて利子補給金を交付するもの。

対 象 漁業協同組合・水産加工業協同組合の組合員等

資金の種類 漁業近代化資金 漁業経営改善支援資金
長崎県沿岸漁業等振興

資金

漁船建造・改造・取得 漁船の建造、改造、取 漁業経営の安定・改善

資金
等、 得等 資金、災害資金等

使途
漁船以外の養殖、加工

資金等

県の利子補給率の 1/2 漁業近代化資金におけ 年 0.5%以内で市長が

以内文は年 1.5%(20 る市補給率に準じる。 定める率。

t以上は 1.0仰のうち 但し、借受者の末端利

いずれか低い率一 率が 1%を下回らない

市の行 但し、借受者の末端利 ょう調整。

う利子 率が 1%を下回らない ※30歳未満の新規就労

補給率 ょう調整。 者は末端利率が年 0'%

(年) ※30歳未満の新規就 となるよう利子補給率

労者は末端利率が年 を加算できる。

0%となるよう利子補

給率を加算できる。

資金の貸付を受けた日 資金の貸付を受けた日 資金の貸付を受けた日

から償還完了の日まで から償還完了の日まで から償還完了の固まで
利子補 (償還期限 20年以内) (償還期限 15年以内、 (償還期限 10年以内)
給期間

うち据置期間3年以内)
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【長崎市漁業資金債務保証料補助金】

漁業資金の融資を受けた漁業者等の債務に付された信用保証料について、その一部を市

が補助する制度で「長崎市漁業資金債務保証料補助金交付要綱Jに基づき、平成 14年度

から実施している。漁業近代化資金及び漁業経営改善支援資金の貸付を受ける際、長崎県

漁業信用基金協会に債務保証料を支払うが、その保証料について市に補助申請をし、市が

適当であると認めた場合、その保証料の 1/2を補給するもの。

漁業資金の融資を受けた漁業者等の債務に付された信用保証について、

目 的 当該漁業者等の負担の軽減を図り、経営の健全化及び事業の安定化に寄

与するため、長崎市漁業資金債務保証料補助金を交付するもの。

対 象
漁業資金の融資を受けた者(漁業協同組合・水産加工業協同組合の組合

員等)

対象資金 漁業近代化資金、漁業経営改善支援資金

補助率 保証料の 1/2

補助期間 資金借入後から 5年
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4 その他支援制度

~ 県単独の補助事業の間接補助制度

【新水産業経営力強化事業(旧 新水産業収益性向上・活性化支援事業)】

(1)事業の目的

県が、長崎県総合計画及び長崎県水産業振興基本計画において定められた基本理念

「漁業を担う人材を確保し、地域の柱となる力強い水産業の育成を目指すJに基づ、き、

経営改善や新たな事業展開を目指す漁業者等への支援により漁業者の所得向上を推進す

るとともに、資源管理や漁場環境改善、生産流通基盤整備などの取組により地域・漁村

の活性化を図るため、水産業者等が実施する各種事業に対し支援するもので、市は県の

間接補助と併せて、継ぎ足し補助を行うもの。

(2)事業内容、事業主体、補助率

別表のとおり

2-25 



【新水産業経営力強化事業別表】

事業種目<事業種類> 補助対象事業・取組 補助対象者補助率

経曽計画支援対策事業 経営計画に基づき、所得向上

を目指す漁業者等が行う取組に

要する経費

(1)モデル経営体育成事業 「一語五五福玄五蚕忌福t"c: 水産業所得向上支援事業を活用し

当該地域に事例の無い先駆的 たモデル型経営計画または水産経営

な取組による、以下のいずれ 支援事業による経営改善計画に基づ

かを目標とする経営計画の実 く取組を行う漁業者、漁業法人に対

施に要る経費 し、左記経費の3分の1以内。同様の

漁業所得300万円以上 取組を行う漁業活動の一部または全

漁業所得500万円以上 てにおいて協業して作業や事業を行

漁業所得10目以上の向上(※) う2者以上の漁業者グループに対し、

※漁業者グループ、現状漁業 左記経費の2分の1以内。

所得500万円以上の漁者・ 但し、市町が県費以外に当該経費

漁業法人
の6分の1以上補助する揚合に限るロ

一一一一一一一一一一一一
(2)優良経曽体育成事業 モデル経営体(既経営計画 水産業所得向上支援事業を活用し

策定者)の取組を参考にした た優良型経営計画に基づく取組を行

漁所得10目以上の向上を目指 う漁業者、漁業法人に対し、左記経

す営計画の実施に要する経費 費の6分の1以内。問機の取組を行う

漁業活動の一部または全てにおいて

協業して作業や事業を行う 2者以上

の漁業者グループに対し、左記経費

の3分の1以内ロ

但し、市町が県費以外に当該経費

の6分の1以上補助する場合に限る。

2 地域施策展開支援対策 「浜の活力再生プラン」、 市町、漁協等に対し、左記経費の2

事業 「地域別施策展開計画」に基 分の1以内。但し、広域団体以外が実

(1)浜の生産・流通・経営基 づく漁業者の所得向上を目指 施する施設・機材・機器整備事業(ハ

盤強化事業 す地域一体となった取組に要 ード整備事業)の場合は、市町が県費

する経費 以外に当該経費の6分の1以上補助す

る場合に限る。

また、広域団体以外が実施する活

動事業(ソフト事業)の場合は、原則と

して市町が県費以外に補助する額と

同額以内とする。

3 漁場生産力維持回復 自己の責によらない赤潮、災 市町、漁協等に対し、左記経費の2分
対策事業 害等による漁揚生産力の低下 の1以内。但し、原則として市町が県費

(1)漁場環境保全対策事業 防止、維持回復を図る取組に要
以外に補助する額と同額以内とする。

する経費
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第 1章農 業

第 1 農業の現状

長崎市の農業は、経営規模が零細で耕地は分散し、その大半は急傾斜の山腹に階段

状に展開している。

営農類型は、単一経営(施設野菜、果樹類、肉用牛など)と準単一複合経営(施設

花き+その他、施設野菜+その他など)並びに複合経営(各種品目)に大別される。

生産量日本一を誇るびわは「茂木びわ」 ・ 「長崎びわ」として全国的にも知られて

いるが、現在、従来品種に代わる露地びわの優良品種 「なったより」について、 積極

的にプランド力の向上に努めている。

野菜類では、 施設園芸の主要品目である r~\ちごJ が、日吉地区、東長崎地区、琴

海地区等で栽培され、農業関係者による優良品種の検討と産地への普及が行われてい

る。現在は、収量性が高い品種である「ゆめのか」が県内で推進され、・長崎県・ jA 

による消費宣伝活動も活発に行われている。

また、琴海地区や東長崎地区では、 「アスパラガス」の施設栽培が盛んであり、収

益性の高い品目として、今後の生産拡大が期待される。

このほか、長崎赤かぶ・長崎

白菜・紅大根等の「ながさき伝

統野菜」は、西山地区を中心に

産地の育成と消費拡大などに向

けた支援を行っている。

さらに、花き類は、施設園芸

による輪ギクやトルコギキョウ

等の切花栽培が中心で・ある。

特に、輪ギクにおいては、生

産者の組織化が進み、栽培技術

も優れており、県内外の市場に

おいて高い評価を得ている。

畜産関係では、三重地区を中

心に約3，600頭の肉用牛が肥育

されており 、その中でもJA長崎

せいひ長崎地区肥育牛部会で生

産された「長崎和牛・出島ばら

いろJを地域ブランドに位置づ

け、知名度の向上、消費拡大及

び高付加価値販売などの取り組

みを進めている。

丙潟市 ~肉の叫帥マyフ_J

aa .. 
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第 2 農家の現状

1 農家数

平成27年の総農家数は、 2，947戸で、 10年前の平成17年と比べると約19%減少して

いる。

【表-1】 地区別農家数の推移 (単位:農家数・ %)

地 区 名 平成17年 平成22年 平成27年 10年前対比 5年前対比

古賀 249 238 206 82.7 86.5 

戸石 169 150 125 73.9 83.3 

矢上 239 227 203 84.9 89.4 

日 見 111 111 95 85.5 85.5 
旧市 茂木 721 670 584 80.9 87. 1 

|日 市 399 376 332 83.2 88.2 

福 田 150 140 121 80.6 86. 4 

式見 81 81 80 98.7 98.7 

三重 129 116 97 75. 1 83.6 

深堀 23 23 22 95.6 95.6 

横尾 50.0 100. 0 

旧長崎市小計 2，273 2， 133 1， 866 82. 0 87. 4 I 

ニ和 311 297 256 82.3 86. 1 

野母崎 202 161 139 68.8 86. 3 

外海 199 185 171 85.9 92.4 
旧町 伊王島 41 26 12 29.2 46. 1 

香 焼 2 3 150. 0 150. 0 

高島 ... ... ... ... ... 

琴 海 597 570 500 83. 7 87. 7 

旧 7町小計 1， 352 1， 241 1， 081 79.9 87. 1 
A. 言十 事e 3，625 

..、.
3，374 ミミ 2， 947 Lγエzir'Lz 81. 2 Jtl.，;今: 87.3 ~ 

Eコ 』畠量~ E、

資料:農林業センサス

【図一1】年別地区別農家数
2500 

2000 

1500 

1000 

500 

。
18市内 三和 野母崎 外海 伊王島 香焼 高島 琴海

| ロ平成17年 ・平成2坪 ロ平成問 |

※1 農家 :経営耕地(※2)面積が10a以上文は、 10a未満で農産物販売金額が15万円以上の世帯

※2 経営耕地 :自家で所有し耕作している耕地と借りて耕作している農地の合計

経営耕地=所有耕地ー貸付耕地-耕作放棄地+借入耕地
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2 主副業別販売農家数

販売農家(※1)における主副業別の推移をみると、副業的農家が横ばい傾向である

が、主業農家及び準主業農家の減少が進んでいる。

【表一2】主副業別販売農家数の推移

(単位:販売農家数・%)

区分 平成17年 平成22年 平成27年 10年前対比 5年前対比

※2 主業農家 644 512 358 55. 5 69.9 

※3 準主業農家 436 378 261 59.8 69.0 

※4 副業的農家 673 591 596 88.5 100.8 

ぷE』3 計 1， 753 1， 481 1， 215 69.3 82.0 

資料:農林業センサス

販売農家:経営耕地面積が30a以上又は、30a未満で農産物販売金額が50万円以上の農家

農業収入 〉 農外収入 かつ65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家

農業収入 く 農外収入 かつ65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家
65歳未満の農業従事60日以上の者がいない農家

【図-2】年別主副業別販売農家数
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主業 準主業 副業的

ロ平成17年 ・平成22年 ロ平成27年 |

3-3 



3 経営耕地面積規模別経営体数

平成27年の農業経営体について、経営耕地面積規模別にみると、 O.5ha"" 1. Ohaの

農業経営体が最も多く、全体の40.7%となっている。

【表一3】 地区別経営耕地面積規模別経営体数の推移 (単位 :経営体)

~ 地 区 名 合計
経営耕 0.3ha O. 3'" O. 5'" 1.0'" 1. 5'" 2. 0'" 3.0ha 
地なし 来;首 0.5ha 1. Oha 1. 5ha 2.0ha 3.0ha 以上

平 旧長崎市 1， 237 一 192 404 476 117 25 16 7 
成

|日 7 町 671 ー 87 179 267 81 36 19 
17 
年 必E』Z 計 1， 908 ー 279 583 743 198 61 35 9 

旧 長崎市 1， 020 10 112 299 427 119 26 17 9 
一 和 130 17 51 50 一一
野母 崎 48 13 18 16 

|日
外海 28 10 9 4 

平

成 伊王島 x x x X x x x x 

22 香 焼 ー

年
町

高 島 x X x x x X x XI 

琴 i毎 341 4 11 71 143 70 24 15 

旧 7町小計 549 6 42 150 218 81 28 19 3 

合計 1. 569 16 154 449 645 200 54 36 12 

平

成
合 計 1， 295 17 142 367 528 152 44 34 11 

27 
年

xは秘匿数値。 資料:農林業センサス

※全て農業経営体の数値。平成22年の旧長崎市 ・伊王島 ・高島には、秘匿数値があり、合計の

列が面積規模別の計と一致しない。

【図ー3]年別経営耕地面積規模別経営体数

800 

600 

400 

200 

。
O.3ha未満 O.3-0.5ha O.5-1.0ha 1.0~ 1.5ha 1.5~2.0ha 2.0~3.0ha 3目Oha以上

| ロ平成17年 ・平成22年 ロ平成27年 |

【参考】 農業経営体 :経営耕地面積が30a以上あるいは次の規模以上又は農作業の受託の事業を行う者

-露地野菜作付面積15a・施設野菜栽培面積350m.果樹栽培面積10a .露地花き栽培面積10a
-施股花き栽培面積250m・搾乳牛飼養頭数1頭 ・肥育牛飼養頭数1頭 ・豚飼養頭数15頭
・ブロイラ一年間出荷羽数 1， OOO~~ ・採卵鶏飼養羽数150羽
-年間農業生産物の総販売額50万円に相当する規模
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4 販売金額規模別農業経営体数

平成27年の農業経営体について、農産物販売金額規模別にみると、500万円未満の

農業経営体が全体の87%を占めている。

【表-4】 販売金額規模別農業経営体数 (単位:円、経営体)

年

度

平

成

22 
年

平

成

27 
年

合計
販売 50万 50---- 100---- 200---- 300---- 500---- 7∞ ~  1似ト 日∞~ 2000万

なし 未満 100万 200万 300万 500万 700万 1卿万 15∞万 2卿万 以上

1， 569 135 419 278 280 155 117 53 62 27 13 29 

1， 295 100 378 237 188 118 108 57 50 18 13 28 

資料 :農林業センサス

※全て農業経営体の数値。平成22年には秘匿数値があり、合計の列が面積規模別の計と一致

しない。

【図-4]販売金額規模別農業経営体割合

平成22年

平成27年

。 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 
経営体

口販売なし -50万未満 ロ50""'100万

口100""'"'200万 -200""'300万 口300""'"'500万

口500""'"'700万 口700"'1000万 ロ1000'" 1 500万

口1500""'"'2000万 口2000万以上
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5 農業就業人口(農業従事者のうち主として農業に従事)

平成27年の販売農家の農業就業人口は、 2，040人で、 10年前の平成17年に比べると

1， 503人 (42.4%)減少し、 15歳"'29歳では88.7%減少している。

また、平成27年の女性の農業就業人口は 952人で全体の46.6%を占めている。年齢

層別にみると、 65歳以上が全体の66.0%を占めている。

【表一5】 男女別農業就業人口 (単位:人)

区 分
15'" 30'" 60'" 65歳

計
29歳 59歳 64歳 以上

男 96 467 165 966 1， 694 

平成17年 長崎市 女 55 602 226 966 1，849 

計 151 1， 069 391 1， 932 3，543 

男. 27 376 147 808 1， 358 

平成22年 長崎市 女 6 290 162 727 1， 185 

計 33 666 309 1. 535 2，543 

男 15 241 129 703 1， 088 
トー 一 一 -一 一一 一一

平成27年 長崎市 女 2 177 129 644 952 

計 17 418 258 1， 347 2， 040 

資料 :農林業センサス

【図-5】年別年齢層別農業就業人口
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6 経営耕地面積と耕作放棄地

平成27年の総農家おける経営耕地面積は1， 125haで、 5年間(平成22年対比)で

244ha (17.8%)、10年間(平成17年対比)で338ha(23. 1 %)減少している。

平成27年の経営耕地面積のうち、 850ha(75. 5%)を販売農家が占めているが、自

給的農家が占める割合は、 10年間の推移をみると、平成17年 (10年前)20.4%、平

成22年 (5年前)22.3%、平成27年24.4%と増加傾向にある。

平成27年の耕作放棄地率は、経営耕地面積が1，125haで耕作放棄地面積が628haで

あることから35.8%となり、平成22年 (33.3%)の割合と悶程度である。

【表一6】 経営耕地面積 (単位:ha) 

¥ 
平成17年 平成22年 平成27年

計
販売 自給的

計
販売 自給的

計
販売 自給的

農家 農家 農家 農家 農家 農家

長崎市 1， 463 1. 164 299 1， 369 1， 063 306 1， 125 850 275 

資料農林業センサス

【表一7】 平成27年の耕地種類別経営耕地面積(販売農家のみ) (単位:ha) 

経営耕地面積 回 t目

850 143 

※自給的農家を除く販売農家のみの数値

【表-8] 耕作放棄地のある農家数と耕作放棄地面積 (単位:戸・ ha)

~ 
平成17年 平成22年 平成27年

農家数 面積 農家数 面積 農家数 面積

長崎市 2，063 730 1， 955 685 1， 751 628 

資料:農林業センサス

※耕作紋棄地とは、過去 1年以上作付けせず、しかもこの数年の聞に再び作付けする
考えのない耕地の菌積をいう。

【表-9】 平成27年の耕地種類別耕作放棄地面積(販売農家のみ) (単位:ha) 

¥----------耕作放棄地面積| 田 | 畑 | 樹園地 | 

長崎市 1 . 2331 331 1171 831 
※自給的農家を除く販売農家のみの数値 資料:農林業センサス

-耕作放棄地率=耕作放棄地面積+(耕作紋棄地面積+経営耕地面積) x 100 

35.8% = 628ha + (628ha + 1， 125ha ) x 100 
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-耕作放棄地面積と耕作放棄地率(農業委員会)

農業委員会が実施した平成29年農地利用状況調査では、長崎市全体の耕作放棄地(遊

休農地)は339.4haである。

今後とも、農業委員と連携を図りながら農地の利用集積に努力したいと考えている。

[耕作放棄地] 339. 4ha (うち農振農用地区域内 ※106. 5ha) 

【表一 10】参考資料:耕作放棄地全体調査集計表 (単位:ha) 

、② B分類 ③合計
①A分類

(判断未了含む) (①+②) 

必Eコ』 雲岡↓l 
内農用地

合計
内農用地

合 計
内農用地

区 域 区 域 区 域

339.4 106. 5 2， 928. 7 735.4 3， 268. 3 841. 9 

※A分類・・・・・人力・農業用機械で草刈り等を行うことにより直ちに耕作可能農地

B分類・・・・・森林 ・原野化しており、農地に復元しても利用不可能な農地

【表一11】農業委員会試算による耕作放棄地率

④管内農地

5， 957. 5ha 

耕作放棄地率
①/④ 

【活用すべき遊休農地】

5.7% 

経営耕地

1.125ha 

耕作放棄地全体調査に 2015農業センサスに
よる耕作放棄地率 よる耕作放棄地率

③/④ 

49.2% 35.8% 
」ーーー

耕 作放棄地

339.4ha 

※106. 5ha 

農 振農用地区域

3005ha 
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第3 農産物販売金額

農産物販売金額について、 【表一 12】の調査先より入手する、長崎市内分の抽

出データを基に示レている。

平成29年度は、農産物販売金額55.3億円となっており、農産物が気象災害の影

響を受けた 28年度から回復し 27年度と同等程度になった。

【表ー 12] 長崎市内の農産物販売金額

農産物販売金額 (JA・市場・直売所等)の推移

調査先/区分|平成 27年度 備 考

びわっちファーム
J;!!l~附ふれあい市(班i止

喝・ IU!.新太仁・ k;li.

※Jk附市中央卸売市JjJ.政協系統0.量産物、畜産物、 II'{苑J町)、 i長附11'.市羽田i血拠r:'fJ..RはIP，売実ill資料による。

※取扱尚(または1"売尖納}のうち、民附/1'.市Jllは税披吉(，1.品目取り』憎い 1:ー税込みによる推計が附'胤であるため}、そのほかについ
ては税込みによる.
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第 4 作物別の現状

1 果樹

長崎市は、土壌や気象条件等に恵まれ、昔からびわ

やみかんの栽培が盛んである。

「びわ」は、長崎市が全国トップの栽培面積と生産

量を誇っているが、平成16-18年産、平成23-24年産

及び平成28年産と重なる気象災害の都度、生産量が激

減しているとともに、栽培農家の高齢化や後継者不足

など、様々な問題を抱えている。 長崎びわ「なったより」

このような状況を克服するため、生産者・ JA ・市・県が一丸となり、 『日本一

のびわ産地』の継続とさらなる発展をめざし、びわ園地の整備や農道・圏内道整備、

施設化や優良品種への植栽を進めているとともに、災害リスク管理対策として、果

樹共済加入や簡易ハウス導入などを推進している。

また、平成21年2月に品種登録された「なったよりJは、従来の品種よりも大玉で

甘く食味が優れている優良品種であることから、園、長崎県及び長崎市の支援制度

を活用した改植・補植の推進と栽培技術指導の強化によって、平成32年度生産量

500 tをめざしているところである。

「温州みかん」については、透湿性被覆資材の導入や優良品種への品種構成転換

を図り、高品質果実の安定生産をめざしている。また、中晩柑は、不知火はもとよ

り新たな優良品種導入が琴海地区を中心に進んでいる。

長崎市には「ザボンJや「ゅうこうJといった歴史のある果実があり、市内外か

らの知名度も高まっているが、栽培面積や生産量が少ないため、消費拡大や加工品

の開発に向けた取組みを推進し、生産地域の活性化を図る。

【表-， 3] 長崎市内の主な果樹の生産状況

平成17年 平成22年 平成27年
(2005年) (2010年) (2015年) 伸び率

(2005年比l
作付農家数 作付農家数 作付農家数

び わ 753経営体 644経営体 577経営体 76% 

みかん 612経営体 463経営体 360経営体 58% 

も も 44経営体 57経営体 34経営体 77% 

-
弓

a・nH
必
斗
.

司
〆
』

P
O
 

川幻5haI叶12223| 
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2 普通作物

水稲については、規模が零細で、自家飯米用として栽培している農家が多い。ま

た、米政策の推進により転作が定着し、作付面積は減少傾向にある。

かんしょについては、生産に適した気象と土壌条件に恵まれているため長崎市内

各所で栽培され、主に食用として消費されており、また、外海地区では地元の特産

品である「かんしょ」を活用した焼酎の生産が行われている。

【表ー 14】 長崎市内の普通作物の生産状況

平成22年 平成27年
伸び率

(2010年) (2015年)

作付面積 生産量 作付面積 生産量 作付面積 生産量

(ha) I ( t ) (ha) ( t ) (%) (%) 

米 182 786 167 777 92 99 

一一
資料 :農林業センサス・農林水産統計年報

【表一 15】 長崎市内のかんしょの生産状況

平成22年 平成27年
伸び率

(2010年) (2015年)

作付農家数 栽培面積 作付農家数 栽培面積 作付農家数 栽培面積

(経営体) I (ha) (経営体) (ha) (%) (%) 

かんしょ 196 9 101 52 56 

資料 :農林業センサス

外海大中尾棚田 外海地区かんしょ収穫作業
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3 野菜

野菜では、市場価値が高く経営安定を図ることができる施設困芸が、長崎市南部

地区、東部地区及び琴海地区等で営まれ、いちご、アスパラガス及ひ。ミニトマト等

が生産されている。

ねぎ、ほうれんそう等の軟弱野菜は、少量多品目にわたり栽培されており、特に

鮮度が要求されるため地元市場へ出荷されるとともに、農産物直売所への出荷が増

加する等、地場消費が図られている。

その他に、すいか、きゅうり等の果菜類の作付けがなされているものの、各品目

ともに規模が小さいのが現状であり、収量の安定と他作物との輪作体系により需要

に即した生産を行っている。

また、長崎赤かぶ・長崎白菜・紅大根等の伝統野菜については、一部の地域で生

産されており、活用の推進を図っている。

【表 16 -1】 長崎市の野菜の生産状況

平成17年 平成22年 平成27年 伸び率
(2005年) (2010年) (2015年) (2015年/2005年)

作付農家数 作付農家数 作付農家数 作付農家数
(経営体) (経営体) (経営体) (%) 

ち
J 

150 117 87 58 」

ばれいしょ 396 284 146 36 

ほうれんそう 314 292 187 59 

ね ぎ 247 248 131 52 

た ま ね ぎ 262 247 185 70 

す t¥ か 131 85 49 37 

アスパラガス 72 44 

卜 マ ト 127 131 92 72 

さ と L、も 242 241 135 55 

き ゆ つ り 222 235 144 64 

な す 193 198 135 69 

ん じ ん 119 127 64 53 

【表 16 -2] 作付面積

平成17年 平成22年 平成27年 伸び率
(2005年) (2010年) (2015年l (2015年/2005年)

作付商積、 (ha) 作付面積 (ha) 作付面積 (ha) (%) 

野 菜全般 131 151 101 77 

資料:農林業センサス

3-12 



4 花き・花木

「花き」は、施設園芸による輪ギクやトルコギキョウ等の切花栽培が中心である。

特に輪ギクにおいては、生産者の組織化が進み、栽培技術も優れており、県内外の

市場において高い評価を得ている。

「花き」の生産農家は比較的年齢が若く、夏季の気象災害対策として低コスト耐

候性ハウス・補強型ハウスの導入や、新品種の栽培試験等にも積極的に取り組んで

いる。しかしながら、近年の重油価格の高騰を受け、省エネルギー対策が重要とな

っていることから、各種補助事業を活用した施設の省力化・自動化及び省力化品種

への転換を図ることにより、なお一層の生産コストと労力の低減に取組み、農業経

営の安定向上につなげている。

また、野母崎地区は日本水仙の産地であり、有利販売にむけた促成栽培に取り組ん

でいる。 1月初めに開催される「水仙まつり」は冬の恒例イベン卜として、市民のみ

ならず、観光客にも人気を博している。

「花木Jは、長崎市東部の古賀地区で多く栽培されており 、その歴史は古く、庭

園木や観賞用として高い評価を得ている。

【表-17] 長崎市内の花きの生産状況

平成17年 平成22年 平成27年 伸び率

(2005年) (2010年) (2015年) (2015年/2005年)

作付 作付 作付 作付 作付 作付 作付 作付

農家数 面積 農家数 面積 農家数 面積 農家数 面積
(経営体) (ha) (経営体) (ha) (経営体) (ha) (%) (%) 

【切り花】
主な品目
キク 295 74 234 74 206 58 70 78 
トルコギキョウ
ユリ
水仙

資料:農林業センサス

低コスト耐候性ハウスの導入 輪菊の現地検討会
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5 畜産

家畜の飼養戸数は、飼養者の高齢化、後継者不足等に加え、飼料作物価格の高騰等

から減少傾向にある。

生産支援については、各種の融資制度及び補助事業等により、飼育頭数の維持・

拡大及び飼養管理の省力化、低コスト生産を推進し、経営の安定化を図っている。

また、口蹄疫や鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の予防強化と危機管理体制の充

実を図るため、県・ JA等と連携し、飼料及び薬品の使用記録の徹底や適切な糞尿

処理について巡回指導を実施している。

第10回全国和牛能力共進会(平成24年10月25日""'2 9日開催)においては、 JA長

崎せいひが誇る長崎市産のブランド牛「長崎和牛・出島ばらいろJの生産者が含ま

れる長崎県チームが最高位にあたる名誉賞 「内閣総理大臣賞」に輝いた。

【表-18】 長崎市内の畜産の生産状況

¥ 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

飼養 飼養 飼養 飼 養 飼養 飼 養 飼養 飼 養

戸数 頭羽数 戸数 頭羽数 戸数 頭羽数 戸数 頭羽数

肉用牛 22戸 3，635顕 21戸 3，562頭 22戸 3，552顕 22戸 3，586頭

乳用牛 1戸 69顕 1戸 66顕 1戸 54頭 1戸 65頭

豚 4戸 3， 709頭 4戸 3， 797顕 4戸 3， 884顕 4戸 3.604頭

安島 ~ß 2戸 5， 500~~ 2戸 7， 000羽 2戸 6. 500~~ 2戸 6， 000羽

ブロイラー 3戸 359， 600~~ 3戸 359， 600~~ 3戸 369. 600~~ 3戸 374. 600~~ 

資料:長崎県家畜・家きん飼養頭羽数等調べ

肥育牛 長崎和牛・出島ばらいろ
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第 5 その他

1 認定農業者

認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が作成する農業経営改

善計画を長崎市が認定した農業者であって、平成29年度末現在で206経営体となって

いる。その、経営改善計画の作成や認定後の目標達成を図るため、長崎市と関係機関

で組織する長崎市担い手育成総合支援協議会が中心となり指導 ・支援を行っている。

また、長崎市認定農業者連絡協議会が平成11年 6月に設立され、研修会等積纏的な

活動を行っている。その支援体制としては、長崎市独自の施策のみならず、関係機関

と組織する長崎市担い手育成総合支援協議会が中心となり、農業経営や技術等の指導

や支援を行っている。

【図-7】 長崎市内の認定農業者の営農形態

• 'I~UI ・ Illf 民・Ii:ー ・ f.i，17: ・ tli (~In.rt ・ モ 1))(11¥ 

長崎市内の認定農業者数の推移 (単位:経営体)

※ 認定者数の減は、5年間の認定期間満了に伴う再認定を受けていない者で、 平成16年度か

らは、合併町の認定農業者数を含む。

【表-2 0】 長崎市内の認定農業者の年齢構成〔平均年齢61.0歳〕 (単位:経営体)

¥ 29歳 30--... 35--... 40--... 45--... 50--... 55--... 60--... 65--... 70歳
以下 34歳 39歳 44歳 49歳 54歳 59歳 64歳 69歳 以上

認定 。。 3 6 21 18 35 32 39 39 
者数

※法人経営体(13法人)を除く数値

【表-2 1】 地区別の認定農業者数 (単位:経営体)

茂木南 茂木北 東長崎
その他 旧市

一重 一和 野母崎 外海 琴海 計
旧市 西部

22 54 20 6 。10 33 6 54 206 
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2 市民農園

就農者、農業後継者の減少により農地の荒廃が進行したため、遊休農地の有効活用

と併せて、都市住民が土に親しむことで、農業に対する理解を深めてもらい、 『都市

と農村のふれあいの場』となることを目的として、昭和52年に平山地区で長崎市民農

園(現在、平山市民農園)を開園した。その後、市民農園の入園希望者の増加に伴い、

平成12年度に三重地区に市民農園を整備し、平成13年4月に開園した。

また、平成17・18年の市町合併により、高島市民農園・琴海赤水ふれあい農園を追

加し、平成29年10月より、維持管理業務については、南・北総合事務所の業務とした。

【表一22】 市民農園施設概要 (平成30年4月1日現在)

場 所 平山市民農園 =童市民農園 高島市民農園
琴海赤水ふれあい

農 圏

11， 927m' 11， 107 m' 4， 176m' 3， 120m' 
総面積 (約20m'/区画) (約30m'/区画) (約30m'/区画) (約30m'/区画)

(特別区画あり)

区画数 373区画 213区画 158区画 95区画

利用率 249区画 (66%) 142区画 (66%) 26区画 (16%) 63区画 (66%)
維持管理 南総合事務所 北総合事務所 高島地域センター 北総合事務所

付帯施設

駐車場 2箇所 1箇所 1箇所

(普通車20台) (普通車約20台) (普通車10台)

トイレ 1基 1基

給水施設 給水槽7箇所 給水槽8箇所 水道 1基 水道 1基
蛇口14箇所 溜池1箇所 蛇口12箇所 蛇口4箇所

蛇口9箇所 管理棟1棟
その他 一 (便所-休憩室あり)

栽培講習会風景 琴海赤水ふれあい農園栽培状況
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3 長崎市農業センター

( 1 )事業の目的

農業を取り巻く情勢は、就農者の高齢化や担い手不足をはじめとした社会情勢の

変化に伴い遊休農地が増加している状況であり、その解消が大きな課題となってい

ることから、平成15年度から長崎市内農業者の手助けを行う農業ヘルパーの育成の

ための研修など人材育成を目的とした農業研修施設「長崎市農業センターJを戸石

町に開設している。

( 2 )農業センターの主な事業内容

ア 農業ヘルパー研修会の開催

平成15年10月"'(第1"'16期まで終了)

三ゴF1
一睡圃

‘ 

圃割11 国

農業ヘルパー研修風景

イ 農業ヘルパー研修修了生

〔研修修了生の一覧〕 平成30年3月31日現在

修了生

348名

ヘルパー登録者

83名

就農者

67名

判
一名

T
I
J
n
n
u
 

そ

悶

ウ 農業ヘルパ一人材あっせん事業

平成16年10月から職業安定法に基づく無料職業紹介業務の実施

平成29年度職業紹介実績 24件 平成30年3月31日現在

求人者数(雇用農家)実数 19p(のべ24戸)

求職者数(農業ヘルパー)実数 29名(のべ45名)

ヘルパー就業従事回数 315日

主な仕事(農作業)の内容

野菜 いちご定植、ショウガ収穫

花き 菊の芽摘み

果樹 びわ収穫、みかん収穫など

エ 農業ヘルパー研修修了生の相談窓口

・栽培技術や新規就農に?いて

-農地の賃貸借方法及び遊休農地の紹介について など

3-17 



オ農作業体験学習の実施

(ア)目的

長崎伝統野菜の種まきから収穫まで一連の

農作業を体験してもらうことで、次世代を担

う子どもたちの「地産地消」に対する理解を

深めるとともに、 「農業Jと「食Jに対する

関心を深めることを目的に実施。

(イ)実施団体

【平成29年度実績】 農業体験学習(長崎伝統野菜)

長崎市立橘小学校 112名、長崎市立戸石小学校 81名、日見幼稚園 37名

ピノキオ保育園 57名、戸石保育園 35名、結宅保育園 27名、育児サーク

ルびよこつこ 27名 計 376名

(ウ)実施内容

【平成29年度実績】

-さつまいもの定植・収穫、大根の播種・収穫

・ながさき伝統野菜 (長崎赤かぶ・辻田白菜・長崎たかな・紅大根・長崎白

菜)の播種・定植・収穫・地元婦人部の協力でタカナ漬づくり

力 「農業センターまつりJの開催

(ア)目的

平成18年度から開催し、 20年度には、長崎

市農業センターのPRと地域とのふれあいを

図ることを目的に、 JA及び自治会等による

実行委員会を設立、平成21年度からは東長

崎商工会青年部・ JA長崎せいひ東長崎青

年部との合同で開催した。

農業センターまつり

(イ)実施内容

・農水産物即売 ・つみれ汁の試食会 -いも掘り体験

-水産センターお魚展示 ・ペンギンとのふれあい ・フリーマーケット

.パネル展示

(ウ)平成29年度実績

I頁 目 実績数値

開催年月 日 平成29年11月5日(日)

来 場 者 数 約5，000人

出 庖 団 体 数 17団体
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キ スイカ祭りの開催

農業センターまつりの夏の催しとして、平成22年度より、農業センターまつり

実行委員会主催で、次のとおり開催した。

0実施内容

・琴海長浦すいかの直売 (640個販売)

.すいかの重量当てクイズ

-野菜販売(直売所) ・野菜・花苗等の即売

-ヒラメ等販売 ・父の日バラ抽選会(花市場提供)

O開催日時 平成29年6月18日(日)9: 00--11 : 40 

0来場者数 1. 200名

ク 長崎市東長崎地区水産農業水族館三施設連絡協議会の取組み

平成21年度から、東長崎地区に立地する水産センタ一、農業センタ一、ぺン

ギ、ン水族館の技術交流を促進するとともに、地域の発展に資する施設づくりを

目指すため、連絡協議会を発足し、各種体験イベン卜などを実施した。

*r戸石はも料理jと水産センター・農業センター・ペンギン水族館体験ツアー

0開催日時:平成29年8月2日(日)10: 00--15 : 00 

0参加者数: 25名(大人17名、子供8名)

0体験内容:スイカ収穫

*r戸石とらふぐ御前j水産センター・農業センター・ペンギン水族館体験ツアー

0開催日時:平成29年11月23日(祝)10: 00--15 : 00 

0参加者数: 8名(大人4名、子4名)

0体験内容: ショウガ収穫体験

ショウガ収穫
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ケ 小型農業機械の貸出事業(平成19年2月1日--)

1頁 目 要 件 . 

貸出料金 無料

耕運機 3馬力2台、 4馬力1台 計3台
貸出機械

破砕機 1台

①農家の農業に従事する者

対 象 者
②新規就農希望者のうち農地を所有又は賃借している者

③農業ヘルパー登録者

④その他市長が必要と認める者

29年度貸出実績 37件(農家:29件新規就農者:0件その他:8件)

小型耕うん機 破砕機
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4 (ー財)長崎市地産地消銀興公社

( 1 ) 運営の基本方針

農業を取り巻く環境は、農業従事者の高齢化・農業後継者の減少をはじめ社会・

経済情勢の変化に伴い遊休農地が増加するなど農業生産活動が停滞し、非常に厳し

い状況下にある。また、消費者は、輸入農産物の増加や遺伝子組替食品の流通など

により「食」への安心・安全志向が高まっている。

このため、一般財団法人長崎市地産地消振興公社では、生産者と消費者が一体と

なった「地産地消運動Jを展開するなかで、農地中間管理事業を活用した農地流動

化の促進や農業研修を通じた農業担い手の確保・育成などの各事業を実施するとと

もに、地域の農水産物を販売する長崎市三和農水産物直売所「みさき駅さんわJを

1運営し、総合的な地域農水産業の活性化と地織の発展に努める。

(2 ) 事業計画

一般財団法人長崎市地産地消振興公社(以下「公社」という。)は、定款の規定

lこより、平成30年度においては、次の事業を行う。

ア 農地利用集積円滑化事業

公社は、農地流動化及び遊休農地解消策の一環として遊休農地を中間的に保

有しているが、熟畑化しつつある農地については、長崎市・農業委員会等の指

導を受けながら認定農業者などの規模拡大農業者や新規就農者等に農地流動

化を推進してきたが、平成26年度から国の制度として始まった農地中間管理

事業による農地流動化のあっせん業務の委託を受け、一層の農地流動化を推進

して規模拡大及び新規就農者の農地の確保と遊休化した農地の活用を図る。ま

た、耕作放棄地化した農地については、草刈管理をしながら農地流動化を進め

遊休農地の解消と地域農業の活性化に努める。

また、農業者の高齢化等で農地の耕転整地作業が困難な農業者の作業を公社

が受託し、農地の有効活用を推進する。

農地中間管理事業による農地流動化計画 1 1 2ヘクタール

中間保有農地面積による農地流動化計画 4. 7ヘクタール

三和宮崎地区ほ場貸付農地 3. 3ヘクタール

草刈管理農地 2. 2ヘクタール

耕転整地作業受託計画面積 2. 0ヘクタール

イ 人材育成事業

農業の担い手が不足するなかで、地域の就農志望者を育成・確保するため、

露地野菜を中心とする実践的な栽培技術研修を行う。

(ア)期間

平成30年4月上旬から平成31年3月末までの期間に延べ1，200時間以

上の研修(1週間に 3日以上研修)実施

(イ) 農業研修募集者数 1 5名

(ウ) 研修栽培品目数 野菜 21種類

(エ) 研修による成果晶(生産物)販売計画販売量 10，560kg 

販売額 1， 500千円
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※研修生の動向

研修期間 修了生 就農者 直売所会員

第 1期生 H15. 4. 1-H16. 3. 31 6名 6名 5名
第2期生 H16. 4.1-H17. 3. 31 7名 6名 5名
第3期生 H17.4. 1.;....，H18. 3.31 7名 7名 6名
第4期生 H18. 4. 1-H19. 3. 31 13名 7名 3名
第5期生 H19.4. 1-H20. 3. 31 5名 5名 2名

第6期生 H20.4. 1-H21. 3.31 10名 8名 8名

第7期生 H21. 4. 1-H22. 3・31 8名 6名 4名

第8期生 H22. 4. 1-H23. 3. 31 7名 7名 4名

第 9期生 H23. 4. 1-H24. 3. 31 13名 13名 5名
第10期生 H24. 4. 1-H25. 3. 31 11名 11名 5名
第11期生 H25. 4. 1-H26. 3. 31 11名 11名 3名
第12期生 H26. 4. 1-H27. 3. 31 9名 7名 1名
第13期生 H27. 4. 1-H28. 3. 31 5名 5名 4名
第14期生 H28. 4. 1-H29. 3. 31 3名 2名 1名
第15期生 H29. 4. 1-H30. 3. 31 4名 4名 3名

合計 119名 105名 59名

ウ 地産地消振興事業

公社が農地流動化のため中間的に保有している農地を使って、人材育成事業で

行う農業研修の一環として露地野菜等を栽培するとともに、地域の農業者へ新し

い品種、作型、栽培技術の普及を図る。また、栽培した露地野菜等は、地産地消

運動に呼応して、農水産物直売所へ供給するとともに、一部の生産物は栽培面積

を増やして、地域の農水産物加工所及び学校給食の原材料として供給する。また

長崎県農林技術開発センターが開発したさとうきびによる黒砂糖シロップ製造

技術の向上を図り農水産物加工品の開発のため原料を供給する。また、市内焼酎

酒造業者の原料用甘藷の契約栽培に取組む。

磯の多い農地の有効活用のため、野菜袋培地栽培施設でトマト栽培の展示普及

を図り耕作放棄農地の解消と地域農業の振興に寄与する。

栽培品目露地野菜 1 8種類 さとうきび 1種類

成果晶(生産物)販売計画販売量 14，400kg 

販売額 1， 800千円

ヱ 農水産物直売所運営事業

長崎市から受託した長崎市三和農水産物直売所「みさき駅さんわ」の管理運

営を円滑、かつ、適切に行うため、次の事業を行う。

(ア) 会員の確保 600名

(イ) 農水産物直売所運営協議会開催 年 5回

(ウ) 消費者モニター会議開催 年 3回

(エ) 会員研修会開催 (10会場) 年 3回

(オ) 野菜栽培技術講習会の開催 年 2回

(カ) 会員先進直売所視察研修会開催 年 1回

(キ) エコポイジト制度の普及・定着

(ク) イベン卜の開催 (5月下旬、 12月中旬) 年 2回

(ケ) 会員販売目標額 230，000千円
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5 有害鳥獣対策

( 1 )被害の状況

有害鳥獣(イノシシ ・シカ・カラス・アナグマ等)による農作物の食害・踏み

倒し・掘り起こし等の農業被害及びイノシシによる石垣の倒壊・威嚇行為等の生

活環境被害は長崎市内全域に及んでいる。

【各地区の有害鳥獣による相談件数】 (上段H28、下段H29) 

地区 イノシシ シカ カラス アナグマ タヌキ サル その他 計

琴海
28 。 。 3 。 33 

10 。 。 3 。 。 。 13 

外海
。 。 。 。 。 。 。 。
。 。 。 。 。 。

稲佐・福田
126 。 13 。 。 2 142 
63 。 。 18 2 。 84 

長崎・浦上
182 3 2 69 7 7 271 

150 26 3 72 2 8 262 

式見・三重
74 。 。 6 。 。 2 82 
23 。 。 7 。 。 2 32 

東長崎 1059 9 一一
24 2 。

一 011378 0 。 。 11 。 。
大浦・茂木

76 11 。 14 。 。。 。 101 
一 一

85 9 。 8 。 103 

三和・野母崎
148 60 。 22 2 。

一
6 238 

74 29 。 20 8 。 。 131 

言十
743 76 3 151 6 8 18 1005 
464 64 3 140 12 12 696 

生j

【農作物の被害金額】

(単位:子円)

年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
イノシシ 24，890 

41AL23818 6 
JQ，224 

41 0L24793 3 47担2 _M.f邸 ru∞ _ 2日IJユM包 4担12E67 
3LIJ2 31.366 

』 シカ f.M.盟 19)80 10)99 丘322 」血盟 1.J21 
」JU旦J担盟2 I 

_L立2di: カフス 」盟盟 2ι730 」主301 」生盟6 也自主 91旦 ___i.lli_ ム1M但E1 J2旦49E7 
ム虹E

アナグマ 2，400 担!~ i盟E よ型1 8，119 ι盟E 一_1.843 1737 
ァン 160 一 一 一
タヌキ 1.450 325 3.662 4.153 一 1.037 632 596 938 
ヒヨドリ 7，619 8.861 1.093 1.709 4.182 6.234 2638 3，666 2816 
その他 6，127 2，100 521 963 一 1.815 1270 983 1.311 
合計 90.560 82，344 113.573 90，186 93.705 85.754 80，588 39，057 45，888 55~71Q 48盆589_~，Q3a 

※平成29年度は速報値(未確定)
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( 2 )有害鳥獣捕獲実績

イノシシ 単位・頭

捕獲項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

協議会捕獲 64 292 282 124 211 181 130 2，495 2，618 
捕撞隊 ~ ~ ~ ~ 33 195 560 728 928 

個人捕獲 12 14 29 26 31 74 293 66 8 

市聾匠訪専門章者 / 〆r/ /イ 31 76 88 95 88 有 有害鳥阻対量相臨等書託
書

~ ~ 鳥 旧長崎市 118 179 358 351 369 349 561 
獣

旧外題 117 1.12 164 459 192 173 188 / / 捕 猟友会
獲 垂託 旧琴海 58 33 82 148 186 209 252 //  / -~ 

小計 293 324 604 958 747 731 1，001 / / 
県垂託=>市対置協崎会

〆 ，/ / 

7 46 72 54 30 
/ 

〆/ 〆/ ///  / イノシシ被害対様重点モデル //  

自十 376 676 987 1，162 1，083 1，257 2，072 3，384 3，642 

猟J明捕撞 761 336 520 576 430 221 317 241 233 

合計 1，137 1，012 1，507 1，738 1，513 1，478 2，389 3，625 3，875 

シカ"・， 単位。頭

捕獲項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 四年度

協論会捕嘩 13 38 68 79 44 6 9 581 767 
/ 

J 

協純金猟期臨畠捕瞳 .- 383 
捕撞隊

有 {免許非所待者世事者容盟) 〆

。 30 86 93 163 
害 個人捕瞳 6 7 22 B 35 129 119 41 8 
鳥
獣 市垂証己専門聾者 / 〆

捕 有害島監対接相臨等畢託 57 46 73 81 64 

獲 猟友会委託 78 80 101 162 210 282 154 
県垂託=令市対車協i盤会 / 

ノ

6 9 23 6 52 
J 

イノシン被害対日匠量点モデル
/ 

t十 103 134 214 255 398 876 441 796 1，002 

猟期捕獲 92 58 104 156 133 19 120 70 401 

合 計 195 192 318 411 531 895 561 866 

アナグマ・世ヌキ・アライグマ等 単位.頭

捕獲項目 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

協議会捕獲 23 82 28 41 239 292 

市委託司専門業者(有害鳥獣対策相談等委託)
/ 

32 / 
/ 29 43 22 39 

長崎市有害鳥獣対策チーム(市直営) 49 _---〆 -"〆 j 

/ 

/ 

25 / 

個人・捕獲隊捕獲
/ ，， J / Jdー・戸戸 ~- 6 11 / 〆一一 -~' / 

合計 72 136 71 63 284 335 

カラス.-~ . 単位羽

捕獲項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

協議会捕獲 。 。 9 7 。 25 。773 852 
有

個人等捕獲 829 1，192 822 817 550 601 870 943 現在集計中
書

猟友会委託 851 1，186 1，094 803 713 600 587 ____/  〆 / 

--~ 

合計 1，680 2，378 1，925 1，627 1，263 1，226 1，457 1，716 852 
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( 3 )被害防止を目的とした器具の無償貸与実績(平成30年3月31日現在)

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

ワイヤーメッシュ(m) 1，362 1.786 2，455 1，845 2，242 1，969 4，994 27，5801 

電気牧柵器(基) 38 82 31 5 10 5 9 9 

防止ネット(m) 5.450 8，680 2，180 3，050 1，610 200 。 。
箱わな(基) 30 34 38 74 60 121 194 254 

※平成28年度までは、長崎市の補助事業として実施していたが、より迅速な被害対

策となるよう、平成29年度か長崎市有害鳥獣対策協議会の貸与事業として実施。

ー

電気牧柵器 慢入防止ネット 箱わな ワイヤーメッシュ (WM)柵

( 4 )侵入防止資材等整備補助(1/2補助)件数

電気牧柵 ワイヤーメッシュ 防止ネット 箱わな
件数 補助額(円)

件数 基数 件数 延長(m) 件数 延長(m) 件数 基数

平成24年度 42 47 20 4，640 3 600 66 2，646，000 

平成25年度 21 22 26 4.390 4 530 51 1，797，000 

平成26年度 33 42 20 3，290 54 2.120.000 

平成27年度 32 34 52 9.475 60 85 4，292，000 

平成28年度 15 19 79 13.377 17 34 111 5，976，000 

合計 143 164 197 35，172 8 1，190 19 37 367 16，831，000 
※平成28年度までは、長崎市の補助事業として実施していたが、平成29年度からは

長崎市有害鳥獣対策協議会の貸与事業として一本化。

( 5 )網・わな猟免許取得助成実績

-免許申請 (5，200円)、狩猟講習会受講 (10，000円)に係る経費の一部を助成

(単位:人)

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 -27年度 28年度 29年度

6月受験 12 19 14 19 16 35 

1月受験 16 17 24 12 53 32 38 

22 29 28 38 17 72 48 73 

( 6 )有害鳥獣対策相談等業務委託(対策業務の専門業者への委託)

-平成25年8月から平成27年3月まで有害鳥獣対策モデル事業として実施。

-平成27年度からは、有害鳥獣対策相談業務等を業務委託し、専門業者による

相談受付から迅速な現地調査、捕獲対応、各種被害対策のコンサルティング並

びに地域ぐるみでの対策の推進等を実施している。
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【主な業務内容】

①有害鳥獣による被害相談受付及び被害状況等調査並びに対策業務

②地域ぐるみによる有害鳥獣対策への対応業務

③有害鳥獣侵入防止柵等設置事業等の現地調査業務

④有害鳥獣侵入防止柵 (WM柵)点検・補修業務

⑤発注者が実施する貸与事業に係る貸与資材の受け渡し業務

⑥捕獲技術向上のためのコンサルティング業務

⑦農業者等が捕獲した有害鳥獣の止め刺し及び回収処分業務

⑧有害鳥獣による農作物被害調査のデータ整理及び被害マップの作成業務

⑨猟友会並びに長崎市有害鳥獣対策協議会との連携

⑩発注者と協議調整後に実施する、その他対策に必要な業務
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生活環境被害対策にかかるフロー図

【自治会・住民からの通報】 住宅地周辺での有害鳥獣による被害の発生

担量署聖徳餓
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1高須対策が必要と川町7

リ• 防餓対策が必要と判断

11."'~1t刷会梅でのt.1l I ( 

【自治会1・【絶峨1]

11繭艦隊結成田相餓

| 【噂門集者1・【長崎 市】 l 
ル 金愉智食等の聞傭

【自治会】・【地.1 I 

s 
【自3治台会】.[【拘地-副峨虞1
繍担績匝隊の事絡直成

l 有柑富柵棚刷樋削'肺干

箱わf..貸与申"

【f畏E由崎-干市行(a林'鍍E興線)汀】

lIVγ柑柑奮箱わ4俗4宵与決定

地崎直ぐるみでの嫡獲

【専 門象者】・【長崎市】

i側依釧

!ワイヤーメッシユの貸与ゆo]

【専門謀者】・【事血友会】
-【悩鎗会繍E費負】

.，商担方法

・専門象者による捕狙
.署員友会の予望書捕槍
.tll絡会による緊急情強

!【自治会】
自治会血単匝似で申鮪

I ;~~イ刊作…ヤ←刊一→一〆..:.自治会長名で申釧

【長崎市(績林銀関線)1 

1 貸与決定

【自治会】【地減11
1 UlIr~仰の州

地副院での餓習会の開催

i 

| 【噂 門象者】・【長崎市】 l 

l 
【自治会】【地由民3

1 
(1唱調官舎を契般に、自治会や
t色紙が有害島猷対策につい

て考える

鴎習会の実施

耳目lS本的にI主、防i量対11(.
地調直ぐるみでの繍櫨体制の
禍fl:を検討するが‘緊急対
応の必聾がある場合、に実

"するもの

ωE事1'"泉者(あぐりの丘}へ遺絡
し.ワイヤーメッシュを受け取りに
f守〈②長崎市や専門業者とtll隠

し与がら、どのような対策を実
絶してい〈のか検討 {%I自治会でtllカし、ワイヤ-)1.・ノ

シ.:1.位置
(宣明鏡の実施

③11崎市へ股思完了純告の}量出
米・指定織式に写真を添付

【自治会】・【地峨】

繍獲開 始

-情援隊とは
狩繍免併を抑つ『リーダー』の18宗のもと. 狩械免除を1骨たf..い宥CI帽樋

禍動員}数人が繍破作擦の1畠カをするt薗讃チームのこと
・要件
・1圃櫨隠の:1-ン，<ーを"成し安傘"官舎を受胸
・繍殖に使閉で曹晶猟具1ま.箱わな.園いわなのみ
・摘纏対象動物は.イノシシ.シカ.タヌ"'.カラスのh
・使用する箱わ1，1.~園いわなについては.必ず保険に加入が必要

匂J自治会で適切にIII帯管理を実
絡
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(7)ワイヤーメッシュ柵設置事業の実施状況

①長崎市単独施工(業務委託)

延長計(H21-25)L=5.307m

年度 設置場所 実施主体 事業名
延長

規格
事業費

備考
m 千円

H21 稲佐、岩屋
長崎市

活性化臨時交付金 4.231 h=1.2m 5.835 
(市股置)

西北町 86 

H24 東立神町
長崎市

市単独事業 300 
h=1.2m 

2，225 
材料支給 1.505干円

(市設置) 百十 570m 委託料 720千円
大浜町 184 

春木町 長崎市
市単独事業

180 h=1.2m 股置業務のみ
H25 

(市段置) 計 506m
504 

(材料支給)淵町 326 

②国庫事業

H20-H22 補助率園50崎、県10崎、市10判

補助金交付先長晴市有害鳥獣対策協織会『地元設置作業班へ委託(設置後は地元で維持管理)

実施年度 設置場所
延長 受益面積 受益戸数 事業費 備考
(m) (ha) (戸) (千円) (規格)

H20 茂木~三和 27.618 182 364 50.643 h=2.0m 

琴海手崎萩田 1.370 15 29 2.118 h=1.2m 

H21 琴海形上
岳上木場

1.000 

H22 琴海尾戸 2.950 88 87 2.760 h=1.2m 

H23- 資材100怖を地元へ配布し、 H18直営施工マニュアルに基づき、地元による直営施工

(労務参加契約、維持管理契約締結) ※規格h=1.2m

計画 実施
受益面積 受益戸数 事業費 残数量

実施年度 設置場所 延長 延長
(ha) (戸) (千円) (m) 

(m) (m) 

H23 _l室主主?三知一一一一 ll，銭旦 3.880 182 364 旦♂旦

¥ 長崎市有害鳥
琴調階上郷田原 540 540 3 332 
琴海形上上平尾 950 950 2 3 583 

獣対策協機会
年度計 5.370 5.370 185 370 4.048 

琴盗地区 33.464 22.116 49 161 11.110 11.348 

丑式準見地区 8.869 7.925 9 52 3.921 944 
ー重地区 8.400 7.500 11 99 4，725 900 

H24 よi童箪田地区 16.491 7.938 自 65 499旦 8.553 

長崎市
墓畏喧地区 6.023 6.023 4 47 3.798 。
茂?fi"1IIT地区 40.590 20.802 90 120 11.1 07 19.788 

ー和野母地区 14.462 7.500 日 14 4.099 6.962 
長崎浦上地区

年度計 128.299 79.804 177 558 43.759 48.495 
琴海地区 21.541 21.541 20 78 11.m 。
外海地区 7.577 7.577 33 65 4.118 。

H25 
式昆ー重地区 5，342 5.342 14 58 2.915 。

(24繰越含)
上浦福田地区 10，718 10，718 20 37 6.179 。

長崎市 '茂~f木E唖戸並町地区区一 一一也，418_ 旦A日一 26 66 5.598 
3五百。I60.096 21，630 45 66 11.622 

区 14.789 14，789 13 50 8.289 。
年度計 130.481 92.015 171 420 50.346 38.466 

琴海地区 13.173 13.173 15 65 7.386 。
外海地区 5.463 5.463 12 35 3.058 。

H26 
式見四重地区 。 。 。 。

(25繰越含)
上i甫益田地区 3.083 3.083 4 18 1.739 。

長崎市 墓~噴地区 5.809 5.809 3 24 3，262 。
茂木戸町地区 57.898 57.898 67 212 32，665 。
E和野母地区 5.049 5.049 5 17 2.917 。

年度計 90.475 90.475 106 371 51.027 。
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計画 実施
受益面積 受益戸数 事業費 残数量

実施年度 設置場所 延長 延長

(m) (m) 
(ha) (戸) (千円) (m) 

琴海地区 13.438 13.438 27 56 6.717 。
外海地区 5.953 。 。 。 。5.953 
式9一重地区 696 。 。 。 。 696 

H27 上河持福田地区 970 970 3 20 483 。
長崎市有害鳥 東』l曲事甘brヌ 13.173 13.173 17 66 6.465 。
獣対策協繊会 革主戸町地区 37，838 _ll..838 38 136 1-. __  18.895 

一
。

一担里E母地区 A笠立 一一__L，;329 7 663 7，996 
長崎浦上地区 3.635 3.635 3 16 1.808 。

年度計 85.028 70.383 91 301 35.031 14.645 

¥ 
琴海地区 22，344 22，34..1 53 91 9主主主 。
外海地区 7.456 7.456 7 33 一一一一3，282

。
式旦一重地区 1.156 696 3 7 306 460 

H28 上浦福田地区 7.094 7.094 7 43 2，852 。
長崎市有害鳥 東畏崎地区 25.027 25.027 23 88 10.686 。
獣対策協踏会 茂対戸町地区 92.020 92.020 181 237 40.281 。

三手1野母地区 25.127 22.122 45 102 9，830 一」血5
畏酬 浦よ地区 1.396 1.396 8 597 。

年度計 181.620 178.155 320 609 77.382 3，465 
琴 海地区 19，076 19，076 39 79 10，923 。

一
外海地区 7.405 2，522 7 30 1.572 4，883 

式旦ー霊地区 460 460 。 7 
一

263 
一

。
H29 よj甫福田地区 も059 3.059 

一
7 21 一一ー 1，704 。

一長崎市有害鳥 車長崎地区 2色盟主 20，703 
-ー

39 
一

79 11，811 。
獣対策協際会 謹主E町地区 」生盟7 69旦~7 一

57 196 39..1.f3 。
一

一担里E母地区 16.40主 16.402 
ー

39 83 9.515 。
長崎浦上地区 3.881 3.881 21 14 2.162 。

年度計 140.073 135.190 209 509 77.073 4.883 

H23-H29皇弘一塁1:1: 761，346 I651，392 I ヰ比l 3.138 I ---338，666 I 109，954 I 

地区名 S十嗣延長(m) 実純延長(m) 受益面{1I(h・} 受益戸数{戸} ..，，(千円}

琴 海地区 15，275 15，2?S 16 49 12.J担

H30 外湿地区 . 6，309 4，883 6 
ー

31 
' 

5，047 

【計画】 式見ー霊地区 。 。 。
上;背信団地区

.. 
(29残含) 589 7 471 

長崎市有害鳥 東長崎地区 12，169 8 57 9，735 
ー ー

獣対策協繊会 茂木戸町地区 2色782 26，782 31 90 _11A_26 

三畏和崎野浦母主主区 11.529 10，829 38 62 9，223 

上地区 1.471 7 1.177 

年度計 74，124 57.769 101 303 59，299 

H23-H30U函計 725，516 I 709，161 I 以旦j 3，441 I 397.965 I 

ワイヤーメッシュ柵の設置状況(式見・三重地区)
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( 8 )地域ぐるみによる捕獲の推進(捕獲隊)

ア 内容

狩猟経験を有する免許所持者(リーダー)と免許を持たない被害農業者等(捕

獲補助員)により捕獲チーム(捕獲隊)を編成して、箱わな、囲い震による捕獲

作業を行う取り組みを推進している。

イ市 の支援

①箱わなの無償貸与

捕獲隊が使用する箱わなを捕獲許可期間中に無償貸与する。

②捕獲報奨金の交付

-市単独の報奨金制度により、イノシシ及びシカ 1頭につき、 5，000円を交付。

・別途、国庫事業による捕獲報奨金の金額については、現在、長崎市有害鳥獣

対策協議会において、調整中。

③専門業者によるコンサルテイング

市が委託している有害鳥獣対策の専門業者により、捕獲隊の組織化に係るコン

サルティングや捕獲許可のための安全講習会を実施している。

ウ 捕獲隊の組織化の状況と捕獲実績
平成30年3月31日現在

H29 t講獲許可 捕獲実績

番 結成 組織
隊員内訳 H25 H26 H27 平成28年度 平成29年度

号 年度 化数
地区 捕撞隊名 免 4市 イ イ イ イ イ

t年
助

ノ ン ノ ン ノ ン ノ ン ノ ン
所 E十 ン- カ ン カ ソ カ ン カ ν カ
1者 員 ~ ノ :/ ン ン :/ ・

生
琴j毎 琴海尾戸地区摘獲隊 2 28 30 28 89 185 21 17 

外海 池島地区捕獲隊 . 2 5 7 9 25 28 . 26 

上浦・福図 柿泊地区繍獲隊 8 9 6 8 

H25 8 
式見・二重 牧野地区繍獲隊 4 5 2 8 5 

茂木 宮摺地区捕獲隊 3 16 19 8 4 18 101 42 41 48 10 

置
茂木 千々地区捕獲隊 2 8 10 5 161 20 41 49 29 36 53 58 

ー和・野母餓 平山市民島園繍護隊 。 2 3 4 10 

8 外海 |神浦廟山地区補護隊 12 13 33 45 22 25 

~ 
東長崎 牧島第1地区捕撞隊 3 

長崎・浦上 大宮地区捕獲隊 4 8 3 

112 1 
茂木 大山地区捕獲隊 8 9 3 3 3 3 

=和・野母崎 高浜古里地区捕獲隊 11 14 13 6 

113 長崎・浦上 出雲地区捕護隊 3 4 2 3 15 3 

1111t4 5 6 7 g 

H26 11 琴海 琴海形上地区繍撞隊 19 21 6 40 79 58 

外海 黒崎地区繍獲隊 3 16 19 23 40 38 21 

外海 神浦下大中尾地区繍護隊 。 2 

茂木 大織地区捕護隊 71 32 39 2 20 5 19 15 

東長崎 潮見地区捕撞隊 2 8 10 7 8 

19 外海 新牧野地区捕獲隊 4 17 21 22 43 23 
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H29捕獲許可 捕獲実績

番 結成 組織
隊員内訳 H25 H26 H27 平成28年度 平成29年度

号 年度 化数
地区 1包 捕獲隊名 免 械 イ イ イ イ イ

i年
助

ノ ン ノ ン ノ ン ノ 、J ノ 、J
所 計 y カ γ カ ン カ ン カ γ カ
持 員 ン ン γ γ ン

1-22220 3 2 1 

長崎・浦上 入船地区捕獲隊 2 3 5 

長崎・浦上 虹がE地区捕獲障 。
ニ和・野母崎 ニ和地区捕獲隊 5 6 11 14 11 18 5 

茂木 太田尾町山川河内地区捕獲隊 3 15 18 10 14 36 

24 琴海 琴海戸根町見土地区捕獲隊 14 15 18 20 27 

25 琴海 琴海形上町楠原地区捕護隊 2 19 21 7 21 21 

26 式見・ ー重 『京地区捕獲隊 2 3 5 7 28 15 

27 東長崎 現川地区捕獲隊 4 7 11 16 24 21 

28 三和・野母崎 為石地区捕獲隊 4 5 2 8 18 29 27 70 

29 H27 19 茂木 太田尾地区捕獲隊 3 21 24 2 20 20 

30 上浦・福田 手熊地区捕捜隊 2 11 13 13 5 

三和・野母崎 高浜大野地区捕獲隊 13 141. 

東長崎 中尾第4地区捕獲隊 7 8 2 2 

東長鰭 中尾第3地区繍獲隊 2 9 11 3 4 7 

東長崎 中尾第2地区捕獲隊 16 17 

東長崎 中尾第1地区捕獲隊 7 8 

三和・野母崎 脇岬地区捕獲隊 12 13 3 6 19 

三和・野母崎 香焼地区繍獲隊 9 10 8 44 17 

38 琴海 琴海戸根(中)地区捕獲隊 11 12 14 19 
|東長崎 枚島第2地区捕獲隊 5 6 

畏鮪・浦上 園困地区繍獲隊 6 7 10 4 

長崎・浦上 滑石M也区補自重隊 8 9 6 

ニ初・野母崎 高島地区捕獲隊 3 7 10 4 

東長崎 春日地区楠獲隊 14 15 13 8 

東畏崎 網場地区捕獲隊 3 10 13 4 11 
=和・野健崎 藤田尾地区捕獲隊 2 7 9 16 11 7 
長崎・浦上 湖町地区捕獲隊 4 5 

H28 17 東長崎 平間治区鋪.隊 。 2 

長崎・浦上 木事事町1丁目地区捕獲隊 4 4 8 3 11 
茂木 飯香浦t也区捕獲隊 2 9 11 9 4 
茂木 飯香浦片飾地区補強隊 5 15 20 3 145 
茂木 飯香浦上地区捕滋隊 2 20 22 21 29 
東長崎 間の瀬地区繍獲隊 3 12 15 5 14 
式見・ー彊 向町地区捕獲隊 4 5 4 4 

長崎・浦上 本河内御手水地区初1獲隊 15 16 18 
長崎・浦上 大鏑町地区捕獲隊 11 12 

琴海 琴海村総t也区捕獲隊 18 19 9 
ニ和・野母崎 ~i兵以下宿地区嫡獲隊 2 20 22 
ー和・野母崎 高j兵南越地区繍獲隊 5 6 11 
=和・野母崎 伊王島地区繍獲隊 3 16 19 8 

式見・:::m上浦地区捕獲隊 3 12 15 10 
式見・二重 多以良地区捕獲隊 2 11 13 15 
長崎・鴻よ 西山4丁目地区f捕獲隊 12 13 
長崎・浦上 ニ川平尾地区捕獲隊 2 2 4 

長鯖・浦上 木場折山地区t1IIJI隊 3 8 11 22 
長崎・浦上 木場広刈・加美地区捕獲隊 2 10 12 
長崎・浦上 木場吉田・日向地区捕獲隊 2 11 13 
上浦・福図 柿泊・小江地区f捕獲隊 2 8 10 4 

H29 25 上浦・福田 小江地区フリーハウス繍獲隊 4 5 2 

長崎・浦上 本河内峠地区捕獲隊 18 19 13 
茂木 北浦地区捕獲隊 2 17 19 9 
長崎・浦上 江平第1地区捕獲隊 4 5 
長鯖・浦上 高尾第H色区捕獲隊 7 8 
長崎・;浦上 j白木地区捕獲隊 3 4 2 
長崎・浦上 高尾第3i也区捕獲隊 5 6 
長崎・浦上 高尾第2i也区捕獲隊 6 7 

長崎・浦上 江平第2i也区捕獲隊 6 7 
長崎・浦上 大筒第2i也区捕獲隊 4 5 
長崎・浦上 大筒第3i也区繍獲隊 4 5 
茂木 茂木地区捕獲隊 2 4 6 
二和・野母崎 川原上川地区楠猿隊 3 4 

合計 80 143 755 898 33 01 195 30 560 86 728 93 928 163 
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第2章長崎市の主な農業振興制度

1 r人・農地プラン」

(1 )策定の趣旨

長崎市の農業振興を図るだめには、計画的かつ効率的な取組みが必要であることから、

地域単位で、担い手及び集落リーダーの育成、強い経営体の確立、生産力の強化、耕作放

棄地の解消など、安定した農業経営を実現するために、それぞれの地域農業の特性により

市内全域を 10地区 24集落に区分けし、地域農業・ 農村の未来の設計図である「人・ 農

地プランJ(地区マスタープラン〉を策定している。

(2)プラン策定区割

@ 

?
l
u
v
 

「
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(3)まちづくりの展開及び戦略的展開スキーム
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lケ竺ケケ.一一:守キ吋ぞ紋吋吋で吋悶吋下川押刊何R竹竺耐叩♂11かか11行.. 汽ρ刈?六九て三i之I附?;也1地也 震業-農農、村村1mλん~必;ふそバ山~叫-心i‘鰻農地プラIνごコrDの戦路的展関叉:井牟:吋マム以I七j五.にf山埼
・-ーペ~器開4

平成27年度

平成28年度~

①市内全句史を 10 地区 24集落に分け「人 ・ 縫地プランJ を作成 ( ト~ 2 6. 3作成)

②集落の地I或特性やポテンシヤルを総合的に訴価し戦略モデル集落を選定

-取組織要

戦略モデル9帳簿の「人・農地フラン」を、より実現性のあるプランに見直し

・戦略モデル集落(4地区7集落)

平 地 型:戸根集落、戸線原・長;浦集落、手崎集落

中山間地織型(果樹系)大崎集落

中山間地滅型(施自主系) 太田~集落、飯香浦集落

中山間地織型(露地系)・神浦集落

.策定までのスケジュール

[STEP-l課題の整理] 集落が抱える課題を集落の話し合いで他出・整理

[STEP-2方向性の検討] 課題解消に向けた取緒方針や活動肉容等の意向確a
[STEP-3合憲形成) r人・農地フラン塗備計画J(素案)の確a、調整

[STEP-4整備計画の確包)f人・農地フラン整備計画J(最終案)の内容確認

戦略モデル集落 [先行実施]

-フラン策定後の取組

. r人Jと「縫地Jの問題解消にむけ後先的に絶策を展開

・「人・農地フラン整備計画Jの活動内容や活動スケジュールに沿って取締を推進

・必婆に応じて、集落内でE苦し合い等を行い柔軟にフランを見直し

・様々な取組を農村環境見IJの先進後良事例として他集落への積極的に展開

もデル鎌l'Iの

優良取組.項を
術纏的に活用

戦略モデル集落以外の集落 [JI目次実施]

・長崎市の全i義的な枠組みの中で、既存の営縫環境の保全、 I，ft:!寺を縫進

取組体制が

登った.11から
順次実施

・.:客の意向と調E査を図りつつ、集落肉の将来的な農業緩興に向けた体制づくりを強化

・具体的な活動例
.，也1・，~ >!I~ J目織の 1島続 ( .A. . ~I由ブラ.の母 11 Ul.") 
.可 ?吉宮A尋問In~畢I Jl亀W'j!啓;\-IU目減.引の 1高~:

'14 1r!l&Ai~í!P l ti'組織の 1島市

-主i[O'や主庖asE.の111.1¥も是正まのc'Jt包
・嶋i血，豆th1しに向けた中間沓1聖市守¥と，1)lI1M主IL
{熊 1也1;，祁の '11貴 ' 1 ;， t~ ît. IØI

''QII目的行 ITfり白Lリんιの問1metc... 
・取り組みi本申1Jの術築状況などに応じて、順次「人・農地フランJの見直しを実施

・先行する優良モデル事例などを参考に娠興策を積復的に展開

ω 長崎市の農裳振興の実現 l旬
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(4)人・農地プランの支援策

「人・農地プラン」の「中山となる経曽体」に位置{寸けられると各種支援を受けること

ができる。主な支援策については次のとおり。

。青年就農給付金〈経営開始型〉の給付(新規就農者への支援)

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後 (5年

以内〉の所得を確保する給付金を給位する。

※ 国事業名 H29~ 農業次世代人材投資事業

。農地集積への支援

農地集積に協力する者に対して、農地集積協力金を交付する。

。スーパーし資金の無利子化

認定農業者が借り入れるスーパーし資金について、資金繰りに余裕がない貸付当初

5年間の金利負担を軽減する。

。経営体首成支援事業 l

意欲ある農業者が経営規模の拡大や作業の効率化等を図るために必要な農業用機

械の整備等の経費を支援する。

。農地中間管理事業

担い手への農地集積・集約化を推進レ、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化

を進めるため、平成26年4月に全国の各都道府県に「農地中間管理機構」が設置さ

れ、担い手がまとまりのある形で農地を利用できるように貸し借りを准進する「農地

中間管理事業」を実施しています。その内容は、下記のとおり。

・地域集積協力金

地域内の農地の一定割合以上を機構に貸し付けた地域に苅し、協力金を交付す

る。
.経嘗転換協力金

農地中間管理機構に農地を貸し伺けること等により、経営転換又はリタイアす

る農業者及び農地の相続人に対し、協力金を交信する。

-耕作者集積協力金

農地中間管理機構が借り受け若しくは所有している農地等に隣接する農地を

機構に貸し付けた所有者又は耕作者等に対レ、協力金を交信する。
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2 農業振興地域制度
(1 )制度の概要

優良農地の確保のため、農地法による農地転用

許可制度と併せ、農業振興地域の整備に関する法

律に基づく農業振興地域制度が設けられている。 o農業振興地域のイメージ図

具体的には、都道府県知事が基本方針〈農業振

興地鼠整備基本方針〉を策定するととちに農業娠

興地域を指定し、これに基づき市町村が整備計画

〈農業振興地鼠整備計画〉を策定する。

市町村の整備計画においては、土地改良事業等

生産基盤の整備や農業近代化施設の整備等の計画

のほか、集団的農地や農業生産基盤整備事業の対

象地等の優良農地について農用地区域を定め、当

該区域内においては原則として農地転用を禁止し、

舎を t• 
• • e 

農業振興の基盤となるべき農用地等の確保を図っている。

農業振興地域とは: 農業の振興を計画的に進めていく地域です。

".11園地III!

空

会 ~
.ι. ・・・ ・・・ H・
H・・ ・・'_II・... ・E ・・・・"・

農業振興地域農用地区域とは: 優良な集団的農地を確保、保全し、農地の無秩序な

開発行為を予防し(開発行為の制限〉、耕作しやすい環境を確保するための区域です。

農業関係国庫補問事業等は原則としてこの区域内を対象としています。

(2)長崎市における農用地区域隙外の取扱いについて

長崎市における農業振興地域農用地区域の除外については、次の要件を満たすl必要が

ある。

〔要件〕

O 農地転用許可の男通しがあること。

0除外ができる箇所は、すべて農業振興地域内の白地と一辺が!Qjiす・接していること。

O 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当で、代替地がないこと。

O認定農業者等に苅する利用集積に支障がないこと。

0 農用地区域の集団化・農作業の効率化・総合的な利用上支障がないこと。

O 土地改良施設の有する機能に支障がないこと。

0土地改良事業が行われていない又は事業完了後8年を経過していること。

※土地改良事業:農業振興地域の整備に関する法律施行規則第4条の3に規定され

ている事業
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3 中山間地域等直接支払制度

(1 )制度の仕組み

平地に比べて、条件が不利な中山間地践の農用地を耕作する農業者が農地や農道・水

路の適切な管理の方針、農村集落の目指すべき農業生産体制や実現していくための活動

などについて話し合い、「集落協定」として締結する。

「集落協定」に基づき、 5年間継続して活動する農業者に対レて、対象農地の面積に

応じて直僅支払交付金が交付される。

(2)実施期間 平成 27"-'31年度 (第4期苅策とレて5年間の実施〉

(3)対象地鼠

特定農山村法、過疎法、半島振興法、離島j辰興法等の指定地域、法指定地域と同等の

条件不利性を有する理由により県知事が指定する特認基準地域

※旧長崎市は特認基準地域、旧町は法指定地域に該当

(4)対象農用地

以下の基準に該当する農振農用地区域内の1ha以上の一団の農用地

0怠傾斜地

*回傾斜1 20 焔 1ji;J{j斗 15‘

O.5m  
合 7rn

10m  10円、

._----------------ーー・ー-ーーーー・・ー・・・・"・・・・・・・・ーー・ー・ーー----------------------ー"ーーーー・

(5)交的金の単価

急傾斜地 田 21，000円/10a 、 畑・果樹園 11，500円/10a

※活動内容によって、上記の8割単価や加算指置ち選択司

(6)対象となる行為

.5年間以上継続して行われる耕作放棄発生防止などの基礎的な活動

・共同で支え合う農業生産活動の「取り決めJ(集落ぐるみ型〉

定期的な共同活動 (農道周辺の草刈り) 学校教育と連関 (保育園児いち掘り体験)
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4 多面的機能支払交付金 (旧:農地・水保全管理支払交借金〉

(1 )本対策の仕組み

0農地維持支払

農業者等による組織が取り組む、水路の泥上げや農道の砂利補充等の地域資源の

基礎的保全活動や農村の構造変化に対応レた体制の拡充・強化等、多面的機能を支

える共同活動を支援する。

0資源向上支払

地域住民を含む組織が取り組む、水路、農道等の軽微な補修や植栽による景観形

成等の農村環境の良好な保全といつだ地域資源の質的向上を図る共同活動や、施設

の長考命化のための活動を支援する。

(2)実施期間:平成26年度~

(3)交信金の単価:

農地維持支払 田3，000円/10a、畑 2，000円/10a

資源向上支払 (共同活動〉 田2，400円/10a、畑 1，440円/10a

※実施年獄、内容により単価が変化する。

(4)事業実施主体:集落活動組織

点検・計画策定 実践活動

組織運営に関する研修 ため池の草刈り 23道の砂利補充
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5 認定農業者制度

(1 )制度の仕組み

認定農業者制度は、農業者が作成する農業経営改善計画書 (農業経営の5年後目標〉

の内容が、市町村が策定する農業経営基盤強化促進基本構想に照らして適当と認められ

だ揚合に、その計画の認定を行うとともに、計画の実現のために支援を行う制度。

(2)認定を受けるには

認定を希望する農業者は、以下の内容を記載した農業経営改善計画書を作成レ、市町

村に提出して、その認定を受けるl必要がある。

・農業所得と労働時間 〈現状と 5年後目標〉

・経営規模の拡大に関する目標〈作付面積、生産量、飼養頭羽叙等〉

・生産方式の合理化の目標 (施設や機械の導入、新技術の導入等〉

・経営管理の合理化の目標 (複式簿記記帳、青色申告等)

・農業従事の態様等の改善の目標 〈休日制、雇用の導入等〉

・目標を達成するためにとるべき具体的指置(補問事業や融資制度の活用等〉

農業者 I I 担い手協議会

・補問事業等の具体計画 I I・計画作成支援と審査 |→ |市町村長の認定
+一

-認定農業者メリッ ト活用 I I・認定後のフォローアップ

地域の担い手協議会 (構成員 :JA、県、農業委員会、市町〉が助言指導を行っています。

(3)認定の基準

農業経営改善計画書の提出を受けた市町村が、その内容が以下の基準等に照らして審

査を行い、適当と認められる揚合に計画の認定を行う。

主たる農業者の農業所得 |概ね 400万円 (経費を差し引いた利益〉

年間労働時間 12.000時間 〈週休2日程度の趨体白設定)

(4)認定農業者への主な支援策

融資制度(認定農業者資金〉や補問事業 (認定農業者複数の任意組織〉等の活用によ

り農業経営改善の目標達成に向けて支援される。

融資制度の活用例(自動車購入〉 補助事業の活用例 (1¥ウス建設)
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6 家族経営協定制度

(1 )趣旨

家族経営が中山である日本の農業が、魅力ある職業となり、男女を問わず意欲をもっ

て取り組めるようにするためには、 経営体内において家族一人一人の役割と責任を明確

にし、それぞれの意欲と能力が十分に発揮できる環境づくりが必要です。

これを実現するために役立つのが、農業経営を担っている世帯員相E閣のルールを、

文書にして取り決めだ「家族経営協定」である。

(2)協定の内容

協定は家族農業経営の発展状況に応じて世帯員相E聞の話合いに基づいて取り決めら

れるもので、その内容は画一的なものではありませんが、通達では協定に盛り込まれる

ことが適当と考えられる事項を、次のように示している。

ア 目 的

イ経営計画の策定

ウ経営の役割分担

工収益分配

オ就業条件

力将来の経営移譲

キその他

(3)制度上のメリッ ト

(j9リ〉践業者年金の活用 (例〉女性名義の資金活用

家族経営協定を締結レ経営に参画している女性農業者に苅レては、 農業者年金、農業

改良資金等の制度において、以下のような箔置が講じられている。

。認定農業者制度

実質的に共同経営を行っている揚合、家族経営協定の締結等を要件に、 夫婦等による認定
農業者の認定の共同申請を認めている(女性農業者や農業後継者ち、パートナーとともに認
定農業者となることが司能〉。

。農業者年金

意欲ある担い手に対する新たな措置として、認定農業者で、青色申告者等と家族経営協定
を締結し、経営に参画している配偶者、後継者が所定の要件を満だせば、基本となる保険料
(20，000円)に苅し一定割合の国庫補問(政策支援〉が行われる

。農業改良資金

平成14年度に改正した農業改良資金においては、個別経営で加工分野 ・新作物 分野 ・
新妓術にチャレンジしようとしている配偶者が当該資金の貸付を受けようとする揚合、家族
経営協定を締結していることを要件のーっとしている

。果実需給調整対策
対象生産者を認定農業者等としており、その中に「認定農業者と同等の果樹農業の担い手

と認められる者であって家族経営協定を締結し経嘗に参画レている配偶者」が含まれる
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7 農業次世代人材投資資金交伺金事業 (旧青年就農給借金〕

(1 )趣旨

農業従事者の高齢化が急速に進展する中、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた

取組みを総合的に講じていく必要があることから、平成 24年度から国において創設さ

れている制度であり、就農意欲の喚起と就農後の定着を図るだめ、就農初期段階の経営

が不安定な青年就農者に苅レて、農業次世代人材投資資金(旧青年就農給借金〉を給位

する。

(2)給付額 七 500千円/年

※平成 27年度新規給借対象者より、前年の所得に応じて給借金額が変動する仕組み

となる。経営開始 1年目は 1，500千円/年、2年目以降は、前年の農業所得が 1，000

千円を超えた揚合は、 3，500千円より前年所得を除レた金額の5分の3となる。

(3)給付期間 5年間

※前年所得が、 3. 500千円を超えると支給停止

(4)給付対象者

次の要件を満たす者

① 独立・自営就農時の年齢が、原則 45歳未満で、農業経営者となることについて強

い意欲を有している者であること。

② 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農を行っている者であること。

ア 農地の所有権ヌは利用権を自ら有しており、原則として自らの所有権又は親族以

外からの賃貸が主であること。

イ 主要な農業機械・施設を自ら所有レ、又は借りていること。

ウ 生産物及び生産資材等を自らの名義で出荷・取引すること。

工 自らの生産物等の売上及び経費の支出等の経営収支を自らの名義の通帳及び帳簿

で管理すること白

オ 自らが農業経営に関する主宰権を有していること。

③ 経営の全部又は一部を継京する揚合は、継承する農業経曽に従事レてから5年以内

に継承して農業経営を開始すること。

④ 経営開始計画が次に掲げる基準に適合していること。

ア 農業経営を開始レて5年後までに農産加工、直接販売、農家レストラン、農家民

泊その他の農業生産に関連する事業をさむ農業で生計が成り立つ計画であること。

イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

⑤ 長崎市が定める人・農地プランに、中山となる経営体としで位置づけられている又

は、位置づけられることが確実と見込まれること。

⑥ 原則として生活費の確保を目的とした国の他Fの事業による給伺等を受けていないこ

と。
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8 青壮年新規就農給借金事業

(1 )趣旨

農業従事者の高齢化や減少が進むなか、 17 農業次世代人材投資資金交借金事業J(国

の支援制度〉の対象とならない 45歳以上の青壮年層について、長崎市の重要な農業の

担い手として育成・確保を図るため、経営が不安定な就農直後の経費の負担を軽減する、

青壮年新規就農給借金を交付する。

(2)給伺額 七 200千円/年

※ 耕作放棄地を解消する者については、 50千円/10aのよ乗せ給付を行う。

(3)給位期間最長2年間

(4)給借対象者

次の要件を満たす者

① 就農時の年齢が、 45歳以上 65歳未満(青壮年層〕で、専業で農業を新たに開始す

る者(親の農業経営を継京する者は、新だに 10a以上の耕作放棄地を解消する蓄に

限る〉。

② 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農を行う者であること。

ア 農地の所有権又は利用権を自らが有していること(親族からの貸借農地が主であ

る湯合、給伺期間中に所有権を移転することを確約すること〉。

イ 主要な農業機械・施設を自らが所有し、又は借りていること。

ウ 生産物及び生産資材等を自らの名義で出荷・取引すること。

工 自らの生産物等の売上及び経費の支出等の経曽収支を、自らの名義の通帳及び帳

簿で管理すること。

オ 自らが農業経営に関する主宰権を有レていること。

力 生計をーにする者が同種の給伺金の支給を受けていないこと。

③ 青年等就農計画の認定を受けた者であること。

④ 人・農地プランに中山となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられる

ことが確実と見込まれ、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

⑤原則として生活費の確保を目的とした国及び県、市の他の事業による給伺等を受け

ていないこと。

⑥ 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークに加入してい

ること。
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9 担い手農家支援特別対策事業

~認定農業者等が行う農業生産基盤整備などの事業に対する補間制度~

(1 )事業主体

・営農集団

(受益戸叙が2戸以上で、認定農業者又は新規就農者を概ね3分の 1以上富む団体〉

.農業協同組合

(2)採択要件

概ね 2，OOOm2以上

(3)対象事業

・昂目一びわ・みかん・いちご・アスパラガス・mき等

・事業一新改植事業、生産施設整備、小規模土地基盤整備・圏内道整備、

集出荷施設建設、共同生産管理施設建設などの事業

(4)補助率

ア 当該事業が国及び長崎県の補問事業に採択されるもの

対象経費の3分の 1以内 (国及び長崎県の補助に 3分の 1以内を加算〉

国・ 長崎県・長崎市がトータル基本補問率2分の1以内

イ 当該事業が国・長崎県の補助事業の要件に合わないもので市長が必要と認めたも

の対象経費の2分の1以内

活き〈キク〉ハウス整備 ぴわハウス整備
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10農業新規参入促進事業

~農業参入時等の投資を軽減し、農業の新たな担い手を確保するための補助制度~

(1 )事業内容

農業に新規参入しようとする企業又は個人等に対レ支援を行い、新たな担い手の育成

及び遊休農地の解消等につなげる。

(2)事業主体

人・農地プランに中山となる経営体として位置づけられ、又は位置{寸けられる男込み

の者で、次のいすれかに該当するちの。

・農業に新規参入しようとする企業又は個人

-その他、遊休農地等を活用して農業規模j広大により雇用の拡大を図ろうとする企業

又は個人で、農業の担い手育成に資すると市長が認めるもの

(3)対象事業

・生産基盤整備事業ーハウス・附帯設備等

・小規模土地基盤整備事業-園揚への進入路、農地造成・改良、給排水施設、整地、

客土などの事業

(4)実施面積

・実施面積は、 300m以上とする。

(5)補助率

・長崎市の補問率・・・ 2分の 1以内

ただし、 1事業主体あたりの補助額上限4.000千円、下限200千円とし、事業期

間中 1回の利用に限る。

実施前 実施後
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1 1有害鳥獣対策事業

【捕獲対策】

(1 )長崎市有害鳥獣苅策協議会による捕獲の推進

ア内容

長崎市有害鳥獣対策協議会は、有害鳥獣による農作物被害及び生活環境被害を

減少させるため、猟友会、鳥獣保護員、 JA、農業委員会、長崎市、県等の関係

団体が相Eの連擦を密に育害鳥獣捕獲や被害防止対策を講じることを目的として

設立。

イ主な活動

・市内8i也区に被害相談員を配置するととちに、捕獲隊員との連携により、被害

相談等のうち特に緊急に捕獲等の対応が必要な揚合に出動する。

・平成 28年度から、それまで実施してきだ猟友会への捕獲業務委託を廃止レ、

協議会捕獲隊員による年聞を遇した捕獲体制を強化し、捕獲計画に基づき、さ

らなる被害軽減に努めている。(現在 206名〉

(2)地域ぐるみによる捕獲の推進

ア内容

狩猟経験を有する免許所持者(リーター〉と免許を持たない被害農業者等 o甫獲
補闘員〉により捕獲チーム(捕獲隊〉を編成レて、箱わな、固い震による捕獲作業

を行う取り組みを推進する。

イ 捕獲補助員ができる作業

①次の作業は、リ ダ (狩猟免許所持者〉と 緒に作業ができる。

・わな設置作業

・捕獲、ヰめ刺し処分作業

・わな撤去作業

②次の作業は捕獲補防員が単独でも作業することができる。

管理、工サやり、見回り作業

ウその他

保険加入費、捕獲用エサは捕獲隊の負担。

(3)長崎市有害鳥獣苅策協議会による支援制度等

①箱わなの無{賃貸与

・捕獲隊が使用する箱わなを捕獲許可期間中に無償貸与する。

なお、貸与する叙量は、捕獲許可の際に市が判断する。

②捕獲報奨金

・市単独の報奨金制度により、イノシシ及びシ力1頭につき、 5，000円(県費

2，500円含む〉を交位。

・別途、国庫事業による捕獲報奨金の金額については、現在、長崎市有害鳥獣刻

策協議会において、調整中。

※交{寸を受けるためには、捕獲写真、個体の尻尾及び申請書類等が10要。
③網・わな猟免許取得助成金
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農作物被害苅策を目的とレて免許を取得しようとする者で講習会及び免許試験

の両方を受けたものに対レて、免許申請手数利用及び狩猟免許講習会受講料等

の経費の一部の闘成。

※【参考】対象経費:免許申請手数料証紙代5，200円、講習会受講 10，000用

【防護対策】
(1 ) 【国庫事業】鳥獣被害防止総合対策事業

ア内容

• 3戸以上の被害農業者〈受益者〉の団体に対して、ワイヤーメッシュ柵の材料支給し、受

益者により直蛍で施工を行う事業。

イ要件等

・農家3戸以上の団体であり、施工を受益農家共同で行うこと。

・施工に係る作業日誌、写真、その他の必要書類を必ず作成すること。

(国が示す直嘗施工マニュアルによる。〉

・設置後の維持管理補修は受益者負担により継続して実施すること。〔維持管理の義務〉

・被害があり費用対効果が得られること。〔申請時に被害額・状況を正しく申告すること。〉

ウ事業実施状況

①要望と対応状況 l 

・平成 23年度から 29年度までの要望(約 656km)のうち、約 651km整備済

②今後の計画

・平成 30年度実施計画・約 60km ※国の予算配分に基づく

・平成 31年度以降の要望受付:平成30年 11月に実施予定

(2)長崎市有害鳥獣対策協議会による貸与事業

鳥獣被害防比対策用資材貸与事業

7フ内容

被害防止対策として、ワイヤーメッシユ柵、電気牧柵器(本体)、箱わな、小型捕獲器を無

償貸与する。

対象者等

資材 苅象者 期間 備者

貸与資材はWM柵のみ

関連資材(支柱、アンカー、結
農作物被害を受けている

設置目的が解消
束線など〉は自己負担

農業被害対策
農家及び家庭菜園を管理 WM柵の貸与数量は、 250m

WM柵
するもの

するまで
を上限とする。

同一申請者は貸与対象年度に

おいて1回限りとする。

貸与資材は電気牧柵器本体の

み
農作物被害を受けている

設置目的が解消 関連資材(支柱、ガイシ、電気
電気牧柵器 農家及び家庭菜園を管理

するまで さく線など〉は自己負担。
するもの

同一申請者は貸与対象年度に

おいて1回限りとする。
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資材 対象者

箱わな
有害鳥獣捕獲許可証を有
するもの

小型捕獲器
有害鳥獣捕獲許百証を有
するもの

生活環境被害
白出川Eコ品z:ミ

対策WM柵

【棲み分け対策】

地域ぐるみによる棲み分け対策の推進

ア内容

期間
有害鳥獣捕獲許
司期間

有害鳥獣捕獲許
可期間

設置目的が解消
するまで

・地域ぐるみによる次の取り組みを推進している。

備考

個人捕獲許可を除く

貸与資材はWM柵及び関連資
材一式。
原則として協議会が罰す設置
マニュアルを順守し、設置する
こと。
自治会がない等の特別な理由
がある揚合は、 3戸以上の任意
団体による申請を対象とする。

①侵入防護柵(ワイヤーメッシユ柵、電気牧柵器、ネット等〉の設置箇所の点検、

補修及び周辺の除草作業。

②有害鳥獣の餌付けの原因となる収穫物残j査、選定枝等の園揚及び周辺への放置

をレないこと。

③有害鳥獣の生態や効果的な対策等の学習。

イ 取組みへの支援

・長崎市が委託している専門業者によリ、要望があった地域に苅レてコンサルテイ

ングを実施している。

【その他】

専門業者による被害相談等への対応(有害鳥獣対策相談等業務委託〉

ア内容

・委託期間-平成 30年度から 32年度までの 3年間

・受信窓口:有害j馬獣相談センター(電話095-841-0477 あぐりのE内〉

イ 主な対応内容

・イノシシ、シ力、アナグマによる農作物被害や生活環境被害等への相談対応(現

地調査、被害防比指導等〉

-地域ぐるみの有害鳥獣苅策の勉強会へのコンサルテイングの実施。

.捕獲技術向上のための講習の実施。

・捕獲隊への安全講習会の実施。
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|参考|
地域ぐるみの捕獲隊

~有吉鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者容認事業 (国制度)~

捕獲隊とは、狩猟免許を持つ「リーダ- Jのもと、 狩猟免許を

持たない人も捕獲を補助することができる制度です

【捕獲隊のメリット】

(農家などの地域住民)

。イノシシ対策の知日哉、理解が深志る

ポ狩猟免d午がなくても自由にイノシシ捕獲ができる制度ではありまぜん !

(狩猟者)

つ作業の負担軽減(わなの企胃、見回り、 エサやり、楠穆個体の坦焼却処分)

Oわなぷ習場所の土地所有有との副轄がスムーズに

J狩猟、捕獲への住民の理解が浮まる

【捕獲隊を結成するために似・..)

Jリーダ- (狩猟免点を博つ捕獲経験者)を合む、楠蒋珠メンバーを集める

り安全点習会を受講する(狩猟免午を持たない人は、 1宅に 1同の受ぷが必要)

ー}楠穫隊のメンバーリストを作成し、有ミdk:3獣摘笹口午可を受付る

【繍獲隊の捕獲許可は・..]

0使用できる猟只 :科わな、聞いわな(保険加入が必要)

{ー)捕獲の対象動物:イノシシ、シノJ、アナグマ、タヌキ、力ラス

【捕獲補助員ができる作業鉱…】

作 う長 判定

わな設置 ム

竹理(エサゃりゃ見同り) 。
捕獲(止め刺 し処分) ム

わな菰去 A 

) :捕獲補助員巾犯で作業可 1:::.:リーダ-(狩担免n午所持高)と作業

【長崎市のサポートは…1
日}捕獲報奨金制度

J安全講習会の開f<<

。科わなの無伝貸与(数量限定)

)椅移民術サポート 15 

地域のみんなでイノシシを捕まえよう!
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イノシシの出漫にご注意ください!!

現在イノシシの活動が活発な時期です。
イノシシに遭遇しでも適切な対応で彼曹は防げますので、

潜ち纏いて行動しましょう。

.n買が民く、r.れた学習能力を持っている
・足が非常に速く、動きち機敏

・高いジャンプが出来る
・雑草E性で伺でも度ペる

-闘の力が強く、 l也面を掘り返すのが得意

・泳ぐことが出来る
・犬並みの唄貨や、優れた臆覚を持っている

・人を怖がるため夜間に活動するl易合が多いが、安全な蝿所では昼間でも活動する

(イノシシ奄刺淑しO'll ~ 
@イノシシと出会コたときに、大声を出したり、物を投げたり、樽で追い立てたり、火を近
づけだりすると、イノシシが典留して興コてくる可能性があるので、ありてす、騒がす、
イノシシを刺激しないで、ゆっくりとそのl易を離れてください。

@子どものイノシシ (うり応〉を見かけても、かわいし1から近づいたり、追いかけたりしな

いようにレてください。近くlこ@イノシシがいますロ

(沼;写著，'t:行動$る 1 1 
-四---田・"・・・ー---ー-ー・ーーー---....; 

@万が一、イノシシが襲コてきても、決して反駁せず、鐘向や車に逝難しだり、高いところ
に移動する〈木に量る)などして、安全を確保しましょうu また、イノシシの進路 (遇り

道〕はふさがないでくださいお

(エ特与え@い t一一- 1 
@イヌ ・ネコ伺のヱサや、野票くす ・残飯などの生ごみを屋外に自主置すると、イノシシの主
サj易になってしまう可能性があるので、絶対に般置レないでくださいc

・お問い合わせ

イノシシなどの奇智蝿獣による被奇相験や

現地栂査、 彼曾防止方法に関するアドバイス

益ζ
長崎市有雷鳥獣相識センター

TELO~ラー84-1 -0477
〔長崎市四杖町2671-31あぐりの匠内〕
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畳亘益ζ
長4軒目醜林辰興課
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12農業ヘルパー制度

(1 )制度の概要

長崎市農業センター(長崎市戸石町〉では、農繁期に人材を必要とする長崎市内農業

者の手助けを行う「農業ヘルパーJの育成のための農業ヘルJ'¥ー研修会を開催している。

研修修了後は、職業安定法に基づく無料職業紹介業務により、すぐにでも農業ヘルパ

ーとして就業できる希望者を「求職者」として登録レ、農業者の求人依頼に応じて条件

に合った求職者を紹介している。

賃金・就業時間・回数等の雇用条件については、面接を行い、求人者ζ求職者の聞で

協議してちらい、双方の了解が得られれば、農業ヘルパーとして就業することになる。

求職申込み
寸

一

ん

〉

者

少

一

せ

¥

、

業

ン

一

つ

1
2

一
一
約
勺

事

セ

一

あ

一

契

一

介

業

了

1

・
i守
一
用
一

紹

農

一

介

一

雇

一

業

市

一

紹

う

一

職
醐
一

求職者

〔農業へJレバー登録者〕

(2)研修修了生の農業ヘルパー登録状況

求人申込み

求人者

〔市内農業者〕

農業ヘルパー研修修了生 | 現在の農業ヘルパー登録音

348名 I 83名

(3) これまでの農業ヘルパー活動実績(平成 16 年 10 月~)

職業紹介実績(過去5ヵ年) [平成 30年3月 31日現在】

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

求人件主主 241牛 24件 10件 151牛 241'牛

(雇用農家) ( 11戸) (18戸) (9戸) (14戸) (19戸)

求職者数 22名 28名 17名 24名 29名

(農業ヘルパー) (延 50名) (延 84名) (延 21名) (延 37名) (延45名)

(4)主な就業実績(農作業〉

野菜 いちご定植準備・ショウガ収穫

砲さ 菊の芽摘み

果樹 びわ収穫・みかん収穫等
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13農業振興会制度

(1 )制度の概要

長崎市内の農林畜産業の健全な発展を目指レ、会員の農業経営の安定向上及び青年農

業者・女性農業者等の育成確保に努めるとともに、地域農業の振興を図るため『長崎市

農業振興会』を組織し、次の事業を行う。

※平成 30年3月31日現在の会員数 687人 (56団体〉

年会費 1，000円/1会員

(2)農業団体の育成支援事業

会員団体の組織活動の拡充・事業展開の促進・農業経営の安定向上を図る疋め、自ら

視察研修事業等を実施しだ者に苅し、経費の一部を助成。

※朗成額:3，000円/人(2年に1回)

(3)講習・研究会等の開催事業

農業経営の拡充・生産技術の向上を図るため、農産物直売所・観光農闘等に闘し、会

員を対象とレた視察研修会を開催。

※年 1固 (2月頃予定)

(4)農業後継者・女性農業者育成事業

青年年農業者・女性農業者によって組織されたグループ等の組織活動の強化を促レ、

農業経嘗者とレての資質向上を図るだめ、育成指導や助成をおこなう。

(5)品評会・共進会の支援事業

各国体が実施した農林畜産物の昂評会等に対レ支援し、日ごろの成果をだたえ、なお

一層の研鑓・意気高揚を促すため、「農業振興会長賞」を慢与する。

(6)試験研究等の活動支援事業

会員団体や関係機関が実施する基本的な試験研究・新規展開事業の実施検討などを目

的とレた研究活動に苅し、指導支援を行うとともに経費の一部を朗成。

(7)啓発活動事業

会員活動等の紹介・身近な農業情報の提供・長崎市の事業概要等の周知を目的に、「振

興会だより」を発行する。

※「振興会だよりJ1，200部3月発行予定
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14経営所得安定対策 ~í食」と「地域」の再生に向けて~

(1 )事業目的

販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を苅象に、肪成を行うことにより、農

業経営の安定と圏内生産力の確保を図り、食料自給率の向上と農業の多面的機能を維持

するため平成 23年度から本格的に実施されている。

なお、平成 22年度に導入された「米の直接支払い交付金」は平成30年度から廃止

された。

(2)対象作物

wcs用稲・加工用米・飼料用米・米粉用米・麦・大豆・そぱ・なたね・地I或振興

作物等

(3)経営所得安定苅策交付金

[交借対象者】

水田において水稲以外の作物を作伺けし販売した揚合、その作付面積に応じて定

額朗成する。

ア戦略作物肪成

【交{寸苅象作物・単価(全国一律)]

対象作物 交伺単価

麦・大豆・飼料作物 3.5万四/10a

wcs用稲 8.0万円/10a

加工用米 2.0万円/10a

飼料用米・米粉用米 収量に応じ5.5万円/10a~1O.5万円/10a

イ産地交伺金

[交{寸対象作物・単価】

区 分 ロCコロ 日

雑 穀 小豆等

砲さ・芯木 mき、宿木、種苗類(括苗・植木苗含む) 等

聖子 菜 きゅつり、トマト、なす、ピーマン、かぼちゃ、いちご

すいか、メロン、キャベツ、はくさい、ほうれんそう、

たまねぎ、ねぎ、レタス、大根、にんじん、さといち、

生菱、枝豆、馬鈴薯、かんしょ、アスパラガス、か15(、

ごぼう、にんにく 等

地力I首進作物 ソルゴ一等

そ の {也 そぱ、なたね、きの」類、」んにゃく 等
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産地交借金については、県より地域農業再生協議会に枠が配分され、地域農業再生

協議会ごとに助成内容を設定し、地域の実情や戦略的に取り組む作物等について、総

合的に判断レ、交付単価を設定する。

[参考 (H29年度〉】

・交{寸単価・・・・・・|21，000円/10al

ただレ、イチゴ・アスパラガス・トマト・荷きについては

2ア，000円/10a

-交f寸実績.....197戸に対レて、 7，468千円を交位
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15農業金融制度

(1 )長崎市農業活性化特別支援資金

資金種類 資金区分 貸付利率 償還期限 貸付限度額

個人:5，000千円
認定農業者育成資金 運転資金 無利子 5年以内

法人:10，000千円

運転資金 無利子 5年以内

新規就農者育成資金 10年以内 個人:10，000千円

設備等資金 無利子
(据置3年以内含む)

運転資金 無利子又は年1.0% 5年以内

個人:8，000千円
特定作物等振興資金 7年以内

法人:15，000干円設備等資金 無利子又は年1.0%
(据置 2年以内含む)

10年以内 個人:5，000千円
農地等取得・改良資金 購入又は改良資金 無利子又は年1.0%

(据置 3年以内含む) 法人:15，000千円

-認定農業者又は新規就農者が長崎市農業活性化特別支援資金を借り入れる揚合は、

貸借利率を無利子とする(資金種類は不問〉。

.長崎市が財政負担を行う補朗事業の当該補朗残にかかる融資は行わない。

(2)農業近代化資金利子補給補則制度

ア事業内容

農業者の経蛍の近代{じに資するため、農協等の金融機関が貸し伺ける施設資金等(固

から県ヘ移管されだ資金で長崎県が利子補給を行う〉に長崎市が単独の上乗せ利子補

給を行い、農業者の利息負担の軽減を図る。

イ 利子補給率及び貸借利率

長崎市の利子補給率は、長崎県の利子補給率の2分の 1以内とする。ただし、融資

を受けた農業者が30歳未満の新規就農者の揚合は、全額の利子補給を行う。

~ 基準利率 長崎県利子補給率 通常貸付利率 長崎市利子補給率 末端貸付利率

農 業者 0.00事色 0.30早も
1.60早も 1.30~也 0.30~也

新規就農者 0.30早色 無利子

※対象が新規就農者以外の揚合においては、

・長崎市利子補給後の末端貸伺利率が年 1.0%を下回らないよう調整する0

・長崎市の利子補給率の上限は、年 1.5%とする。

・利率は、平成30年4月現在のもので、貸付時期によって変動する。
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16グリーンツーリズム准進事業

~各ツーリズム団体が実施する事業や施設整備に対する支援制度~

(1 )事業概要

長崎市の農林水産業振興及び農山漁村地域の活性化を図るため、農山漁村地域において

自然・歴史・文化・人々との交流を通じて、都市住民の11j¥に豊かさとやすらぎを提供する

滞在型余暇活動「グリーンツーリズム」を実施する団体に苅し、実施する事業に対する支

援を行うもの。

(2)事業主体

地域住民を主として構成されたグリーンツーリズムを提供する団体

[各地区のツーリズム団体 〈平成 29年3月31日現在〉】

・外海地区 外海ツーリズム協議会

大中尾棚田保全組合

ステップUP池島研究会

・琴海地区 クリーンツーリズム長崎あっと!さ@琴海

・野母崎地区 野母崎ツーリズム振興会

-高島地区

・伊王島地区

.茂木地区

・東長崎地区

(3)事業内容

ゃったろう de高島

伊王島加工組合

ちんじんよかBY茂木

笑顔でつなぐ~ツーリズムひがなが~

。各団体の事業活動仁対する支援

〈地域活性化に向けた各種イベント開催、体験受入れ、広報 PR、研修事業など〉

※子ども農山漁村交流体験による市内小中学校の受入れに対する支援

・補助率 3分の2以内

0加工交流施設整備に苅する支援

〈軽微な改修、調理台・調理器具・冷蔵庫等の購入整備など)

・補問率 2分の1以内(補助金上限 1，000千円〉

0農林漁業体験民宿施設整備に苅する支媛

〈トイレ (合併浄化槽設置に係る費用を隊く。〉、浴室、洗面所、調理場の改修など)

・補助率 2分の1以内〈補助金上限 1，000千円〉

[体験受入れ風票】
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17農地中間管理事業

(1 )事業目的及び趣旨

担い手の育成・確保、耕作放棄地の解消、集落蛍震など地域農業の振興を目的として、

農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への農地利用の集積・集約化

を図るだめ、長崎県においては、長崎県農業振興公社を農地中間管理機構として指定し、

長崎市では、その業務の一部を長崎市地産地消公社が委託を受け、事業を推進している。

(包事業概要
農地中間管理機構

事業の流れ

出レ手

(貸付

(長崎県農業振興公社〉

「受け手が希望する農地を、出し手から機構

が借受け、受け手ヘ貸借ける。

※対象は農業振興地I或区域内農地です。

担い手等

受け手

( {昔受

希望者〉

農地を貸す期間

は、できるだけ

10年以上。

※本市では、長崎市地産地消振興公社が委託

を受けて、一部業務を行っている。 公募に応募する必要

がある。(平成29年

度から随時受付中〕
サポート

中間管理事業推進チーム
l県央掻興局・ JA・農業蚤員会・市l

(3)農地出し手(貸伺者)への支援策(機僑集積協力金〉

ア地域集積協力金

0交付対象者;人・農地プランの実質よの話レ合いの単位となっている地域 、
O交信要件:地威内の全農地の2割以上が機構に貸付けられていること。

0交付単価 (協力金の使い方は、地域の話合いで判断〉

• 2 割超~5 割以下 1.5万円/lOa ・ 5 割超~8 割以下 2.1万円/10a

¥ ・8割超 2.7万円/lOa ~ 

イ 個々の出し手に対する支援

/ 、

、、

①経曽転換協力金

0交{寸対象者
機構に農地を貸付けた次の者
-経嘗転換する農業者 ・リタイアする農業者
.営農しない相続人
※農業委員会が遊休農地又は耕作放棄地と確認

した農地の所有者を除く
0交付要件

全農地を 10年以上継続して貸借、
0交付単価 ※機構への貸借面積に応じて算定

.3.5万円パOa
※1戸当たりのよ限2ha以下50万円

2ha超70万円

ノ

②耕作者集積協力金

O交信対象者
・機構の応募に応じた者が経蛍する農地又は機構
が借り受けだ農地!こ隣接する2筆以上の農地

上記について
・自作地を機織を介して担い手ヘ貸付けた耕作者
O交付要件
-交付対象農地を 10年以上機構に貸借け、受け
手に貸借けられていること。

・合意解約される賃借権が設定後 1年以上かつ満
了の 1年以上前であること。

0交付単価 29年度:1万円/10a
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18栽培技術指導支援事業

(1 )事業概要

.栽培経験が乏しい新規就農者や定年帰農者が、疑問や課題を抱えていたり、新しい昆種

や作目の栽培を開始した揚合に、依頼に基づき一定の技術指導を行うもの。

(2)事業内容

[実施期間]

[対 象者]

[内容]

平成 28年度~平成30年度 (3年間〉

長崎市内の農業者

技術力の高い地域の農業者をリストアップレ、指導者として登録依頼

に基づき、登録農業者を派遣し、迅速に指導を行う。

栽培技術を向上させ、安定生産と所得向上による経営安定に繋げる。

(3)事業の流れ

①指導依頼
新規就農者

定年帰農者

農家

効果:
安定生産
所得向上

長崎市

日

遣

日

派

会

副

者

修
導

研

也
日

県央振興局 )←…・ ; 
マッチングてぺきない時

協力依頼

会~
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19 環境保全型農業直接支払交付金

(1 )本対策の仕組み

自然環境の保全に資する農業生産活動を普及准進するため、生産部会等が行う、有機質

肥料の施用や化学肥料・化学合成農薬の怪減等の環境保全に効果が高い取組に対レ、環境

保全型農業直接支払交付金を交付するもの。

(2)実施期間:平成 30年 度 ~

(3)交付金の単価 :

・全国共通取組

(力J'¥ークロップ、堆肥の施用、有機農業) 3，000""'8，000円/10a

.地域特認取組

(IPM、リビングマルチ、草生栽培 等) 3，000""'8，000円/10a

※取組内容、年数、内容により単価が変化する。

(4)事業実施主体:農業者の組織する団体〈生産部会等〉、一定の条件を満たす農業者等

(5)対象となる営農活動

化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と組み合わせて行う地球温暖

化防i上や生物多僚性保全に効果の高い営農活動

化学肥料・化学合成農薬を5割以上低減する取組

選択取組(いずれか 1取組〉

-全国共通取組

「ホークロツプ

-地域特認取組
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所管施設一覧

市民農園

設置場所 長崎市平山町・三重町・高島町・琴海戸根原町

設置年月日
昭和52年4月l日(平山) 昭和58年4月l日(高島)
平成13年4月l日(三重) 平成17年4月l日(琴海)

耕作放棄地の有効利用を図り、都市住民の作付け、収穫の体験を通して、農業に対する理
解を深める。

設置目的

(管理業務委託)

管理運営 長崎市
-長崎市地産地消振興公社(平111)
-三重市民j長岡管理!の会(三重)
-赤水地区管理組合(琴海)

11，品員配置

CIZLWl 《商品》

I 1三回数 373区間 l区回数 15SI2{困

2 mi .fjl! 11， 927m' 2 D伺干1'1 4， 176m' 

( 1区画約20m') ( 1区間約30m'キ特別区間有)

3利用料 3， 000円 Ujo微) 3平IJm料 200lIJ (年微)

4 I¥{HW施設 4 m椛施設

(J)駐車場 (2)紛担|水設備 (j)給羽|水設備

(3)簡易便所

施設概要

i一章》 目華子t毎》

l区画数 213区画 l区画数 95区画

2面積 11，107m' 2面 積 3，120m' 

( 1区間約30m') ( 1区画約30m') 

3利用料 5， 000円(年額) 3利用料 5， 000円(年額)

4附帯施設 4附帯施設

(J)駐車場 (2)給排水設備 (1) UI事Jf! (2)給担|水設備

(3)簡易便所 (3)管理係(便所)
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所管施設一覧

長崎市農業センター 長崎市イノシシ等処理加工所

設置場所 長崎市戸石町34番地2 長崎市四杖田T2671番地31

設置年月日 平成15年4月1日 平成18年5月11日

市内農業者の手助げを行う農業へルパーの育 有害鳥獣tiliJ盟等によりtili獲されたイノシシ等
成のための研修等を行い、本市農業の活性化を をf苦用して、食肉及び)J日工品を製造し、本市の
図る。 特産品として販売することにより有害鳥獣捕獲

の意欲向上と農業娠興に寄与する。

設置目的

(業務委託)

管理運営 長崎市 合同会中t ながささ夢ファーム

fllJ隊員 2名
丙任用JJi臨員 2名

， 

利川定員等 専門員 l名
l属託員 l名
業務委託作業員 1名

l敷地師約 18. OOOni 

2野菜栽端研修悶場 2.900πf J ::l~な施設

うち ビニールハウス 500m' 鉄骨造平屋建 128. 59ni 

露地 2. 400ni 

処J虫室 18. 34ni、

3室内研修室 322nl スライスパック室 26.44m' 

冷版局E 4基

冷凍庫 2基

施設概要
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所管施設一覧

長崎市外海ふれあい農産加工所 長崎市道の駅夕陽が丘そとめ

設置場所 長崎市神浦下大中尾町644番地 長崎市東出津町149番地2

設置年月日 平成15年10月1日 平成18年4月1日

外海地区の加工グループが地域産物を利用し 地場産品にふれあう場及び地域の情報を提供性
た付加価値のある加工品を製造販売すること し、もって地域の振興及び道路利用者の利便
で、所得の向上を図る。また、加工体験の受入 の向上に資する。

れ及び生産流通を通じて消費者との交流を促進

設置目的 することで地域の活性化を図る。

(業務委託) (指定管理者)

管理運営 外海農産加工組合 そとめ「農」と「食」の架け橋

利用定員等 出荷会員数 205名目130.3. 31) 

l敷地問積 566rri l敷地而級 6， 712rri 

2主な施設 2主な施設

鉄筋コン9リート平屋建 174rri 鉄筋コンクリート造2階建

484ぱ

l床11曾加工室 40rri 物産販売所 207m' 

製菓)JI]工室 25rri レストラン 139rri 

)JI1工体験室 20rri トイレ 34ば

事務室等 85rri 

施設概要 テイクアウト館(別煉) 19rri 

駐車場 普通車77台

身障者用 l台

県主主備分

1敷地問積 3， 064rri 

2主な施設

休憩所 56rri 

トイレ 49m' 

駐車場 パス3台

普通車26台

身障者用2台
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所管施設一覧

長崎市三和農水産物加工直売所 長崎市野母崎ふれあい市場

設置場所 長崎市布巻町88番地 1 長崎市野母町568番地l

設置年月日 平成15年6月l日 平成10年12月19日

地域内流通シスァム(地産地消)を構築する 地域特産品の振興、直売、宣伝を通じて消費
ため、少量多品目の農水産物等の流通機会を造 者との交流を深めることで、農業の振興及び地
成することで、農水産物の振興と地域の活性化 域の活性化に資する。
に資する。

設置目的

(業務委託) (業務委託)

管理運営 (一財)長崎市地産地消振興公社 のもざき「じげもん市」推進協議会!

利用定員等 tJJ術会員数 585名目130.3目 31) tJJ荷会員数 44名(H30目 3..31)

l敷地!日制 1，419m' l 放I血 f(ÍJ .fi~ 131m' 

2主な施設 2 ::1::な施設

直売所 木造平屋9J!; 81111 

木造平屋建 163m 7土佐E明旧肱守 73m' 

倉庫 4ni 
事務所 8m' トイレ 4m 
売場 137m 

f 
調理室 7m 

施設概要 トイレ 11m 

加工所

木造平屋建 129m 

製造室 84m 

事務室 11m 

売場 34m 
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所管施設一覧

長崎市植木センター

設置場所 長崎市松原町2624番地l

設置年月日 平成16年5月1日

市民に植木園芸に関する情報及び研修の場を
提供し、もって植木園芸の振興に資する。

設置目的

(指定管理者)

管理運営 J員事組合法人古賀植木倒芸組合

利用定員等

l敷地問積 7. J 45m' 

2主な施設

鉄骨造平屋建 280m' 

展示ホール 40町l'

研修室l 77ぱ

研修室2 55m' 
見本庭園 80m' 

施設概要 多目的広場 5. 720ぱ

※施設の利用は有料

3-62 



設置場所

設置年月日

設置目的

管理運?

職員配置

施設概要

所管施設一覧

市管理農道 簡易農道

長崎市内一円

市内の農業地帯は平地に乏しく、ほとんどの農地は山の斜面に形成されていることから、管
理、運搬などの作業に多くの労力を要する。農業就業人口の減少、高齢化に対応し、効率的な生
産と安定した経営を図るため、農道の整備を進めている。

長崎市

l 長崎市管坦!1良道

路線数 255路線

延長 121， 506111 
舗装延長 110， 101111 
舗装率 91% 

3-63 

l簡易農道

路線数

延長

指Ii装延長

命1i装rf，s

517路線

112， 582111 
100，855111 

90% 

※簡易j良道の採択基準

-短長 30m以 t
-幅員 2m以ヒ

・受議戸数 2戸以上



4 長崎市の林業

川長崎市の森林

(2 ) 長崎いこいの里

水産 農 林 部

平成 30年 6月



崎市c;)森林

ふれあいの森(点J主投ill) 総の必金(f!J足(1必金)

公共建築物等木質化(木の香りのする図占館) 記念植樹(日中植林凶際辿川事業:市民の森)

水産農林卸

平成30年6月
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長崎市の森林

1 森林の現状

森林は木材生産のほか、水資源の確保、大気の浄化、土砂流出防止等の多大な公

益的機能を発揮し、地域住民の生活環境の向上に大きく貢献している。

本市における森林の面積は 21，796haで森林率 53. 7を占めており、そ

の内、国有林を除く民有林の天然林(自然林)面積は 11， 8 4 9 h a (5 4. 4 %) 

で、ヒノキ、スギを主体とした人工林面積は 7，339ha (33.7%)、竹林及び

無立木地は 1，586ha (7.3%) となっている。

人工林については、下刈り、枝打ち、間伐等の保育を実施するとともに、保育作

業及び木材搬出のための林道や作業道を計画的に整備している。

しかし、林業を取り巻く情勢は、木材価格の低迷、林業生産経費の高騰による経

営意欲の減退、林業従事者の高齢化、さらに、若年者の山村離れによる後継者不足に

より厳しい状況にあり、維持管理の行われない森林の増加による森林の機能の低下が

懸念される。

( 1 )森林の整備の方向性

このような中で、将来にわたって森林の持つ多面的機能を発揮していくために、

森林資源の整備、林道の整備を中心とする林業基盤の整備を図っていく必要があ

る。

なお、今後、地形的に緩やかで肥沃な土地等生産性に優れている地区について

は、木材等生産機能の発揮が期待される育成単層林(※1)を整備するなど森林

資源の循環利用を図るとともに、地形的条件不利地等における育成単層林につい

ては、公益的機能の一層の発揮を図るため自然的条件を踏まえつつ育成複層林(※

2 )への誘導を推進する必要がある。

基本的な理念(ビジョン)

く 人工林〉
移行

亡二〉 くヌ蚕亙瓦〉

r・人工林
、r

.天然生林

、
・戦前、戦後の乱伐及び木材需要の増加、

戦後復興を目的とした国策である「拡

大造林jに伴い植栽された森林。

・ヒノキ、スギ等の針葉樹からなる森林ノ、』

.主として天然力を活用することによ

り成立維持される森林

-カシ・シイ・マツ・クヌギ等の広葉

. 樹からなる森林、
※人工林から天然生林への移行については、利用間伐等行いながら徐々に行う。

※地形的に穏やかで肥沃な土地等、生産性に優れている地区においては、経営に意欲的

な経営体に対して引き続き再造林(ヒノキ・スギ等)を推進する。
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(※1 育成単層林

|林業経営を継続して実施する施業方法(現在)I 
森林を構成する林木を皆伐により伐採し、単一の樹冠層を構成する森林と

して人為により成立させ、維持される森林。(植栽によるスギ・ヒノキ等か

らなる森林。)

企“企
AA.u.uu畠H .. ..""" 

|※2 育成複層林 l 
i天然生林に向けた経過措置|

人為と天然力の組み合わせにより 、複数の樹冠膚を構成する森林とし、

森林諸機能の維持増進が図られる森林。

長伐期化を実施し、除々に天然林化を図る。また、地区によっては、広

葉樹(クヌギ等)を植林することにより有害鳥獣対策を図る。

件件.併..十
(育成天然生林

|長崎市が目標とする森林(約 30年後)I 
天然力を活用することにより、森林諸機能の維持増進が図られる森林。

(力シ・シイ・マツ・クヌギ等からなる森林)

なお、地区によっては、保育作業を実施する。

• ' 

4-2 



森林づくりの方法

宙飛を値λるなとdτ;:;刊を日て曇方

;圭てす こコして底立したお"を人工

梓とtい、A:やニノキカコマ;，.

I.)マツなと.主にJtli憎の人工叫"

3島〈見られζτ 高木の値付けよ始革

リ 自駐車かX曹〈司ちt量I.TitZτ6

・畏い年月と葺〈の入手をかfて胃

ても司王す.現主針E闘にけて証〈

広貧瞥の也付吋置による:J，，~t;ロ"_'-;'

〈・'，:J指4;::れています

hFlω 

λや切リ鎌から刀司書な乙 自憶のカ

モ荷停して'Iiしい主1tを司て つ〈リ

ム.;'{，方.Iiてτ :lt'の主主事よt"e..
〈遣実に5事件をつくリ上げるために.

必要に応して;r:;tえや倒需のな長E肱

ける宅震を行い孟す.

喧哩‘ょ-t:Jt，.1 .. Ul.，.. 
曹ι「事，，.

9 

[i~に人の手を加え. 健全て活力のあるお将をつくり上げる. これかø綜っくりの電え方です.

a称をつくり上げる方:査と して.主に人工造Mと天tt直訴の2っかあります.

これらのZ主将っくりを通切に実行していくためには.

将道や作.遭なとの路舗の包儲か必11てあり

これらを計画問、一館前に進めていくことか・望てす.

，. 

‘' 

勾ム一一一，，~
E 
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-

ー-
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.τ ;1. ~遁Eし軍量ir時事Eつ〈リ土げ
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";":I'CUd'とレえます.
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(2)森林の種別と薗積及び森林率

【所有形態別森林の種別と面積】 (市内金森林面積 21，796haを100%とする)

[問1，022 ha 

( 4. 7%) 

※長崎市行政区域総面積 40，586ha 

森林率 53.7% 

民有林 公有林(県、市有林、その他)

20， 774ha 

(95. 3%) 

2， 915ha 

(14. 0%) 

一私有林
17， 859ha 

(86. 0%) 

【森林面積及び森林率】

森林面積及び森林率

森林
区 分

民有林 国有林

平成 5年 21， 267 1， 250 

平成10年 21， 160 1， 057 

平成15年 21，010 1. 057 

平成20年 20， 860 1. 020 

平成22年 20， 776 1， 022 

平成25年 20， 776 1， 022 

平成28年 20， 774 1， 022 

計 (A)

22， 517 

22， 217 

22， 067 

21. 880 

21，798 

21. 798 

21. 796 

-森林面積については、長崎県の森林・林車

※長崎市有林 2，594 ha 12. 5 % 

(単位:面積ha) 

行政区域面積 森林率(%)
(8) (A) / (8) x 100 

40， 564 55. 5 

40， 612 54. 7 

40， 621 54.3 

40， 643 53.8 

40， 646 53. 6 

40， 647 53.6 

40， 586 53. 7 

統計(平成29年2月刊行)
-行政区域面積については、長崎市の都市計画(資料編)平成28年度
面積減は、国土地理院による「全国都道府県市区町村面積調Jの算出方法の変

更
-平成5年、 10年、 15年の数値は、合併町を含む

4-4 



(3)民有林の現況

【民有林の樹種別・林種別 森林資源一覧表】

民有林の樹種別森林資源(面積ha、蓄積千所 、竹/千束)

3十 葉 樹
広葉樹

3十 スギ ヒノキマツその他

H27 
面積 7， 316 1. 782 5，431 84 19 11， 872 
蓄積 2， 161 769 ，. 370 20 21 1. 288 

平成28年度長崎県の森林 ・林業統計(平成29年10月刊行)
・数値は、 四捨五入のため計と内訳は一致しない。

竹林

757 
(767) 

民有林の樹種別森林面積(平成28年度)

ha 
12，000 11，872 

10，000 

8，000 

6，000 5.431 

4，000 
1，782 

LJ 84 • 757 

2，000 
~ .J 

19 

ε， ..-r 
~ 

。
スギ

ヒノキ
マツ

その他
広葉樹

竹林
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無立木地
5十

未立木地伐採跡地

829 0120，774 

一 一 3，449 

829 • 
無立木地



(4)保安林

保安林とは、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保

全・形成等、特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事

によって指定される森林です。

保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐

採や土地の形質の変更等が規制されますが、各種優遇措置もあります。

行為制限

・立木の伐採(県知事許可)
@土地の形質変更(県知事許可)

@伐採した跡地への植栽義務

優遇措置
。固定資産税や相続税等税の控除
。伐採の制限に伴う損失補償

。間伐等の造林補助金の加算
。公庫資金借入の優遇
く〉山崩れ防止等公費負担による治山整備

<保安林の種類>

保安林は、水源のかん養、 土砂災害の防備等それぞれの公益目的の達成のために指

定され、その種類は 17種類に及びます。

長崎市の保安林の現況

干害防備， 8.5% 魚っき，0.8% の
k

山
巴
+
酌
T
u
m
M

の
ぼ
り
口

そ
F
P
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( 5 )林業就業者数

【林業従事者数人口の推移】

林業を取り巻く情勢は、木材価格の低迷、林業生産経費の高騰による経営意欲

の減退、林業従事者の高齢化、若年者の山村離れによる後継者不足といった厳し

い状況にあるため、就業者の減少傾向が続き、長崎市では近年 100人を割り込

んでいる。

このため、維持管理の行われない森林の増加による森林機能の低下が懸念される。

区分 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

全国 13， 982 100， 497 81， 564 67， 558 52， 173 51，200 

長崎県 946 671 596 480 287 681 

長崎市 131 86 113 115 70 78 

資料:国勢調査

※平成22年に全園、長崎県の就業者数について、 国勢調査の集計方法の変更があった。

1，000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 。
島

司-・ • 

ー←長崎県 ー←長崎市

畠

- -
曹 • 

平成27年

45，440 

596 

80 

• 
昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

※ 年齢別林業就業者数は、国勢調査における集計データなし

※ 林業生産量については、極めて小量であるため把握できない
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2 市有林の現状と管理

( 1 )管理形態

直 l 営林:間伐等の保育作業は、業務委託により実施する。

分収造林:園、県及び地域の造林組合等と土地所有者である長崎市と分収

契約(伐採時の収益割合等の契約)を結び、園、県又は地域の造

林組合等による植林や保育等の管理を実施する。

(2)市有林の内訳

(単位:面積ha}平成22年4月1日現在

分収林
区分 直営林

地域分収 官行造林 公社造林 県行造林 (独会)阿森曽林田総5 
採草地 総計

合計 1， 308 298 65 204 298 167 254 2， 594 
長崎 893 298 44 41 203 106 254 1， 839 
香焼 139 40 179 
伊王島 5 

内
高島

訳 野母崎 57 8 651 
ニ和 21 19 20 601 
琴海 25 10 35 70 
外 j毎 187 134 53 374 

3 林道基盤整備の概要

( 1 )林道及び作業道の開設状況

平成30年4月1日現在

区 分 路線数 延長 1m) 舗装延長 1m)舗装率 1%) 備 考

林 道 20 67， 699 59， 135 87 長崎地区(西彼半島線含む)

16， 255 9，245 57 外海・香焼・野母崎・琴海地区
計 29 83， 954 68， 380 81 

本業専用達 。外海地区!神浦江JlI線l
H28より開設中

計

作業道 25 45， 058 14， 295 32 長崎地区
10 9， 815 1. 834 19 野母崎・琴海地区

5十 35 54， 873 16， 129 29 
~ 計 65 138， 827 84， 509 61 

※外海、琴海地区の西彼杵半島線(林道)は同一路線延長のため、長崎地区に計上している。
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4 市民ふれあいの森

( 1 )設置目的

市民が森林に親しみ、憩い、自然を体験する場を提供することにより、森林及

び林業についての理解並びに自然愛護に対する意識の高揚に資することを目的と

する。

名 称 整備開始年 面積 (ha) 主な施設

長崎市民の森 昭和 48年 765 森林体験館、ケビン、 キャンプ場

ーツ山の森 昭和 49年 104 林間広場、花木、遊歩道

目見金比羅の森 昭和 63年 69 林間広場、トイレ、展望台

岩屋山の森 平成 5年 133 林間広場、ハ'イオトイレ、遊歩道

戸石金比羅の森 平成 14年 17 遊歩道、花木、案内施設

ザ
』~

， 
， 
， -

・司
圃
胃
・

"
・， 

， 
， 
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ア 市民ふれあいの森(写真)

長崎市民の森内「体験の森J

森林学習施設内部

岩屋山の森

宿泊施設

(ケビン)

4-10 
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( 2 )体験の森

長崎市民の森内に、市民が森林に親しみ、憩い、自然を体験する場を提供す

ることにより、森林及び林業についての理解並びに自然愛護に対する意識の高

揚に資することを目的として設置された施設。

施設名 区 分 23年度 24年度

総l姦件林宇体宙験腿館寂) 利用者数 8，221 8，602 

宿泊利用者数 2，759 2， 638 
休養宿泊施設

休憩利用者数 1，713 1，640 (ケビン)

計 4， 472 4，278 

キャンプ場 利用者数 47 107 

運動広場 利用者数 13，608 14， 686 

計 26， 348 27， 673 

4-11 

(単位:人)

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

8， 897 7，717 9， 871 

2， 641 2， 164 1，878 

1，429 1，389 1，430 

4， 070 3， 553 3， 308 

123 74 172 

14，941 12，917 12，718 

28， 031 24，261 26， 069 

|平面図 11¥1
f/ 川

森林学習施設 ーー

休養宿泊施設 さL

8， 404 9，031 

2，054 1，637 

1， 671 2，043 

3， 725 3，680 

238 83 

8，277 13，485 

20， 644 26， 279 
一一



ア体験森施設の概要

長崎市体験の森

設置場所 長崎市茂木町1010-1 ほか

設置年月日 平成6年7月l日

市民が森林に親しみ、憩い、自然を体験する場を提供

設置目的 することにより、森林及び林業についての理解並びに自

然愛護に対する意識の高揚に資する。

管理運営 (指定管理者)株式会社 シンコー

職員配置

1 敷地面積 17ha 

2 主な施設

①森林学習施設 ②休養宿泊施設

(森林体験館) (ケビン)

木造 2階建 木造平家建 3t束

延480rri 木造 2階建 2棟

l階 (350ぱ) 平家建 (29. 81ぱ)

多目的ホール 和室， トイレ， trp入，ミニキッチン

施設概要 木工コーナー ユニットパス，制凶器具

管理!事務所 2階建

シャワ一室 l階 (29.81rri) 

和室，トイレ，板張，ミニキリン

2階 (130rri) ユニットパス、調理器具

森林学習室 2階(18.22rri) 

板張、押入

使用料

宿泊 1棟 8，742111 
休憩 1棟 1室 514円

③運動広場 ④キャンプ場

約5，500ぱ 約5，500ぱ

テントサイト 2 6区画

⑤その他の施設

-涼坂樹木園

-昆虫の森
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5 長崎市の支援策

( ， )林業機械導入事業

ア現状と必要性

長崎市の人工林(スギ、ヒノキ)面積 7，257 h aの内、 41年生以上が

約 3，870ha(53%)を占めており 、利用間伐材を主体に木材生産に努

める必要があります。

このような中、低迷する圏内林業の活性化と山村での雇用創出を狙い、国に

よる「森林・林業再生プラン」が策定され、木材を搬出する作業道の整備などに

集中投資して効率化と安定供給を実現し、林業を成長産業に育てるため、木材自

給率を 20 2 5年までに現在の 24%から 50%まで引き上げる目標が掲げら

れています。

しかしながら、近年の木材価格の低迷に伴い、林業従事者の高齢化や担い手

不足等により、森林環境の著しい荒廃が懸念される中、その振興策のーっとし

て作業道の整備と併せて林産事業用機械の導入促進を行うことによりコスト

を削減し、造林及び林業の娠興、ひいては森林環境の荒廃を防止に努める必要

があります。

イ事業内容

長崎市が出資する長崎南部森林組合が国庫補助事業により林産事業用機械

を購入する費用の一部を管内 4市 2町で協調し助成する。

<素材生産の実績及び計画量 (長崎南部森林組合長崎支所)>
年度 計画 (m) 実績 (m) 実施率

18 400 400 100% 

19 1. 200 888 74% 

20 1， 500 2，300 153% 

21 1， 800 2，501 139% 

22 2， 100 2，500 119% 

23 2，700 2，744 102% 

24 2， 700 3， 478 129% 

25 2， 800 2，713 97% 

26 2，900 1， 507 52% 

27 3，000 2， 157 72% 

28 2，800 4，525 162% 

29 2，900 4，302 148% 

30 3，300 

<林産事業用機械導入実績>

5，000 

4，500 

4，000 

3，500 

3，000 

2500 

2，000 

-h十画(附)

・実鏑(m'l

1，500 

1，000 
-・圃・・・・・・・・・・・・・・

•••••••••• 
ー

----
-
E
E
 

nu
 

nu 
r

コ

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

単位 :台

導 入 機 1重
年度

1¥ーへ.スター 7' otッサ スイングトダ
グうツ7'州サ 'iうツ7'JHサ グうツ7'州寸

計ハ.ワーショヘ.ル 7ォワーダ 10トントラック

平成24年度まで 2 

平成25年度 2 

平成26年度

平成27年度 2 

平成28年度 2 

平成29年度 2 

平成30年度 2 

百十 4 2 2 5 17 
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導入機種

【プロセッサ】

伐採した木材の枝払い及び指定した長さに

切断する

【グラップル付フォワーダ】

林内において、伐採した木材を運搬する

【ハーペスタ】

【グラップル付パワーショベル】

バックホーとして作業路の開設等の土砂掘

削に加え、パケッ卜部分に木材等をはさむ
ことが.可能なグラップルを備えた機械

グラップル部分

【クレーン・グラップル付 10トントラック】

林内に集積された木材を市場等に運搬する

伐倒、枝払い、指定した長さに玉切り、集積作業を一貫して行う機械

~- .'" 
ラシニシクス力・tラ・1二'方式
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工 高性能林業機織を活用した作業システム例

作業の集約化、路網整備を行い、高性能林業機械を活用することにより低コストで効率的な作業を実現する。

トで効率的な

間伐が可能です

司既泣:判明制主抑制;jl材陣罰畑闘量制iI!~:揃

-ョ，..向. 0.'¥.1 'w・L、

::'l~_lH .‘t1.l更す

aが宙由人.I:n百1，'守 ‘ヲ

ta-.措車、'6に~I;.':守 小J~;!τtia'l.たa

""とVIι時包.J...."c始当Fむ(:~1! 17筒t:・0τL'<:也官::111.リ車曹

色=::..ト，;AS民主惇%~~子ムにより唱~rt円寄 丈夫t圃民主情通oc"帽Zi!!a:による12ftと高位

喝邑聞に円IIIY6ニとがE罫とな."，"'"すがそ c;<<:::e慣の組b6oet:よリ邑コ耳トτ~~rr.
Rに臨海世定時里担縄o:iI....It.，:rせ孟せん. 闘い作.tf.tJ:1en~軍

ハーヘスタ フロセツザ フォワーダ スイングヤータ タワーヤータ

~コストて.よOI!X入lこっ~がるr:llt主I~t;
;;:の2点が欠11、ゼまttん

ー・.....................................・・・ー・・・・・・・・ ・..・ ...・..・ー・・

ム
1
4
印 1._i謀初日話回圃圃ーーー

.約化・鑓網E置.し
高性能稼_.鎌を活閉した

;:'~Ji:~・
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(2)森林整備地域活動支援交付金事業

ア趣旨

近年、林業採算性の悪化による林業生産活動の停滞や、森林所有者の高齢化、

不在村化等を背景として、森林所有者の森林施業意欲が減退しており、適時適

切な森林施業が十分に行われない森林が発生するなど、このままでは、国土の

保全、水源のかん養、地球温暖化の防止等の森林の所有する多面的機能の発揮

に支障をきたしかねない事態が生じている。

このようなことから、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林

施業計画等による計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため、園、県、 市町に

より交付金を交付する。

イ 平成29年度の事業概要

(ア)森林経営計画作成促進

森林経営計画に必要な、森林情報の収集・整理、説明会や戸別訪問を通じ

た計画参画への合意取り付けなどの活動

医国・ ・森林所有者の同意が得られた面積で、 下記単価を上限とした実行

経費

項 目 対象活動

交付単価 | 
国(1/2)、県 (1/4)、市 (1/4)

経営委託型 共同施業型

森林経営計
森林簿からの情報収集

森林調査(立木、路網) 38， 000円Iha 8， 000円Iha
画作成促進

合意形成活動

不在村森林所有者に対する
+ 14， 000円Iha

合意形成

加算 不在村森林所有者に対する

合意形成と GPSを活用した + 17， 000円Iha
境界確認の実施

地場説明会

現地調査

4-16 



(イ)境界確認の明確化

施業実施にあたり、現地杭がないなど境界が不明瞭となっている地域にお

いて、森林所有者などの関係者の立ち会いのもとで、境界の確認を行う作業

医国-・・森林境界が不明瞭な森林 Cha)X 

-森林境界の確認 16，000円

-・森林境界の測量 45，000円

-不在村森林所有者加算 13，000円

交付金の内訳:国 (1/2)、県 (1/4)、市 (1/4)

(ウ)作業路網の改良(簡易な改良)

既設の作業道等の崩壊箇所及び崩壊の原因となっている箇所について、路

盤補強、簡易な側溝の作設、土留等の工法により改良し、丈夫で簡易な作業

路網への転換を図る。

医国・・・森林施業計画認定森林内の育成林の面積 Cha)X 40， 000円

を上限とする実行経費

交付金の内訳:国 (1/2)、県(1/4)、市 (1/4)

m網の改良(倒)

とY

土留 排水施設
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6 公共建築物等木質化推進事業費

ア目的

「公共建築物等木材利用促進方針J. (平成 26年 10月策定)に基づき、公

共建築物等の木材利用を促進することとし、特に、市有林の間伐材を活用し

た木製品を製作し、提供することで、森林の適正な整備及び保全を進めるも

のです。

特に、学校や公民館の図書館においては、積極的に木造化、木質化を推進

し、木の香りのする図書館を増やすことで、健やかな心と体を育成するもの

です。

イ事業内容

教育委員会において実施した「学校図書館環境整備に関する調査」及び「公

民館木質化製品要望調査」に基づき要望があった木製品について、間伐材加

工所において市有林の間伐材を活用し、年次計画で製作・提供するものです。

------H27 (実績)I H28 (実績)I H29 (実績) H30 (予定) H31~ 

整備箇所 学校図書館の木質化 学校図書館・公民館図書室の木質化

看板 10製品 29製品 4製品 学校図書館

掲示板 37製品 6製品
学校保健室

公民館図書室等の
絵本架 50製品 202製品 2製品

木質化

楕円展示台 2製品 7製品 11製品

ブックトラック 20製品 18製品

設置箇所 40校 57校 27校 21施設

【活用事業名及び補助率】

(1 )県補助事業名 ふるさとの森林事業(rながさき森林環境税」事業)

(2)補助率県 1/2、市 1/2
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{学校図書館の械化の取り組み模式図j
・事業内訳 人件費(製材、加工)、消耗品費(のこ、釘等)

委託費 (天板製作、完成品を学校・公民館までの運搬費)

市有林の間伐材活用

間伐作業(既存補助】山林整備事業

4こ~
間伐材加工所での加工、組立等

製材、加工・組立作業

4ご:b--
間伐材等で製作する木製品
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7 間伐材活用促進事業

市直営林の造林作業で発生する間伐材は、従来、切捨て処分していたが、有

効利用を図り地域産材のアピールや林業の振興及び森林環境の保全に寄与す

ることを目的として、平成 14年度より、間伐材加工所を設置し、丸太や板材

等の素材提供のほか「バンコ椅子」や「フラワーポット」等に加工し、さるく

コースや公民館、小中学校等公共施設への提供及び‘イベント開催時の貸出を行

っている。

なお、平成23年度から市民からの要望、収入源の確保を図るため販売を開

始した。

.H14"-'H16年度 緊急雇用対策として間伐製品を製作。

.H 1 7年度以降も、市の単独事業として「間伐材活用促進事業」 を継続。

-間伐材製作指導専門員 1名を配置するとともに作業員2名を雇用。

.H14"-'28年度までの加工実績

ロEヨロ 名
バンコ椅子 フラワーポッ ト その他加工品等

(脚) (個) (2 m丸太換算) 本

H 14，....，29年度までの加工実績 1， 5 6 6 4， 429 31，078 

内 H29年度実績 6 6 1 0 2 951 

ア製作品の一例

ばんこ椅子

規格 L=60cm、W=30cm、H=30cm
規格 L=150cm、W=34cm、H=40cm

長崎市有林の間伐材
を使用しています

加工品には押印を施して

PRしています。
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8 森林緩衝帯整備事業

ア目的
・市街地周辺の未整備森林は、イノシシの棲みかや隠れ場所、通り道になり、被

害が絶えない状況にある。

このような中、懐み分け対策として、見通しの悪い雑木林やヤブは、イノシ

シ等の有害鳥獣が安心して近づける隠れ場となっていることから、ながさき森

林環境税活用事業である「ふるさとの森林づくり事業」を活用し、市有林に住

家が隣接している箇所において、幅 15m程度の範囲で薮の刈払いや樹木の強間

伐を行い、鳥獣を寄せつけない環境整備(緩衝帯)を整備するもの。

3， 000千円

イ事 業内容

委託料

整備地 ・春木町~淵町地区 A=1.7ha (長崎市有林)

・小江原地区 A=1.2ha (長崎市有林)

「森林緩衝帯盤備事業J-イノシシ対策としてのバッファーゾーン~ イメージ図

事業前

。山林地のイノシシが重量に隠れながら
集落へ近づいてくる。

0紡讃柵をしても、
周辺に蔽があると
その効果は低下する。、、

事業後 ぜ ¥/」ァ
。 森林を見通しょく整備し、

イノシシの近寄りがたい緩衝帯を整備することで、
防護柵の慢入防止効果を高める.

0バッファーゾーン
(，車線緩衝稽盤情司'.)
.行側 :人.や図細から5-lOm種目Eの範

囲は中高木も全刈りを領海として伐録Jt!

を高〈し、 E車線の公益約微鍵を低下させ

ないよう、山側に向かつて後々に伐領事

を低くしながら‘見通しよ<tl・をお
なう
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9 その他の事業

( 1 )山林監視員制度

ア設置目的

市有造林地を管理させるため、長崎市山林監視員規則に基づき、山林監視員

を市長が任命し、市有林の巡視を行い、環境保護等健全な管理を行う。

イ活動状況

・現在、 1 8名の山林監視員で市有造林地を管理。

・週 1回以上、担当造林地を巡視し、月1回報告する。

・担当造林地内の土地・立木竹・標柱その他の物件を保護監視し、特に盗伐、

火災及び病害虫を警戒防止する。

・造林地内の調査 ・測量 ・植林・伐採等の作業を補助し、又は、監督する。

・造林地の図面その他の物品を監理する。



( 2 )松くい虫防除及び予防対策

ア目的

森林病害虫等(松くい虫)を早期に、 Eつ、徹底的に駆除し、そのまん延

を防止し、森林の保全を図る。

イ事業箇所

0長崎地区(茂木・上戸町)3. 44ha 0野母崎地区(脇岬、野母、高浜)1. 90ha 
O外海地区(池島)O. 20ha 

0 松くい虫防除とは

松くい虫被害は、 「マツノザイセンチュウJという体長 1mmにも満たない線虫が松の

樹体内に入ることで引き起こされますが、その線虫を松から松へ運ぶのが「マツノマダ

ラカミキリJというカミキリ虫で、被害のまん延を防止するため、松くい虫被害防除の

大半は、媒介するマツノマダラカミキりを駆除するものです。

|予防対策|

|予防対策|

6月頃に、健全な松林に農薬を散布することで、マツ

ノマダラカミキリの成虫を駆除するもの。

(毎年実施)

11月から翌年の 3月までに実施。殺線虫剤を直接樹

幹に注入するもので、マツの木全体に行き渡らせておい

て、侵入・増殖を阻止します。

(薬の残留期間は、 1回の注入で4年'""'-'5年)

被害木の伐倒処理:伐倒駆除|

10月中旬""'2月頃に実施。結れ松の樹幹内にいるマツノマダラカミキリの幼虫、マ

ツノザイセンチュウを駆除するもの。
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(3)ながさき森林環境税(県民税)

ア課税の期間平成 19年 4月1日~平成 33年 3月31日の 15カ年間

ながさき森林環境税条例のー部改正が行われ、適用期間を平成28年度か

ら 5~間延長(第 3 期)することとなりました。

イ課税額個人:年間 500円

法人:均等割額の 5% (資本金に応じて1.000 円~40， 000円)

ウ税収額

平成 19 年度~28年度 l実績)

個人県民税 30億 6，895万円、法人県民税 5億 7，019万円

(内、個人県民税長崎市 9億 6，842万円)

エ税の管理 基金を設置し、民間有識者で構成する「基金管理運営委員会」

が事業の透明性、公平性、効率性を精査する。(公募)

オ指定事業 「ながさき森林環境税」を活用するため、ながさき森林環境保全

事業で実施。

第 3期ながさき森林環境税 ※その他知事が認めた者も可能

事業名 事業概要 事業主体

森林経営計画区域内森林のうち、荒廃した

①未整備森林緊急整備 人工林を対象として切捨間伐に係る経質を 森林経営計画樹立者
支援

荒廃した森林(人工林、広葉樹、竹林)を
事前調査:市町

②環境保全林緊急整備
対象として、公益的な機能が高い森林に誘

一部は集落可
導するために必要な事前調査費等の支援及

び森林整備の実施
森林整備:県

効率的な作業システム構築のための森林作
作業道

③森林整備作業システム 森林経営計画樹立者
業道の開設及び高性能林業機械のリースに

構築事業
かかる経費の一部助成

リース
林業認定事業体 ※ 

④しまの間伐促進
離島から内地に計画的に出荷される間伐材

森林組合 ※ 
の海上輸送費の支援

-市町

⑤ふるさとの森林づくり
境税の趣旨に即した地域の独自性と書IJ意工 (間接補助者を含む)

(市町提案型事業)
夫による多様な取組みを支援し、地域の森 li主)学校、森林ボランテ

林づくりや県産材の利用等を促進 ィア団体については、こち

らで申請

⑥ながさ木・なごみの街
県民の目にふれる機会の多い、公共性の高

づくり
い民間施設の木質化、木製品導入にかかる その他知事が認めた者
経費支援

⑦県民の参加の森林づく 一定の要件を満たす団体において、税の趣
2以上の市町で活動して

り 旨に即した活動を支援
いる団体で、知事が適当と

認める者

③ながさ木・未来のほほ 県産材を使用した木製品等の導入する場
認定こども困等

えみ育成事業 合、補助率を嵩上げ
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(4)森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業

ア目 的

過疎化や施業者の高齢化に伴い、手入れが行われなくなった森林に対し、森林の

持つ多面的機能(地球環境保全、物質生産機能等)を持続的に発揮させるため、地

域住民中心の活動組織が実施する、森林管理活動や資源を利用するための活動に

対し、国と地方公共団体(県・市町)が一定の支援を行うもの。

イ 実施期間平成 25年度~平成 33年度

ウ窓 口長崎森林・山村対策協議会

エ 支援を受けるための要件

(ア)活動組織は、地域住民や森林所有者等 (3名以上)で構成されていること。

(イ)活動対象森林は、原則、森林経営計画が策定されていない森林とする。

(ウ)活動組織及び活動対象森林は、原則、長崎県内とする。

(エ)全体の活動内容や年度別の取り組み等を記載した活動計画書が必要。

オ 支援の種類及び助成費用(1活動組織の助成限度額は年間 500万円とする)

① メインメニュー

(ア)地域環境保全タイプ

-里山林景観を維持するための活動(助成単価 16万円Iha)
・侵入竹の伐採・除去活動 (助成単価 38万円Iha)

(イ)森林資源利用タイプ

・しいたけ原木などとして利用するための伐採活動(助成単価 16万円Iha)
② サイドメニュー(メインメニューと組み合わせて実施)

(ウ)教育・研修活動タイプ (助成単価5万円/回、活動回数 12回を上限)

(エ)森林機能強化タイプ(路網補修・機能強化等) (助成単価 1，000円1m)
(オ)活動の実施に必要な機材及び資材の整備 (必要額の 1/2文は 1/3を助成)

里山林保全活動 竹林整備活動 森林資源利用 教育・研修活動

力 平成 29年度の実績(長崎県全体) 52活動組織に、計 39，123， 399円を助成

(うち長崎市内は 13組織、計 8，732， 690円を助成。)長崎市負担1.005， 365円

【事業の内容】

直 立l長崎森林一議会
| 柿成:県、市H町、学識経験者、関係111体等

県・市町 |医 ザ | 役割:刻、j金の管f型、森林のマッチング、各穐研修等の
J V l 実施、資機材貸守・等祈動組織の持続的な体制を支媛
負担金 に

【協定] 交付金

市町
協定により活動対象森林や祈却j内

作の有効性等を市町村が'I!IJ断

活動組織

地域住民、1'1伐林家等で椛)J.比
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4 (2)長崎いこいの里

水産農林部

平成30年6月
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1 長崎いこいの里

( 1 )いこいの里の背景と経緯

長崎いこいの臭は、市の中心市街地の北西約 10 km(こ位置し、 JR長崎駅から

車で 30分、文隣接する時津町、長与町の中心部から車で 10分-20分程度と

市街地から比較的近距離にある自然豊かな場所であることから、昭和 62年のリ

ゾー卜法制定後、ゴルフ場開発を主体とするレジャー施設計画が立案されたが、

社会情勢の変化によりゴルフ場開発は中止され、当初計画の総面積約 230h a 

のうち約 50h aを農業公園型施設「あぐりの丘」として整備して平成 10年7

月に開園した。

開園当初は、自然に親しむことのできる身近なレクリエーションの場として親

しまれ、約 47万人の来園者があったが運営母体の企業の撤退やそれに伴う運営

の本市直営化などにより来園者は減少し、平成 19年度の来周者は約 16万人に

減少した。

このような中、平成20年度にいこいの里が都市計画部から水産農林部に移管

されたのを契機にして、「市民参加で創る、人と自然のつながりを思いだし体感す

る場」及び「食農教育Jをコンセプ卜とする「いこいの畏再整備計画」を策定し、

いこいの里 (230ha)を「あぐりの丘地域 (50ha)J、「里山再生地域 (50

h a)J及び『森林地域 (130ha)Jの3ゾーンに分けて、それぞれの特徴を生

かした再整備に取り組みを開始し、市民が交流、体験及び遊びを通して自然とふれ

あうことができる施設として、年間約 30万人の来園者に親しまれている。

近年は、ふれあい動物広場や大型遊具のあるちびっこ広場、噴水・せせらぎ水

路を備えた親水広場がある憩の広場整備、里山及び森林地域の景観整備などの取り

組みにより広場整備などハード商については、一定整備が完了したことから、ソフ

ト面の充実を図り、更に多くの市民に来園していただけるよう平成25年度から市

民協働の取り組みを開始し、市民活動団体との協働の取り組みは活動団体数、活動

プログラム数、プログラム参加者数とも着実に増えてきたこともあり、来園者数が

平成27年度以降は 30万人を超え、平成29年度は 31万人を超えた。

また、年間 30万人が訪れる施設となり指定管理者制度導入について、あぐり

の丘が現在持っている、強みをさらに活かし、来園者が大きく伸びる可能性につ

いて、改めて原点に立ち返り、「現在のコンセプトにとらわれず、その他の伸びし

ろがないか」、「これ以上の大きな投資を行わず、市民のニーズに対し、最大の効

果を引き出せるものはないか」など、改めて検討を進めているところである。
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-いこいの里の主な経緯

経緯

昭和 56年 3月

昭和 62年 2月

昭和 62年 6月

昭和 63年 7月

平成9年 1月

平成 10年 7月

平成12年 11月

平成 13年 4月

平成 18年 4月

水産農林部

平成 20年度

平成21年度

平成 22年度

平成 23年度

平成 24年度

平成 25年度

主 な 内 容

「自然と動物に親しむいこいの里構想」策定

「いこいの里スポーツレクリェーション施設基本計画」策定

総合保養地域整備法(リゾート法)施行

いこいの里事業用地の先行取得を長崎市土地開発公社へ依頼

いこいの里の整備計画を農業公園型へと方針変更

いこいの里「あぐりの丘」開園(附長崎ファミリーリゾート、附ファーム運営)

市長がいこいの里におけるゴルフ場開発計画の中止を市議会へ表明

あぐりの丘の維持管理を僻)長崎ファミリーリゾートへの委託から本市直営に変更

附ファームの撤退により維持管理部門に加え、営業部門も本市直営となる

ト一一一一

いこいの里再整備計画の策定、里山の散策路の整備

里山再生地~の整備開始(景観整備、 棚田整備、 管理用道路の整備)

あぐりの丘の駐車場の無料化

ちびっこ広場(複合遊具)及びふれあい動物広場(動物小屋)の整備

ちひ'っこ広場(複合遊具)及ひ'親水広場の整備

親水広場のオープン

市民協働の取組を開始
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(2 )いこいの里全体計画図

4-28 

凡倒

Eコ いこいの里区i翼

t:::コ あぐりの匠地i或

c:::コ 里山整備エリア

森杯盤備

ーーー 車道 〈既設修復〉

圃圃ー 作業道路 (新設〉

園・・ 往環道 (重点強備〉

圃圃圃 歩道 (森の小径整備)

E二コ棚田 ・ほ蝿盤備

. 休憩施設・トイレ

炭焼痛 (体験用)



( 3 )事業のコンセプ卜

-コンセプト 1 

『市民参加で創る、人と自然のつながりを思い出し体感する場』

・キャ ッチフレーズ

いこいの里はスローライフの発借地 ~楽しみながら人と自然のつながりを創り出そう~

.基本方針

0いこいの里が持つ場の力(自然、歴史、景観など)の活用

O農、林、食、環境、 自然など体験事業の拡充

0企業、 NPO、市民など幅広い参画

。地産地消の推進とブランド化

0世代を超えた市民活動の場の車IJ出

-コンセプト 2 

『食農教育』

・キャッチフレーズ

0家族連れ、高齢者(アクティブシニア)

をターゲット

「いのちj に直接つながる食や農業について、体験や交流、学習ができる施設

.基本方針

o rいのち」 を 「いただくJことの大切さや日常生活能力の基礎である 「食」の再惚識

0本やインターネット(視覚)では伝わらない感触(臭覚、味覚、触覚)などを「感じるJ

o r植物Jを育てることは、大きな労働を伴うことを実感する。

0子供だけでなく 、主婦層や高齢者層も対象とした体験メニューや、ボランティア活動等の機会を提供し「生

涯学習」につなげる。

-あぐりの丘地場(約 50ha) -里山再生地場(約50 ha) .森林地場(約 13 0 ha) 

「ふれあいのあるまちJ 「人と自然のつながりJ 「自然環境J

.エリアの基本方針 .エリアの基本方針 .エリアの基本方針

交流と体験・遊びを通して、人 市民参加による里山復元と 市民参加のもと、森林、散策

と人・人と自然がふれあい、新た 里山体験し、昔懐かしい里山 路整備と自然体感する場

な発見や賑わいが生まれる場 を思い出させる場

-間伐、植樹体験

-料理体験 -お茶摘み体験 -自然観察

-収穫体験 -田植・稲刈体験 -昆虫の森

-工作体験 -里山ウォーキング -市民手作りの散策路整備

-市民バザール -梅、柿、栗などの季節を -くぬぎ林、コナラ林、アベ

-ちびっこ広場 感じる景観整備 マキ林などの整備

-ふれあい動物広場 -焚き木とりと炭焼き体験 -案内、誘導看板の設置

-親水広場 -往還道周囲の整備 -ビオトープと水生動物観察

-木工・陶芸体験 など など

-小動物とのふれあい

など
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(4)来園者数の推移

来園者数の推移(H10-H29)

5∞，α幻

450，αlO 

4∞，∞0 

350，αlO 

3∞，αlO 

250，(お0

2∞，αlO 

150，α)() 

1∞，αlO 

50，αlO 

駐車繍有料化(H13-H21) 駐車繍無料化(H22-)

。
---------

E

・E
・-

E

・E
・---

••••••••• 

よOJFhf♂〆♂ ff♂♂ ddJS;LJPJ:LYJ JJJ'J43 

項目 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 

来園者(人) 472.684 345.887 255.394 297.884 244.841 263.968 251，278 228.523 171.605 160，363 

項目 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

来閤者(人) 145，417 165，618 230，686 252.704 291.063 289.191 286.820 300，714 301.516 318，385 

来園者数月毎の推移 (H20年度""'H29年度)

GW 枚横祭

H20 

H21 

H22 

H23 

H24 

H25 

H26 

・H27
・H28
・H29

60，000 
市民""働型運営事業の倹討H25-)

50，000 

10，000 

~ 主血珪ニ~)
ふれあい動物広場オープン(H22-)

40，000 ml氷広治オープン{そ24-)

30，000 

20，000 

。
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12FJ 1月 2月 3月

年月 4月 5月 6FJ 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

H20 20.442 24.394 6.955 6，878 8，781 10.302 20.337 20，465 5.051 2.975 6，162 12，675 

H21 16，362 28.452 10.4 72 8，228 10，372 16，579 26，713 20，020 5，707 5，998 6，182 10，533 

H22 34.454 46.984 11.427 10，022 11，597 14，558 34，938 30，549 9，948 6.787 6，946 12.4 76 
H23 28.579 37.003 12.575 16，032 14，302 211.206 35，746 28，957 12，023 15，530 11，519 19，232 

H24 35.464 42，519 19，766 18，301 19.679 20，916 44.003 27，019 10，253 11.757 15，707 25，679 

H25 37.040 46，949 15，157 17.639 15.587 22.540 41，956 28，032 12.731 13，064 14.001 24.495 
H26 26.442 48.110 19.339 17，169 18，007 23.706 33.990 35.4 22 10.451 16.039 11，877 26，268 

H27 31，259 43，076 17，931 15，755 21.110 32，644 44，711 31.452 11，949 12，561 12，489 25，777 
H28 35.781 44，820 13，720 17，162 21，370 20，584 37，976 41，153 14.997 12，129 12，886 28，938 
H29 46，945 53，300 19，345 19目341 20.948 26.026 31.402 34，912 12，188 12.466 10，842 30，670 

平均 28.755 39，686 14.203 13，753 14.929 20.306 35目299 27，740 11，159 12，102 12，126 22.448 
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2ゾーニング

( 1 )あぐりの丘地域

(ア)あぐりの丘地域の概要

あぐりの丘地域(5 0 h a )については、「食農教育上「自然とのふれあいなど

様々な体験や交流の場をつくるJを再整備ビジョンとして定め、あぐりの丘地域

を「街のゾーンJと「村のゾーンJの 2ゾーンに分けて、「街のゾーン」は遊び・

食・体験交流の場として、村のゾーン」は農業加工生産の場として再整備に取り

組んでいる。

あぐりの丘地域図

，，
 

a'' -aa' 
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(イ)各種体験への参加状況

あぐりの丘では、市民参加型のイベン卜の開催や施設の充実を図ることで、市民が土

と自然に親しみながら行う、レクレーションの場を提供します。

平成 29年度あぐりの丘体験・参加状況 (96種類) 52， 851人 (単位:人)

名称
延ベ 延ベ

名称
延べ 延ベ

回数 惨加者数 回数 勝加者数

料理体験 98 1，183 幼稚園収穫体験 26 2，802 

料(16理種特類別)教室
福

24 716 ネ止 障害者園芸体験 5 150 
食 系

育 焼きいも体験 3 202 
系

餅っき体験 2 169 小計 2，952 

飯ごう炊さん 125 6，204 切りばら体験 11 370 

小計 8，474 花 育て方、切り接ぎ研修会 3 35 

収穫体験
系

9 8，420 フラワーアレンジメント教室 3 90 

稲作体験 18 475 ガーデニング教室 2 67 
自
然 お茶つみ体験 6 328 IJ、計 562 
系

自然観察会 79 も 夏休み工作教室 2 181 

昆虫採集 2 115 
のづ

スポーツ体験 111 
く

小計 9，417 スケッチ大会 2 52 . 
そ

動 ふれあい動物体験 328 23，171 
の

鬼火焚き、職場体験 11 他 306 
物
，::，、

動物えさやり体験 小計れ 146 2，784 650 
あ
い

羊の毛刈り体験 2 230 
市民 市民活動プログラム 294 4，611 系 tAM (36団体、 57種類)

IJ、言十 26，185 小計 4，611 

また、環境に配慮した取り組みとして、フリーマーケット(企画 19回、実施 16回)

を開催し、延べ 43.914人の方が来園されました。

0幼稚園・保育所収穫体験事業
長崎市内の幼稚園、保育所を対象に、さつまいもの植付けや収穫体験を実施し、自然 ・

土とのふれあいや収種の喜びなど、情操教育と自然教育の場を提供している。

植え付けの様子



0心身障害者園芸体験事業

心身に障害があるために外出の機会が少ない者が、いこいの里で野菜等の種まき

から収穫等の園芸作業による自然や土とのふれ合う体験をとおして、心と体のリフ

レッシュの場所を提供している。(長崎市心身障害者団体連合会)

植付けの様子 収穫祭の機子

0料理体験教室

作物の収穫から調理、食べるまでを体験する『採って作って食べよう体験』や毎

月新しいメニューにチャレンジする特別教室、パンやアイスクリーム作り等の料理

体験を通じて家族のふれあいや市民の余暇の楽しみの場を提供している。

採って作って食べよう体験 特別教室(かぼちゃのモンプラン)

メロンパン作り アイスクリーム作り
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0飯ごう炊さん体験

デイキャンプ場で、バーベキュー・飯ごう等を行うための釜戸を貸し出すこと

により、家族のふれあいや余暇の楽しみの場を提供している。

デイキャンプ デイキャンプ

0その他

もちつき体験 鬼火焚き

0フリーマーケット

家庭の不用品の再資源化、再利用化や利用者同士の交流の場を提供している。

フリーマーケット(通常開催) 大フリーマーケット

4-34 



(ウ)憩の広場整備事業

/ 

¥ 

あぐりの丘の街のゾーンでは、平成22年度から平成24年度の3ヶ年で、

家族連れや高齢者などの市民が楽しめる「憩いの広場」として、ちびっこ広場、

ふれあい動物広場及び親水広場を整備した。

ちびっこ広場では、複合遊具、遊具、健康遊具及びあずまや等の整備、ふれあ

い動物広場では、動物小屋及び柵等の整備、親水広場では、噴水、水遊び、芝生

等の整備を行ったことにより、あぐりの丘に新たな魅力が加わり、市民や来園者

により一層親しまれる魅力的な施設となった。

w 今....JJ

口 憩の広場 (20.000m')

口 ちびっこ広場 (5，OOOm')

憩の広場配置図

ふれあい動物広場('，500m')

Eコ 親水広場 (3.000m')
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ちびっ子広場(複合遊具) ちびっ子広場(複合遊具)

，，5~あい劃物広場(羊) ぷ寸前~¥動物広場 (動物小屋)

親水広場(芝生) 親水広場(飛E応の池)

親水広場(助'.1<) 親水広場(助'.1<)
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(2) 里山再生地域

(ア)里山再生地域の概要

里山再生地域 (50 h a)は、昔懐かしい里山を思い起こさせる場として、市民

の協力を得て、棚田・茶畑・ほ場の整備、果樹や花木の植栽などを行うとともに、

これらを活用して、種まき・田植え・稲刈り・脱穀の稲作体験、早乙女さんの衣

装も着れるお茶摘み体験、昆虫採集、自然観察会などを実施している。

---

-

'¥ 
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(50ha) 

凡 修1

Eコ いこいの里区i或

森林整備

---
E二コ
• 
@ 

。

車道(既設修復〉

作業道路(新設〉

往環道(重点整備〉

歩道(森の小径整備〉

棚田 ・|ま揚艶備

{本憩施蹟

トイレ

炭焼京(体験用)



(イ)主な整備状況

復元された棚田， 

抑l川の取水Jt}とつわぶきの~tF'1: jit観推制11(彼jii花)

稲作体験 (HI舶え) 稲作体験(Jß~殺)

お茶摘み体験 昆虫係集
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( 3 )森林地域

(ア)森林地域の概要

森林地域 (130ha)は、市民参加のもと、森林、散策路の整備及び自然を体感

する場として整備するとともに、これらを活用した、自然観察会やビオ卜ープと水生

動物観察会などを実施している。

森林地域図

凡 ~9 

Eコ いこいの霊区l或

Eご 森林整備

-車道(既段修復)

-・園田・・・・・ 作業道路(新段)

-1主環道(箆点量産制〉

-・・・・圃圃 歩道(森の小径鐙備)

• 体憩B値段

• トイレ。炭焼窯(体厳用)
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(イ)主な整備状況

O除間伐、散策路整備の状況

|芝生広場南側の散策路| 果樹園(びわ畑)

0バイオトイレの設置 (H21) 0相川川ビオ卜ープ

|茶畑横に設置 観察会(長崎北高)

0自然観察会 0標識の設置 • 

|自然観察会(棚田横、水生生物の観察)I |標識の設置(棚田、クヌギ林等への誘導)I 

4-40 



3 市民協働の取組み

(1 ) 事業の概要

(ア)これまでの取組み

1年目の平成25年度は、参加していただける市民・団体の発掘に始まり、ワーク

ショップゃあぐりの丘での活動や魅力発信のため、参加した市民団体による協働イベ

ント「あぐりの丘でやってみよう」を開催するとともに、あぐりの丘を活用するため

の企画書「活動プランJを策定した。

2年目の平成26年度は、ワークショップや「あぐりの丘でやってみよう」の継続

とともに「活動プラン」による体験プログラムの実施。また、参加団体等の活動を活

発化させ、将来にわたり継続して活動できる人材育成のため「あぐりの学校」を開講

した。

3年目の平成27年度以降も、「ワークショップ」や「あぐりの丘でやってみよう」、

「活動プラン」を継続しながら、 4年目の平成28年度は、あぐりの丘の活動者が参

加し、「活動しやすい環境づくり」について話し合う「連絡調整会議Jを設けた。

このように 5年間の市民活動団体との協働の取り組みにより、平成29年度末時点

で、 36団体が、年間約 300回の市民プログラムを行うところまできている。

(イ)平成30年度の取組み

これまでの取り組みを継続しながら、参加者が減少傾向にあるあぐりの学校への新

規参加者の発掘、「あぐりの丘でやってみよう」の継続とともに、すでにいる団体の

活動の質を高め、あぐりの学校の卒業たちによる「プチやってみよう」の実施や「活

動プランJでの体験プログラムの充実・拡大に努めることとしている。

(ウ)平成31年度以降の取組み

現在、指定管理者制度導入に向けて再検討を進めており、民間のノウハウを活か

した市民サービスの提供と併せて、多くの市民に来園していただけるよう、更に多

くの体験型プログラムを提供できるよう、市民活動の取り組みを継続・拡大して行

きたいと考えている。
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(2) 取組み状況

平成25年度から取り組んできた市民活動団体との協働の取り組みは、市民プログ

ラム提供回数、市民プログラムの種類、活動日数とも着実に増えているが、その一方

で、活動団体数及びあぐりの学校への参加者が減少傾向にあるため、大学サークルな

どへの呼びかけや活動者どおしの連携強化を促し、活動しながら成長できるようなプ

ログラムへと変更することで、若者等の参加を促進したいと考えている。

市民協働の状況は下表のとおり。 H29年度は、36団体が、 57種類のプログラムを年間 294回実施

した。 2Uに1回以上、あぐりの圧ではdi民プログラムが行われている計算になる。
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市民活動団体との協働の状況

1) rやってみようJの実施

あぐりフェス(やってみよう)

あぐりフェス(やってみよう)

2)活動プラン

森林ヨガ

ガーデニング
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所管施設一覧

長崎いこいの里

設置場所 長崎市四杖町2671-1ほか

設置年月日 平成10年7月18日

市民が土と自然に親しみながら行うレクリエーション等の活動の場を提
供し、もって市民の福祉の糟進に資するため。
(コンセフ。ト)

設置目的 ~市民参加で車IJる、人と自然のつながりを思い出し体感する場~

~食農教育~

管理運営 長崎市

l職員配置
市l隊員 3名
|嘱託員 8名

l敷地面積及び区分 230ha 

0あぐりの丘地域 50ha 

0里山再生地J或 50h日

0森林地域 130ha 

2主な施設

Oあぐりの丘地域(街のゾーン)

(事務所・ばら園・売脂・トイレなど)

(パラ図・羊小屋・トイレなど)

、(羊小屋・ 11.1羊小屋・大型遊具など)

(収穫体験事業畑・花壇・花畑・駐車場など)

0あぐりの丘地域(村のゾーン)

(陶芸体験教室・休憩所・トイレなど)

(畜舎・馬小屋など)

0里山再生地域

施設概要 (棚田・茶畑・果樹園・クヌギ林・コナラ林など)

0森林地域

(檎植林地・往還道など)
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